
行動計画策定指針改正案（新旧対照表）  

改正案  

土 特定事業主行動計画の策定に関する基本的な事項  

1 特定事業主行動計画の策定に当たっての基本的な視点  

∠ゝ 特定事業主行動計画の策定に関する基本的な事項  

1 特定事業主行動計画の策定に当たっての基本的な視点   

（1） 職員の仕事と生活の調和の推進という視点  

憲章においては、僻こ  

向け、職場の意識や職場風土の改革とあわせ、働き方の  

改革に取り榊∴行動手旨  

針においては、脚寺間二六十  

時間以上の脚第一  

子出産前後の女性の継続就業率等の数値目標が掲げられ  

ており、こうした目標御てし＼る。   

止⊥ 職員の仕事と子育ての両立の推進という視点  

子育てをする職員が子育てに伴う喜びを実感しつつ、  

仕事と子育ての両立を図ることができるようにするとい  

う観点から、職員のニーズを踏まえた次世代育成支援対  

策を実施することが必要であり、特に、子育ては男女が  

協力して行うべきものとの視点に立った取組が重要であ  

る。   

⊥旦⊥ 機関全体で取り組むという視点  

特定事業主による次世代育成支援対策は、業務内容や  

業務体制の見直し等をも必要とするものであることか  

ら、それぞれの機関全体での理解の下に取組を進めるこ  

とが必要である。このため、大臣や地方公共団体の長等  

の各機関の長を含め、機関全体で次世代育成支援対策を  

積極的に実施するという基本的な考え方を明確にし、主  

導的に取り組んでいくことが必要である。  

Lユ 

子育てをする職員が子育てに伴う喜びを実感しつつ、   

仕事と子育ての両立を図ることができるようにするとい   

う観点から、職員のニーズを踏まえた次世代育成支援対   

策を実施することが必要であり、特に、子育ては男女が   

協力して行うべきものとの視点に立った取組が重要であ   

る、  

必 
特定事業主による次世代育成支援対策は、業務内容や   

業務体制の見直し等をも必要とするものであることか   

ら、それぞれの機関全体での理解の下に取組を進めるこ   

とが必要である。このため、大臣や地方公共団体の長等   

の各機関の長を含め、機関全体で次世代育成支援対策を   

積極的に実施するという基本的な考え方を明確にし、主   

導的に取り組んでいくことが必要である。  
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1旦⊥ 機関の実情を踏まえた取組の推進という視点  

各機関においては、その機関の任務、所在する地域等  

により、勤務環境や子育てを取り巻く環境は異なること  

を踏まえつつ、その機関の実情に応じて効果的な次世代  

育成支援対策に取り組むことが必要である。   

上長⊥ 取組の効果という視点  

次世代育成支援対策を推進することは、将来的な労働  

力の再生産に寄与することを踏まえつつ、また、当該機  

関のイメージアップや優秀な人材の確保、定着等の具体  

的なメリットが期待できることを理解し、主体的に取り  

組むことが必要である。  

1旦⊥ 社会全体による支援の視点  

次世代育成支援対策は、家庭を基本としつつも、社会  

全体で協力して取り組むべき課題であることから、様々  

な担い手の協働の下に対策を進めていくことが必要であ  

り、特に、職員の職業生活と家庭生活との両立が図られ  

るようにするための環境の整備が強く求められている中  

で、特定事業主においては、率先して、積極的な取組を  

推進することが必要である。   

⊥ヱ⊥ 地域における子育ての支援の観点  

各機関に勤務する職員は、同時に地域社会の構成員で  

あり、その地域における子育て支援の取組に積極的に参  

加することが期待されていることや、地域において、子  

育てしやすい環境づくりを進める中で各機関にも期待さ  

れている役割を踏まえた取組を推進することが必要であ  

る。  

2 特定事業主行動計画の計画期間   

し旦⊥ 機関の実情を踏まえた取組の推進という視点  

各機関においては、その機関の任務、所在する地域等   

により、勤務環境や子育てを取り巻く環境は異なること   

を踏まえつつ、その機関の実情に応じて効果的な次世代   

育成支援対策に取り組むことが必要である。  

し生⊥ 取組の効果という視点  

次世代育成支援対策を推進することは、将来的な労働   

力の再生産に寄与することを踏まえつつ、また、当該機   

関のイメージアップや優秀な人材の確保、定着等の具体   

的なメリットが期待できることを理解し、主体的に取り   

組む七とが必要である。  

L旦⊥ 社会全体による支援の視点  

次世代育成支援対策は、家庭を基本としつつも、社会   

全体で協力して取り組むべき課題であることから、様々   

な担い手の協働の下に対策を進めていくことが必要であ   

り、特に、職員の職業生活と家庭生活との両立が図られ   

るようにするための環境の整備が強く求められている中   

で、特定事業主においては、率先して、積極的な取組を   

推進することが必要である。  

し旦⊥ 地域における子育ての支援の観点  

各機関に勤務する職員は、同時に地域社会の構成員で   

あり、その地域における子育て支援の取組に積極的に参   

加することが期待されていることや、地域において、子   

育てしやすい環境づくりを進める中で各機関にも期待さ   

れている役割を踏まえた取組を推進することが必要であ   

る。   

特定事業主行動計画の計画期間  



特定事業主行動計画は、経済社会環境の変化や職員のニ   

ーズ等を踏まえて策定される必要があり、計画期間内にお   

いて、一定の目標が達成されることが望ましい。したがっ   

て、計画期間については、各特定事業主の実情に応じて設   

定することができるものの、平成十七年度から平成二十六   

年度の十年間のうち、おおむね五年間を一期とし、おおむ   

ね三年ごとに見直すことが望ましい。  

3 次世代育成支援対策の実施により達成しようとする目標  

特定事業主行動計画においては、各特定事業主の実情を   

踏まえつつ、より一層職員の職業生活と家庭生活との両立   

が図られるようにするために必要な勤務環境の整備その他   

の次世代育成支援対策の実施により達成しようとする目標   

を定めることが必要である。  

目標については、育児休業の男女別取得率等の制度の利   

用状況に関するもの、仕事と子育ての両立が図られるよう   

にするための取組に関するもの等の幅広い分野から各機関   

の実情に応じた目標を設定すべきものであるが、可能な限   

り定量的な目標とする等、その達成状況を客観的に判断で   

きるものとすることが望ましい。  

4 特定事業主行動計画の策定やこれに基づく措置の実施に   

係る手続  

（1） 推進体制の整備  

特定事業主行動計画の策定やこれに基づく措置の実施  

を実効あるものとするため、まず、管理職や人事担当者  

に対し、その趣旨を徹底することが必要であるとともに、  

子育てを行う職員を含めたすべての職員の理解を得なが  

ら取り組んでいくことが重要である。このため、各機関  

特定事業主行動計画は、経済社会環境の変化や職員のニ   

ーズ等を踏まえて策定される必要があり、計画期間内にお   

いて、一定の目標が達成されることが望ましい。したがっ   

て、計画期間については、各特定事業主の実情に応じて設   

定することができるものの、平成十七年度から平成二十六   

年度の十年間のうち、おおむね五年間を一期とし、おおむ   

ね三年ごとに見直すことが望ましい。  

3 次世代育成支援対策の実施により達成しようとする目標  

特定事業主行動計画においては、各特定事業主の実情を   

踏まえつつ、より一層職員の職業生活と家庭生活との両立   

が図られるようにするために必要な勤務環境の整備その他   

の次世代育成支‾援対策の実施により達成しようとする目標   

を定めることが必要である。  

目標については、育児休業の男女別取得率等の制度の利   

用状況に関するもの、仕事と子育ての両立が図られるよう   

にするための取組に関するもの等の幅広い分野から各機関   

の実情に応じた目標を設定すべきものであるが、可能な限   

り定量的な目標とする等、その達成状況を客観的に判断で   

きるものとすることが望ましい。  

4 特定事業主行動計画の策定やこれに基づく措置の実施に   

係る手続  

（1） 推進体制の整備  

特定事業主行動計画の策定やこれに基づく措置の実施  

を実効あるものとするため、まず、管理職や人事担当者  

に対し、その趣旨を徹底することが必要であるとともに、  

子育てを行う職員を含めたすべての職員の理解を得なが  

ら取り組んでいくことが重要である。このため、各機関  
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における次世代育成支援対策の推進体制の整備を図るこ   

とが必要であり、その方策として次のような措置を講ず   

ることが必要である。   

ア 次世代育成支援対策を効果的に推進するため、各部  

局における人事担当者等を構成員とした特定事業主行  

動計画の策定やこれに基づく措置の実施のための委員  

会の設置等   

イ 次世代育成支援対策に関する管理職や職員に対する  

研修・講習、情報提供等の実施   

ウ 仕事と子育ての両立等についての相談・情報提供を  

行う窓口の設置及び当該相談・情報提供等を適切に実施  

するための担当者の配置  

（2） 職員の意見の反映のための措置  

仕事と子育ての両立を図るための勤務環境の整備に対   

する職員のニーズは様々であり、必要な勤務環境の整備   

を効果的に実施するためには、こうした職員のニーズも   

踏まえることが重要である。このため、職員に対するア   

ンケート調査や意見聴取等の方法により、次世代育成支   

援対策に関する職員の意見の反映について、機関の実情   

に応じてエ夫することが必要である。  

（3） 計画の公表  

法第十九条第三項では、特定事業主は、特定事業主行   

動計画を策定し、又は変更したときは、遅滞なく、これ   

を公表しなければならないとされていることから、広報   

誌やホームページヘの掲載等により適時かつ適切に公表   

することが必要である。  

（4） 計画の周知   

における次世代育成支援対策の推進体制の整備を図るこ   

とが必要であり、その方策として次のような措置を講ず   

ることが必要である。   

ア 次世代育成支援対策を効果的に推進するため、各部  

局における人事担当者等を構成員とした特定事業主行  

動計画の策定やこれに基づく措置の実施のための委員  

会の設置等   

イ 次世代育成支援対策に関する管理職や職員に対する  

研修・講習、情報提供等の実施   

り 仕事と子育ての両立等についての相談・情報提供を  

行う窓口の設置及び当該相談・情報提供等を適切に実施  

するための担当者の配置  

（2） 職員の意見の反映のための措置  

仕事と子育ての両立を図るための勤務環境の整備に対   

する職員のニーズは様々であり、必要な勤務環境の整備   

を効果的に実施するためには、こうした職員のニーズも   

踏まえることが重要である。このため、職員に対するア   

ンケート調査や意見聴取等の方法により、次世代育成支   

援対策に関する職員の意見の反映について、機関の実情   

に応じてエ失することが必要である。  

（3） 計画の公表  

法東十九条第三項では、特定事業主は、特定事業主行   

動計画を策定し、又は変更したときは、遅滞な〈、これ   

を公表しなければならないとされていることから、広報   

誌やホームページヘの掲載等により適時かつ適切に公表   

することが必要である。  

（4） 計画の周知  
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策定した特定事業主行動計画に定めた目標の達成に向  

けて、機関全体で取り組むため、計画を機関内に周知し、  

機関全体で取組を推進することが重要である。   

三 

啓発資料の作成・配布、研修・講習の実施等により、職  

策定した特定事業主行動計画に定めた目標の達成に向  

けて、機関全体で取り組むため、計画を機関内に周知し、  

機関全体で取組を推進することが重要である。  

このため、御  

いては、全ての職員が知りうるように書面の鯛  

≠一旦IJ る 

畢発資料の作成・配布、研修・講習の実施等をあわせJ  

行う刷れる。 特に、次世代育成支援対策を機  

関全体で推進するという意識を浸透させるため、大臣や  

地方公共団体の長等の各機関の長等の主導の下、管理職  

や人事担当者に対する周知を徹底することが期待され  

る。   

（5）計画の実施状況の点検及びや表  

特定事業主行動計画の推進に当たっては、計画の実施  

状況を一括して把握・点検できる体制を整えた上で、各  

年度において、把握等をした結果を踏まえて、その後の  

対策の実施や計画の見直し等に反映させることが必要で  

ある。  

また、法第十九条第五項で欄＝司、  

特定事業主行動計野に革づく＃脚  
ければならないとされており、前年度の取組状況・や目標  l瑚H郎乾  
等により解  

左 特定事業主行動計画の内容に関する事項  

七の特定事業主行動計画の策定に関する基本的な事項を   

踏まえ、計画期間、次世代育成支援対策の実施により達成し   

ようとする目標並びに実施しようとする次世代育成支援対  

員に対して周知を行うことが期待さオレる。特に、次世代  

育成支援対策を機関全体で推進するという意識を浸透さ  

せるため、大臣や地方公共団体の長等の各機関の長等の  

主導の下、管理職や人事担当者に対する周知を徹底する  

ことが期待される。  

（5） 計画の実施状況の点検  

特定事業主行動計画の推進に当たっては、計画の実施   

状況を一括して把握・点検できる体制を整えた上で、各   

年度において、把握等をした結果を踏まえて、その後の   

対策の実施や計画の見直し等に反映させることが必要で   

ある。  
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△＿ 特定事業主行動計画の内容に関する事項  

七の特定事業主行動計画の策定に関する基本的な事項を   

踏まえ、計画期間、次世代育成支援対策の実施により達成し   

ようとする目標並びに実施しようとする次世代育成支援対  
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策の内容及びその実施時期を記載した特定事業主行動計画   

を策定する。   

計画の策定に当たっては、次世代育成支援対策として重要  

なものと考えられる次のような事項を踏まえ、各特定事業主  

の実情に応じて、必要な事項をその内容に盛り込むことが望  

苦しい。  

1 勤務環境の整備に関する事項  

（1） 妊娠中及び出産後における配慮  

母性保護及び母性健康管理を適切かつ有効に実施する  

ため、妊娠中及び出産後の職員に対して、次の制度等に  

ついて周知する。  

ア 危険有害業務の就業制限  

イ 深夜勤務及び時間外勤務の制限  

ウ イ建康診査及び保健指導のために勤務しないことの承  

工 業務軽減  

オ 通勤緩和  

また、あわせて、出産費用の給付等の経済的な支援措  

置についても、職員に対して周知する。  

（2） 子どもの出生時における父親の休暇の取得の促進  

子育ての始まりの時期に親子の時間を大切にし、子ど  

もを持つことに対する喜びを実感するとともに出産後の  

配偶者を支援するため、子ども力畔職  

員について、配偶者が出産するときの特別休暇制度につ  

策の内容及びその実施時期を記載した特定事業主行動計画   

を策定する。   

計画の策定に当たっては、次世代育成支援対策として重要  

なものと考えられる次のような事項を踏まえ、各特定事業主  

の実情に応じて、必要な事項をその内容に盛り込むことが望  

ましい。  

1 勤務環境の整備に関する事項  

（1） 妊娠中及び出産後における配慮  

母性保護及び母性健康管理を適切かつ有効に実施する  

ため、妊娠中及び出産後の職員に対して、次の制度等に  

ついて周知する。  

ア 危険有害業務の就業制限  

イ 深夜勤務及び時間外勤務の制限  

り 健康診査及び保健指導のために勤務しないことの承  

工 業務軽減葦＿  

オ 通勤緩和  

また、あわせて、出産費用の給付等の経済的な支援措  

置についても、職員に対して周知する。   

（2）子どもの出生時における父親の休暇呈の取得の促進  

子育ての始まりの時期に親子の時間を大切にし、子ど  

もを持つことに対する喜びを実感するとともに出産後の  

配偶者を支援するため、王べての男性職員が取得できる  

子どもが生まれた時の配偶者出産休暇並びに妻の産後等  

の期間中の育児参加休暇及び育児休業等について凰乱  

し、これら休暇等の取得を促進する。  

また、このような休暇葦＿を取得することについて、職  
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いて周知するとともに、例えば五日間程度の年次休暇等  

の取得を促進旦＿昼＿＿＿L   

また、このような休暇を取得することについて、職場  



場における理解が得られるための環境づくりを行う。  

（3） 育児休業等を取得しやすい環境の整備等  

育児休業、育児短時間勤務又は育児時間り也方公務員に   

おいては「育児のための部分休業」粧司じ。）   

の取得を希望する職員について、その円滑な取得の促進   

等を図るため、次に掲げる措置を実施する。   

ア 育児休業等の周知  

男性も育児休業脚を取得   

できることや、育児休業等の制度の趣旨及び内容や休業   

期間中の育児休業手当金の支給等の経済的な支援措置  

について、職員に対して周知する。   

イ 育児休業等経験者に関する情報提供  

育児休業、脚を実際に取得  

した職員の体験談をまとめた冊子の配布等を行うこと   

により、育児休業等を取得することのメリットを周知す   

るとともに、育児休業等の取得を希望する職員の不安の   

軽減を図る。   

り 育児休業葦＿を取得しやすい雰囲気の醸成  

育児休業、育児短時間勤務又は育児時間に対する職場   

の意識改革を進め、育児休業等を取得しやすい雰囲気を   

醸成する。   

エ 育児休業を取得した職員の円滑な職場復帰の支援  

育児休業を取得している職員が円滑に職場に復帰で  

きるよう、当該機関等が発刊している広報誌等の送付を   

行うとともに、職場復帰に際して研修その他の必要な支   

援を行う。   

オ 育児休業等に伴う任期付採用及び臨・時的任用制度等   

における理解が得られるための環境づくりを行う。  

（3） 育児休業等を取得しやすい環境の整備等  

育児休業や部分体温の取得を希望する職員について、   

その円滑な取得の促進等を図るため、次に掲げる措置を   

実施する。  

ア 育児休業及び部分休業制度等の周知  

男性も育児休業を取得できることや、育児休業等の制   

度の趣旨及び内容や休業期間中の育児休業手当金の支   

給等の経済的な支援措置について、職員に対して周知す   

る．、  

イ 育児休業等経験者に関する情報提供  

育児休業及び部分休業を実際に取得した職員の体験   

談をまとめた冊子の配布等を行うことにより、育児休業   

等を取得することのメリットを周知するとともに、育児   

休業等の取得を希望する職員の不安の軽減を図る。  
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ウ 育児休業及び部分休業を取得しやすい雰囲気の醸成  

育児休業及び部分休業に対する職場の意識改革を進   

め、育児休業等を取得しやすい雰囲気を醸成する。  

エ 育児休業を取得した職員の円滑な職場復帰の支援  

育児休業を取得している職員が円滑に職場に復帰で   

きるよう、当該機関等が発刊している広報誌等の送付を   

行うとともに、職場復帰旦」主研修その他の必要な支援を   

行う。  

オ 育児休業に伴う任期付採用及び臨時的任用制度等の  

冒1r  



の活用  

職員から育児休業の請求があった場合に、部内の人員  

配置等によって当該職員の業務を処理することが難し  

いときは、任期付採用及び臨時的任用制度の活用を図   

る。また、㈱場合   

珊寸   

短時間勤卿   

並立任用制度の活用を図る。   

力 公共的施設における雇入れの促進等  

母子及び寡婦福祉法の規定に基づき、母子家庭の母等  

の公共的施設における雇入れの促進等を図る。  

（4） 庁内託児施設の設置  

小学校就学の始期に達するまでの子どもを育てる職員   

が利用することができる庁内託児施設の設置について検   

討を行った上で、適切な対応を図る。  

（5） 超過勤務の縮減  

超過勤務は、本来、公務のための臨時又は緊急の必要   

がある場合に行われる勤務であるという認識を深め、一   

層の縮減に向けた取組を進めていく必要があり、次に掲   

げる措置を実施する。国については、人事院の定める超   

過勤務瑚   

める。   

ア 小学校就学の始期に達するまでの子どものいる職員  

の深夜勤務及び超過勤務の制限の制度の周知  

小学校就学の始期に達するまでの子どもを育てる職  

員に対して、職業生活と家庭生活の両立を支援するため  

の深夜勤務及び超過勤務の制限の制度について周知す   

活用   

職員から育児休業の請求があった場合に、部内の人員  

配置等によって当該職員の業務を処理することが難し  

いときは、任期付採用及び臨時的任用制度の活用を図  

る。  

力 公共的施設における雇入れの促進等  

母子及び寡婦福祉法の規定に基づき、母子家庭の母等  

の公共的施設における雇入れの促進等を図る。  

（4） 庁内託児施設の設置  

小学校就学の始期に達するまでの子どもを育てる職員   

が利用することができる庁内託児施設の設置について検   

討を行った上で、適切な対応を図る。  

（5） 超過勤務の縮減  

超過勤務は、本来、公務のための臨時又は緊急の必要   

がある場合に行われる勤務であるという認識を深め、一   

層の縮減に向けた取組を進めていく必要があり、次に掲   

げる措置を実施する。  
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ア 小学校就学の始期に達するまでの子どものいる職員   

の深夜勤務及び超過勤務の制限の制度の周知   

小学校就学の始期に達するまでの子どもを育てる職   

員に対して、職業生活と家庭生活の両立を支援するため   

の深夜勤務及び超過勤務の制限の制度について周知す  



る。  

イ 一斉定時退庁日等の実施  

国においては、既に「国家公務員の労働時間短縮対策   

について」（平成四年人事管理運営協議会決定）に基づ   

き、全省庁一斉定時退庁日が実施されているところであ   

るが、国又は地方公共団体を問わず、各機関の実情に応   

じて、独自に定時退庁日を設定する等の更なる取組を行   

。  

り 事務の簡素合理化の推進  

事務の簡素合理化について、業務量そのものの見直   

し、OA化の計画的な推進による事務の効率化、外部委   

託による事務の簡素化、事務処理体制の見直しによる適   

正な人員の配置及び年間を通じた業務量の平準化によ   

る更なる取組を推進する。  

エ 超過勤務の縮減のための意識啓発等  

超過勤務の縮減のための取組の重要性について、管理   

職を始めとする職員全体で更に認識を深めるとともに、   

安易に超過勤務が行われることのないよう意識啓発等   

の取組を行う。  

る。   

イ 一斉定時退庁日等の実施  

国においては、既に「国家公務員の労働時間短縮対策  

について」（平成四年人事管理運営協議会決定）に基づ  

き、全省庁一斉定時退庁日が実施されているところであ  

るが、園又は地方公共団体を問わず、各機関の実情に応  

じて、独自に定時退庁日を設定する等の更なる取組を行  

う＿、   

り 事務の簡素合理化の推進  

事務の簡素合理化について、業務量そのものの見直  

し、OA化の計画的な推進による事務の効率化、外部委  

託による事務の簡素化、事務処理体制の見直しによる適  

正な人員の配置及び年間を通じた業務量の平準化によ   

る重なる取組を推進する。   

エ 超過勤務の縮減のための意識啓発等  

超過勤務の縮減のための取組の重要性について、管理  

職を始めとする職員全体で更に認識を深めるとともに、  

安易に超過勤務が行われることのないよう意識啓発等  

の取組を行う。   

オ 勤務時間管理の徹底等   

朋芯じた   

縮減目標嘲る。  

（6） 休暇の取得の促進  

休暇の取得を促進するため、職員の休暇に対する意識   

の改革を図るとともに、職場における休暇の取得を容易   

にするため、次に掲げる措置を実施する。   

ア 年次休暇の取得の促進  
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（6） 休暇の取得の促進  

休暇の取得を促進するため、職員の休暇に対する意識   

の改革を図るとともに、職場における休暇の取得を容易   

にするため、次に掲げる措置を実施する。   

ア 年次休暇の取得の促進  

、   
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計画的な年次休暇の取得促進を図るため、おおむね四   

半期毎担 

の職員への早期周知を図る等、年次休暇を取りやすい雰   

囲気の醸成や環境整備を行う。  

また、人事担当部局においては、職員の年次休暇の取   

得状況を定期的に把握し、取得率が低い部署について   

は、その管理職等からのヒアリングや指導を行う等の必   

要な取組を行う。  

イ 連続休暇等の取得の促進  

ゴールデンウィーク期間、夏季（七月～九月）等におけ   

る連続休暇、職員やその家族の瑚ナる   

年次休暇、学校行事への参加等のための年次休暇等の取  

計画的な年次休暇の取得促進を図るため、各職場の実   

購に応じ、四半期毎等の年次休暇の計画表の作成及び職   

場の業務予定の職員への早期周知を図る等、年次休暇を   

取りやすい雰囲気の醸成や環境整備を行う。  

また、人事担当部局においては、職員の年次休暇の取   

得状況を定期的に把握し、取得率が低い部署について   

は、その管理職等からのヒアリングや指導を行う等の必   

要な取組を行う。  

イ 連続休暇等の取得の促進  

ゴールデンウィーク期間、夏季（七月から九月まで）  

等における連続休暇、職員及びその家族の誕生日等の記   

念日や子どもの学校行事等、家族とのふれあいのための  

年次休暇等の取得の促進を図を。  

り 子どもの看護のための特別休暇の取得の促進  
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得の促進を図る。   

ウ 子どもの看護を行う等のための特別休暇の取得の促  

進  

子どもの看護を行う旦のための特別休暇について、職  

員に周知を図るとともに、当該特別休暇の取得を希望す  

る職員が、円滑に取得できる環境を整備する。  

（7） 転勤についての配慮  

官署を異にする異動を命ずる場合において、それによ   

り子どもの養育を行うことが困難となる職員がいるとき   

は、その状況に配慮する。  

（8） 宿舎の貸与における配慮  

子育てをしている職員に対して、仕事と子育ての両立   

にも配慮した宿舎の貸与に努める。  

（9） 職場優先の環境や固定的な性別役割分担意識等の是  

正のための取組  

子どもの看護のための特別休暇について、職員に周知  

を図るとともに、当該特別休暇の取得を希望する職員   

が、円滑に取得できる環境を整備する。  

（7） 転勤についての配慮  

官署を異にする異動を命ずる場合において、それによ   

り子どもの養育を行うことが困難となる職員がいるとき   

は、その状況に配慮する。  

（8） 宿舎の貸与における配慮  

子育てをしている職員に対して、仕事と子育ての両立   

にも配慮した宿舎の貸与に努める。  

（9）職場優先の環境や固定的な性別役割分担意識等の是  

正のための取組   



職場優先の環境や固定的な性別役割分担意識等の働き  

やすい環境を阻害する職場における慣行その他の諸要因  

を解消するため、管理職を含めた職員全員を対象として、  

情報提供、研修等による意識啓発を行う。   

2 その他の次世代育成支援対策に関する事項   

（1） 子育てバリアフリー  

外部からの来庁者の多い庁舎において、子どもを連れ  

た人が安心して来庁できるよう、乳幼児と一緒に安心し  

て利用できるトイレやベビーベッドの設置等を適切に行  

う‥、   

（2）子ども・子育てに関する地域貢献活動  

ア 子ども・子育てに関する活動の支援  

地域において、子どもの健全育成、疾患・障害を持つ  

子どもの支援、子育て家庭の支援を行うNPOや地域団体  

等について、その活動への職員の積極的な参加を支援す  

る。  

イ 子どもの体験活動等の支援  

子どもの多様な体験活動等の機会の充実を図るため、  

職場見学を実施すること、子どもが参加する地域の行  

事・活動に庁舎内施設やその敷地を提供すること、各種  

学習会等の講師、ボランティアリーダー等として職員の  

積極的な参加を支援すること等に取り組む。  

ウ 子どもを交通事故から守る活動の実施や支援  

子どもを交通事故から守るため、地域の交通安全活動  

への職員の積極的な参加を支援するとともに、公務に閲  

し自動車の運転を行う者に対する交通安全教育等の交  

通安全に必要な措置を実施する。  
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職場優先の環境や固定的な性別役割分担意識等の働き  

やすい環境を阻害する職場における慣行その他の諸要因  

を解消するため、管理職を含めた職員全員を対象として、  

情報提供、研修等による意識啓発を行う。   

2 その他の次世代育成支援対策に関する事項   

（1） 子育てバリアフリー  

外部からの来庁者の多い庁舎において、子どもを連れ  

た人が安心して来庁できるよう、乳幼児と一緒に安心し  

て利用できるトイレやベビー ベッドの設置等を適切に行  

う。   

（2） 子ども・子育てに関する地域貢献活動  

ア 子ども・子育てに関する活動の支援  

地域において、子どもの健全育成、疾患・障害を持つ  

子どもの支援、子育て家庭の支援を行うNPOや地域団体  

等について、その活動への職員の積極的な参加を支援す  

る。  

イ 子どもの体験活動等の支援  

子どもの多様な体験活動等の機会の充実を図るため、  

職場見学を実施すること、子どもが参加する地域の行  

事・活動に庁舎内施設やその敷地を提供すること、各種  

学習会等の講師、ボランティアリーダー等として職員の  

積極的な参加を支援すること等に取り組む。  

り 子どもを交通事故から守る活動の実施や支援  

子どもを交通事故から守るため、地域の交通安全活動  

への職員の積極的な参加を支援するとともに、公務に閲  

し自動車の運転を行う者に対する交通安全教育等の交  

通安全に必要な措置を実施する。  
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工 安全で安心して子どもを育てられる環境の整備  エ 安全で安心して子どもを育てられる環境の整備  

子どもを安全な環境で安心して育てることができる  

よう、地域住民等の自主的な防犯活動や少年非行防止、   

立ち直り支援の活動等への職員の積極的な参加を支援  

する。  

（3） 子どもとふれあう機会の充実  

保護者でもある職員の子どもとふれあう機会を充実さ   

せ、心豊かな子どもをはぐくむため、子どもが保護者の   

働いているところを実際に見ることができる「子ども参   

観日」を実施する。  

また、各機関におけるレクリエーション活動の実施に   

当たっては、当該職員のみだけではなく、子どもを含め   

た家族全員が参加できるように配慮する。  

（4） 学習機会の提供等による家庭の教育力の向上  

保護者でもある職員は、子どもとの交流の時間が確保   

しにくい状況にあるとともに、家庭教育に関する学習機   

会への参加が難しい状況にあるため、各機関内において、   

家庭教育講座等を開設する等の取組により、家庭教育へ   

の理解と参画の促進を図る。   

子どもを安全な環境で安心して育てることができる  

よう、地域住民等の自主的な防犯活動や少年非行防止、  

立ち直り支援の活動等への職員の積極的な参加を支援  

する。  

（3） 子どもとふれあう機会の充実  

保護者でもある職員の子どもとふれあう機会を充実さ   

せ、心豊かな子どもをはぐくむため、子どもが保護者の   

働いているところを実際に見ることができる「子ども参   

観日」を実施する。  

また、各機関におけるレクリエーション活動の実施に   

当たっては、当該職員のみだけではなく、子どもを含め   

た家族全員が参加できるように配慮する。  

（4） 学習機会の提供等による家庭の教育力の向上  

保護者でもある職員は、子どもとの交流の時間が確保   

しにくい状況にあるとともに、家庭教育に関する学習機   

会への参加が難しい状況にあるため、各機関内において、   

家庭教育講座等を開設する等の取組により、家庭教育へ   

の理解と参画の促進を図る。  
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資料3 市町村行動計画を定めるに当たって参酌すべき  

標準の留意事項について  
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市町村行動計画を定めるに当たって参酌すべき標準の留意事項について  

※四角囲みは策定指針（案）の内容  

1 参酌標準について  

（1）意義  

法第■7条第2項第3号においては、市町村行動計画において、保育サービス、放課後児童   

健全育成事業その他主務省令で定める次世代育成支援対策に係る達成しようとする目標、内   

容及び実施時期を定めるに当たって参酌すべき標準（以下「参酌標準」という。）を定めるも   

のとされている。  

参酌標準は、各市町村において、女性の就業率上昇に伴う保育サービス等の潜在需要を把   

握しつつ、中長期的に達成されるべきサービス整備水準を勘案した上で、後期計画の目標事   

業量を適切に見込むために提示するものである。  

（2）性質  

ニーズ調査により把握した各事業の需要に基づき、次の2から10までに示す方法により、   

新待機児童ゼロ作戦（平成20年2月27日厚生労働省策定）の目標年次である平成29年   

度に達成されるべき目標事業量（以下「平成29年度目標事業量」という。）を定めることが   

必要である。  

なお、後期計画期間（平成22年度から平成26年度までの期間をいう。以下同じ。）の目   

標事業量については、平成29年度目標事業量の達成を念頭に、現状のサービス基盤を踏ま   

えつつ定めること。  

また、2の平日昼間の保育サービス及び6の放課後児童健全育成事業に関しては、平成2   

2年度（新待機児童ゼロ作戦の集中重点期間の最終年度）の目標事業量も定めることが必要   

である。  

【留意事項】  

（む 平成29年度目標事業量は、次に示す2から10に基づき、ニーズ調査により把握した推   

計ニーズ量を目標事業量とすることが必要である。新待機児童ゼロ作戦においては、10年   

後の目標として、保育サービス（3歳未満児）の提供割合を現行の20％から38％に、放   

課後児童クラブ（小学1年から3年）の提供割合を現行の19％から60％にするため、取   

組を進めることとしている。平成29年度目標事業量については、できるだけ早期に達成さ   

れることが望ましい。  

② 平成22年度における保育サービス（3歳未満児）の提供割合については26％、放課後   

児童クラブ（小学1年から3年）の提供割合については32％の目標が設定されていること   

に留意する必要がある。  
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2 平日昼間の保育サービス   

平日昼間の保育サービスの平成29年度目標事業量については、3歳未満児と3歳以上児に  

区分の上、次の方法により定めることが必要である。  

l
 
一
T
 
 

，
ヽ
 
ト
こ
 
 

（1）就労形態別家庭類型ごとの潜在サービス利用率の把握  

ニーズ調査により把握した共働き家庭、フルタイムとパートタイム家庭、専業主婦家庭、   

ひとり親家庭等の就労形態別の家庭区分（以下「就労形態別家庭類型」という。）ごとに、現   

に保育サービスを利用している家庭及び利用を希望している家庭を勘案した潜在的な保育サ   

ービスの利用率（以下「潜在的サービス利用率」という。）を算出する。  

（2）就労形態別家庭類型ごとの潜在家庭数の把握  

就労形態別家庭類型ごとに、ニーズ調査により把握した今後の就労希望を勘案した潜在的   

な家庭数（以下「潜在家庭数」という。）を算出する。  

（3）就労形態別家庭類型ごとの潜在家庭数に、就労形態別家庭類型ごとの潜在サービス利用率   

を乗じて得た数を合算した数により、平成29年度の目標事業量（定員数）を定める。  

なお、後期計画期間の目標事業量については、平成29年度目標事業量を考慮し、現状の   

サービス基盤の状兢も踏まえながら定めることが必要である。  

【留意事項】  

（争 「平日昼間の保育サービス」としてニーズを捉える時間帯区分の例としては、午前7時～   

18時までを基本とするが、地域の保育所の運営状況に応じて設定しても構わない。  

② 「就労形態別家庭類型ごとの潜在家庭数」について、就労希望を勘案した家庭数を把握す   

るに際しては、ニーズ調査の母親の就労希望を問う設問において「すぐにでも若しくは1年   

以内に希望がある」と回答した者を対象とすることが望ましい。  

③ 「平日昼間の保育サービス」の利用希望を把握するに際しては、3歳未満児に係るものは   

以下のa及びbの2パターン、3歳以上児に係るものは以下のaからcの3パターンにより   

算出することが望ましい。   

a 市町村が児童福祉法第24条第1項に規定する児童に該当すると認めるもの、いわゆる  

「保育に欠ける」子ども（前記2（2）の「就労形態別家庭類型ごとの潜在家庭数」とし  

て、ひとり親家庭－フルタイム共働き家庭・フルタイムとパートタイムの共働き家庭に該  

当する家庭の子ども）の「認可保育所」の利用希望   

b aに加え、いわゆる「保育に欠ける」子どもの「家庭的保育事業」、「事業所内保育所」、  

「自治体の認証・認定保育施設」、「その他の保育施設」を加えた利用希望   

c bに加え、すべての家庭の「幼稚園の預かり保育」を加えた利用希望  

④ 平成29年度目標事業量の設定に際しては、3歳未満児に係るものは、a及びbの利用希   

望の水準を勘案し、認可保育所（特定保育事業を含む）と家庭的保育事業それぞれの目標事   

業量を設定することが望ましい。  

3歳以上児に係るものは、さらに、Cの利用希望の水準を勘案し、認可保育所、家庭的保   

育事業及び幼稚園の預かり保育を合わせた平成29年度目標事業量も設定することが望まし  

い。  
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⑤ 後期計画期間の目標事業量については、平成29年度目標事業量を考慮し、現状のサービ   

ス基盤の状況も踏まえながら定めることが必要であるとしており、すべての家庭における認   

定こども園（午後まで）の利用希望も踏まえ、都道府県と連携しつつ、認定こども圃の整備   

の促進についても併せて検討されたい。  

3 夜間帯の保育サービス   

2の平日昼間の保育サービスと同様の手法により、ニーズ調査で把握した夜間帯の保育ニー  

ズを勘案して、時間帯区分ごとに平成29年度目標事業量を定めることが必要である。   

なお、後期計画期間の目標事業量については、平成29年度目標事業量を考慮し、延長保育  

事業、夜間保育事業及び夜間養護等事業で対応することを基本とし、現状のサービス基盤の状  

況も踏まえながら定めることが必要である。  

【留意事項】  

① 夜間の時間帯区分の例としては、一般的な延長保育の時間帯（18時～20時）、夜間保育   

の時間帯（20～22時）、深夜■早朝帯（22時～5時）が考えられる。  

② 休日の夜間については、夜間帯の保育サービスに含めて目標事業量を定めることが必要で   

ある。  

4 休日保育   

2の平日昼間の保育サービスと同様の手法により、ニーズ調査で把握した休日の保育ニーズ  

を勘案して平成29年度目標事業量を定めることが必要である。   

なお、後期計画期間の目標事業量については、平成29年度目標事業量を念頭に、現状のサ  

ービス基盤の状況も踏まえながら定めることが必要である。  

5 病児・病後児保育   

平日昼間の保育サービスの平成29年度目標事業量（定員数）を病児■病後児保育の利用可  

能性がある者と捉えた上で、ニーズ調査により把握した病児・病後児の発生頻度、サービスの  

利用実績及びサービスの利用希望を勘案して、平成29年度の目標事業量を定めることが必要  

である。   

なお、後期計画期間の目標事業量については、平成29年度目標事業量を念頭に、現状のサ  

ービス基盤の状況も踏まえながら定めることが必要である。  

【留意事項】  

O 「サーービスの利用実績」については、病児・病後児保育サービスの利用のほか、代替的措   

置、例えば、病気を理由とするベビーシッターやファミリー・サポート・センターの利用等   

も含めて目標事業量を算出することが必要である。  
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6 放課後児童健全育成事業   

保育サービスとの連続性を重視し、ニーズ調査により把握した次年度に就学予定の児童を有  

する家庭であって放課後児童クラブの利用を希望する家庭を勘案して、適切と見込まれる平成  

29年度目標事業量を定めることが必要である。   

なお、後期計画期間の目標事業量については、平成29年度目標事業量を念頭に、現状のサ  

ービス基盤の状況も踏まえながら定めることが必要である。  

【留意事項】  

① 平成29年度目標事業量の算出に際しては、次年度に就学予定の未就学児を有する家庭の   

利用希望を基本としつつ、適宜、就学児を有する家庭の利用希望も参考とすること。  

② 就学児を有する家庭の「奉り用希望」としては、就労家庭の放課後の預かり希望（放課後子   

ども教室も含む）を広く捉えることが必要である。  

7 一時預かり事業   

ニーズ調査により把握した一時的に未就学の子どもを第三者に預けた日数の実績に、今後の  

利用希望を加えたものを勘案して、適切と考えられる平成29年度目標事業量を定めることが  

必要である。   

なお、後期計画期間の目標事業量については、平成29年度目標事業量を念頭に、現状のサ  

ービス基盤の状況も踏まえながら定めることが必要である。  

【留意事項】  

① 「一時的に未就学の子どもを第三者に預けた日数の実績」とは、一時的に子どもを預けた   

ことが「ある」と回答した者における預けた平均日数とすることが適当である。この際、一   

時預かり事業のサービス利用日数に限らず、家族以外の者に一時的に預けた日数を広く含め   

ることが必要である。  

② 「子どもと家族を応援する日本『重点戦略』」（平成19年12月）における一時預かり事   

業の試算では、非就労家庭は月20時間（＝週に1回、半日程度）、就労家庭は月10時間（＝   

2週に1回、半日程度）を望ましい水準として設定していることに留意が必要である。  

8 地域子育て支援拠点事業   

乳幼児とその保護者が、居宅より容易に移動することが可能な圏域内に1箇所以上設置する  

ことを平成29年度目標事業量とすることが必要である。   

なお、後期計画期間の目標事業量については、平成29年度目標事業量を念頭に、現状のサ  

ービス基盤の状況も踏まえながら定めることが必要である。  
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9 ファミリー・サポート・センター事業   

市及び特別区にあっては、原則として1箇所以上の設置を平成29年度目標事業量とするこ  

とが必要である。   

町村にあっては、住民の利用希望等を踏まえ実施の必要性を検討した上で平成29年度目標  

事業量を定めることが必要である。   

なお、後期計画期間の目標事業量については、平成29年度目標事業量を念頭に定めること  

が必要である。  

【留意事項】  

○ ファミリー■サポートセンターの設置及び事業運営にあたっては、「病児・緊急対応強化   

モデル事業」や22年度までの時限措置である「病児・緊急預かり対応基盤整備事業（仮称）」   

の実施等を視野に入れて検討することが必要である。  

10 短期入所生活援助事業   

宿泊を伴う預かりを必要とした日数の実績に基づき、ファミリー・サポート・センター事業  

等の他サーービスによる対応の可能性も勘案しながら、適切と考えられる事業量を平成29年度  

目標事業量とすることが必要である。   

なお、後期計画期間の目標事業量については、平成29年度目標事業量を念頭に、現状のサ  

ービス基盤の状況も踏まえながら定めることが必要である。  
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資料4 「次世代育成支援対策交付金交付要綱」新旧  

対照表（案）  
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平成20年度  平成21年度  

（別紙）  

次世代育成支援対策交付金交付要綱  

（通則）  

1 次世代育成支援対策推進法（平成15年法律第120号。以下「次世代法」   

という。）第11条第1項の規定に基づく次世代育成支援対策交付金（以下   

「交付金」という。）の交付については、予算の範囲内において交付する   

ものとし、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和30年法   

律第179号）、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令（昭   

和30年政令第255号）及び厚生労働省所管補助金等交付規則（平成12年   

生省   
労働省令第6号）の規定によるほか、この交付要綱の定めるところによる0   

（交付の目的）  

2 この交付金は、次世代法第8条第1項の規定に基づき市町村（特別区を   

含む。以下同じ。）が策定する市町村行動計画（以下「行動計画」という。）   

に基づく措置のうち、次世代育成支援対策に資する事業に要する経費に充   

てるため交付することにより、行動計画に基づく次世代育成支援対策の着   

実な推進を図ることを目的とする。  

（交付の対象）  

3 この交付金は、市町村が行動計画により毎年度策定する別紙様式第1（別表3）   

による事業計画（以下「事業計画」という。）に基づく次の事業であって、市   

次世代育成支援対策交付金交付要綱  

（通則）  

1 （略）  

（交付の目的）  

2 （略）   
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（交付の対象）  

3 この交付金は、市町村が行動計画により毎年度策定する別紙様式第1（別表3）   

による事業計画（以下「事業計画」という。）に基づく次の事業を交付の対象と   

する。  

（1）（略）  

町村が実施する事業又は市町村以外の民間が実施する当該事業に対し市町村が   

補助する事業を交付の対象とする。  

（1）特定事業  

平成20年11月28日雇児発第1128003号厚生労働省雇用均等・児童  

家庭局長通知「次世代育成支援対策交付金の交付対象事業及び評価基  

準について」（以下、「評価基準通知」という。）に基づく次の事業  

ア 生後4か月までの全戸訪問事業（こんにちは赤ちやん事業）  

評価基準通知の1の（1）に基づき、市町村が行う事業  

ア 乳児家庭全戸訪問事業（こんにちは赤ちやん事業）  

評価基準通知の1の（1）に基づき、市町村が行う事業  
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イ 養育支援訪問事業  

評価基準通知の1の（2）に基づき、市町村が行う事業  

り （略）  

イ 育児支援塞磨訪問事業  

評価基準通知の1の（2）に基づき、市町村が行う事業  

ウ ファミリーー・サポート・センター事業  

評価基準通知の1の（3）に基づき、市町村が行う事業又は民間が実施   

する事業に対して市町村力く補助する事業  

エ 子育て短期支援事業  

評価基準通知の1の（4）に基づき、市町村が行う事業  

エ 子育て短期支援事業  

評価基準通知の1の（4）に基づき、  市町村が行う事業又は民間が実施  

号車型粗壁埋勤王皇睾茎   する事業に  

オ （略）  オ 延長保育促進事業  

評価基準通知の1の（5）に基づき、市町村が民間に委託して実施する  

事業又は民間が実施する事翠「封して市町村が補助する事業  

（2）その他の事業  

言引面基準通知の2及び3の要件を備える事業であって、厚生労働大臣   

が認めた事業及び評価基準通知の4の要件を備える新待機児童ゼロ作戦  
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（2）その他の事業  

評価基準通知の2及び3の要件を備える事業であって、厚生労働大臣が   

認めた事業  

（以下「保育等ニーズ調査」という。）  ⊆墨至1埋蔓草型主二星過重垂   

（対象外事業及び費用）  

4 この交付金は、次に掲げる事業及び費用については、交付の対象としない   

ものとする。  

（1）（略）  

（2）（略）  

（3）（略）  

（4）（略）  

（5）（略）   

（対象外事業及び費用）  

4 この交付金は、次に掲げる事業及び費用については、交付の対象としな   

いものとする。  

（1）個人に金銭給付を行い、又は保育料等個人の負担を直接的に軽減する  

事業  

（2）国が別途定める国庫負担金、補助金及び交付金の交付の対象となる事  

業  

（3）今までに一般財源化された事業  

（4）認可外保育施設の運営に係る経費の一部を負担し、又は補助している  

事業  

（5）平成20年6月12日厚生労働省発雇児第0612001号厚生労働事務次  

官通知の別紙「次世代育成支援対策施設整備交付金交付要綱」の7に掲  

げる費用  



（6）市及び福祉事務所を設置する町村において、平成呈＿1年度中に要保護児  

童対策地域協議会（虐待防止ネットワークを含む。）が設置されていない  

場合には、3（2）その他の事業のうち、評価基準通知の3の要件を備え  

る事業に要するすべての経費  

（交付額の算定方法）  

5 （略）   

（6）市及び福祉事務所を設置する町村において、平成呈＿旦年度中に要保護  

児童対策地域協議会（虐待防止ネットワークを含む。）が設置されてい  

ない場合には、3（2）その他の事業のうち、評価基準通知の3の要件  

を備える事業に要するすべての経費  

（交付額の算定方法）  

5 この交付金の交付臨の算定については、評価基準通知に定める評価基準（以下、   

「評価基準」という。）に基づく基準点数を基礎とし、次により算出する。  

ただし、算出された合計額に1，000円未満の端数が生じた場合には  

これを切捨てるものとする。  

（1）3の（1）及び（2）（保育等ニーズ調査を除く。）に掲げる事業につ  

いて、評価基準により設定された基準点数の合計点等を基に厚生労働大  

臣が認めた額と、事業計画に掲げる事業の総事業費の合計額から寄付金  

その他の収入放く社会福祉法人等営利を目的としない法人の場合は寄付金  

収入額を除く。）の合計額を控除した額に2分の1を乗じた額とを比較  

して、少ない方の額を選定し交付額とする。  

（2）3の（2）に掲げる事業（保育等ニーズ調査）について、下表1の区  

（1）3の（1）及び（2）に掲げる事業について、評価基準により設定され  

た基準点数の合計点等を基に厚生労働大臣が認めた額と、事業計画に掲げ  

る事業の総事業費の合計額から寄付金その他の収入額（社会福祉法人等営  

利を目的としない法人の場合は寄付金収入額を除く。）の合計額を控除した  

額に2分の1を乗じた額とを比較して、少ない方の額を選定し交付額とす  

る。  

削除  
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分ごとに定める基準額と、事業計画に掲げる事業の総事業貴から寄付金  

その他の収入額を控除した額とを比較して、少ない方の額を選定する。  

削除  

（2）なお、前年度において交付金による事業実績がある市町村においては、  

（3）（1）により選定された額と（2）により選定された額との合計額を   

交付額とする。  

（4）なお、前年度において交付金による事業実績がある市町村においては、  
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（1）において、評価基準により設定された基準点数の合計点に、下表  

旦に掲げる執行率（垂年度基準点数の合計（実績）／前年度基準点数の  

合計（計画））に応じて定める減額率を乗じることとする。  

（表旦）  

（1）において、評価基準により設定された基準点数の合計点に、下表に  

掲げる執行率（前年度基準点数の合計（実績）／前年度基準点数の合計（計  

画））に応じて定める減額率を乗じることとする。  

（表）  

執行率   90％以上   90％未満   

減額率  ．  滅綾なし  ，   0．9  

（交付の条件）  

6 この交付金の交付の決定には、次の条件が付されるものとする。  

（1）市町村が事業を実施する場合（（2）に掲げる場合を除く。）  

ア 事業の内容の変更（軽微な変更を除く。）をする場合には、厚生労  

働大臣の承認を受けなければならない。  

イ 3の（1）及び（2）（保育等ニーズ調査を除く。）に掲げる事業と  

（交付の条件）   

6 （略）   

（1）（略）  

ア （略）  

削除  

3の（2）に掲げる事業（保育等ニーズ調査）の問での経費の配分の  

変更はしてはならないものとする。  

皇 事業を中止し、又は廃止する場合は、厚生労働大臣の承認を受けな   

ければならない。  

三 事業が、予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難とな   

った場合には、速やかに厚生労働大臣に報告し、その指示を受けなけ   

ればならない。  

互 事業により取得し、又は効用の増加した価格が単価50万円以上の   

機械及び器具については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関す   

る法律施行令第14条第1項第2号の規定により、厚生労働大臣が別   

に定める期間を経過するまで厚生労働大臣の承認を受けないでこの交   

付金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保   

に供し、又は廃棄してはならない。  

旦 厚生労働大臣の承認を受けて前号に定める財産を処分すること   

により収入があった場合には、その収入の全部又は一部を国庫に納付   

させることがある。  

主 事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業完了   

後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的   

な運営を図らなければならない。  

旦 この交付金と事業に係る予算及び決算との関係を明らかにした別  
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土 事業を中止し、又は廃止する場合は、厚生労働大臣の承認を受けなけ   

ればならない。  

± 事業が、予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難となっ   

た場合には、速やかに厚生労働大臣に報告し、その指示を受けなければ   

ならない。  

三 事業により取得し、又は効用の増加した価格が単価50万円以上の機   

械及び器具については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法   

律施行令第14条第1項第2号の規定により、厚生労働大臣が別に定め 1   

る期間を経過するまで厚生労働大臣の承認を受けないでこの交付金の   

交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、   

又は廃棄してはならない。  

を 厚生労働大臣の承認を受けて前号に定める財産を処分すること   

により収入があった場合には、その収入の全部又は一部を国庫に納付さ   

せることがある。  

曳事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業完了後に   

おいても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営   

を図らなければならない。  

圭 この交付金と事業に係る予算及び決算との関係を明らかにした別紙   



様式第2による調書を作成し、これを事業完了の日（事業の中止又は  

廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日）の属する年度の  

終了後5年間保管しておかなければならない。  

（2）市町村が民間の実施する事業に対して補助する場合   

ア （1）のア、イ、り及び主に掲げる条件   

イ （略）  

紙様式第2による調書を作成し、これを事業完7の日（事業の中止  

又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日）の属する  

年度の終了後5年間保管しておかなければならない。  

（2）市町村が民間の実施する事業に対して補助する場合   

ア（1）のア、イ、ウ」主及び之に掲げる条件   

イ 市町村が民間が実施する事業に対してこの交付金を財源に補助  

金を交付する場合には、民間に対して次の条件を付さなければならな  

い。   

（ア）（1）のア、イ」±及び主に掲げる条件  

この場合において「厚生労働大臣」とあるのは「市町村長」と  

読み替えるものとする。   

（イ）補助事業により取得し、又は効用の増加した価格が単価30万円以上  

の機械及び器具については、補助金等に係る予算の執行の適正化  

に関する法律施行令第14条第1項第2号の規定により、厚生労  

働大臣が別に定める期間を経過するまで市町村長の承認を受けな  

いで、この補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、  

貸し付け、担保に供し、又は廃棄してはならない。   

（ウ） 市町村長の承認を受けて前号に定める財産を処分することによ  

り収入があった場合には、その収入の全部又は一部を市町村に納  

付させることがある。   

（エ）補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事  

業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するととも  

に、その効率的な運営を図らなければならない。   

（オ） 補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告によりこの補助  

金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場  

合は、別紙様式第4により速やかに市町村長に報告しなければな  

らない。  

なお、民間事業者が全国的に事業を展開する組織の一支部（又は  

－支社、－支所等）であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行  

わず、本部（又は本社、本所等）で、消責税及び地方消費税の申  

告を行っている場合は、本部の課税売上割合等の申告に基づき報  

告を行うこと。  

（ア）（1）のア、イ及び皇に掲げる条件  

この場合において「厚生労働大臣」とあるのは「市町村長」と読  

み替えるものとする。  

（イ）（略）  
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（ウ）（略）  

（エ）（略）  

（オ）（略）  
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また、市町村長に報告があった場合は、当該仕入控除税額の全  

部又は一部を市町村に納付させることがある。  

（力）補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、  

当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び  

証拠書類を事業完了の日（事業の中止又は廃止の承認を受けた場  

合には、その承認を受けた日）の属する年度の終了後5年間保管  

しておかなければならない。   

ウ  イにより付した条件に基づき市町村長が承認又は指示する場合に  

は、あらかじめ厚生労働大臣の承認又は指示を受けなければならな  

い。   

ェ  民間事業者から財産の処分による収入又は補助金に係る消費税及  

び地方消費税に係る仕入控除税額の全部又は一部の納付があった場  

合には、その納付額の全部又は一部を国庫に納付させることがある。  

オ  民間事業者がイにより付した条件に違反した場合には、この交付  

金の全部又は一部を国庫に納付させることがある。   

（申請手続）  

7 この交付金の交付の申請は、別紙様式第1による申請書を別に指示する   

期日までに厚生労働大臣に提出して行うものとする。   

（変更申請手続）  

8 この交付金の交付決定後の事情の変更により申請の内容を変更して追加   

交付申請等を行う場合には、7に定める申請手続に従い、毎年度1月末日   

までに行うものとする。  

（交付決定までの標準期間）  

9 国は、交付申請書又は変更交付申請書が到達した日から起算して原則と   

して2月以内に交付の決定（決定の変更を含む。）を行うものとする。   

（交付金の概算払）  

10 厚生労働大臣は、必要があると認める場合においては、国の支払計画承   

認額の範囲内において概算払をすることができる。  

（力）（略）  

ウ （略）  

エ （略）  

オ （略）  
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（申請手続）  

7 （略）  

（変更申請手続）  

8 （略）  

（交付決定までの標準期間）  

9 （略）  

（交付金の概算払）  

10 （略）   



（実績報告）  

11この交付金の事業実績報告は、別紙様式3による報告書を翌年度4月1   

0日（6の（1）のウ又は（2）のア若しくはりにより事業の中止又は廃止の承   
認を受けた場合には、当該承認通知を受理した白から起算して1か月を経   

過した日）までに厚生労働大臣に提出しなければならない。  

（交付金の返還）  

12 厚生労働大臣は、交付すべき交付金の額を確定した場合において、既に   

その額を超える交付金が交付されているときは、期限を定めて、その超え   

る部分について国庫に返還することを命ずる。  

（事後評価）  

13 市町村長は、事業完了後、当該交付金の対象事業について、事業計画に   

記載された事業量や取組内容などの実施結果について、事業計画どおり適   

切に実施されているか否かの評価を実施し、これを公表するとともに、別   

に定めるところにより、厚生労働大臣に報告しなければならない。  

（その他）  

14 特別の事情により5、7、8及び11に定める算定方法、手続によるこ  

とができない場合には、あらかじめ厚生労働大臣の承認を受けてその定  

めるところによるものとする。  

（実績報告）  

11この交付金の事業実績報告は、別紙様式3による報告書を翌年度4月10   

日（6の（1）の土又は（2）のア若しくはりにより事業の中止又は廃止の承認を   

受けた場合には、当該承認通知を受理した日から起算して1か月を経過した   

日）までに厚生労働大臣に提出しなければならない。  

（交付金の返還）  

12 （略）  

ノ   

（事後評価）  

13 （略）  

－
一
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∞
－
 
 

（その他）  

14（略）  

．．■＿ し ■＿ －－、－   竜＿．＿▲ヰ■「＝戸－－■－，－  ㌔専．■i声㌣－「¶仁一トpr－  ▲1J  ・盲司・一軒L＿も・－れ→－  



平成20年度  平成21年度  

別紙様式第1  番  号  

平成  年  月  日  

別紙様式第1  番  号  

平成  年  月  日  

厚 生 労 働 大 臣  殿  

市 町 村 長  

特 別 区 区長  

平成＿年度次世代育成支援対策交付金の交付申請について   

厚 生 労 働 大 臣  殿  

市 町 村 長  

特別 区 区長  

平成＿年度次世代育成支援対策交付金の交付申請について   

標記について、次により国庫交付金を交付されるよう関係書類を添えて申請する。  

1．国庫交付金交付申請額  金  円  

2．平成＿年度次世代育成支援対策交付金所要額調書（別表1）  

3・平成＿年度次世代育成支援対策交付金の事業内容及び取組内容等調書（別表2）  

4・平成＿年度次世代育成支援対策交付金事業計画書（別表3）  

標記について、次により国庫交付金を交付されるよう関係書類を添えて申請する。  

1．国庫交付金交付申請額  金  円  

2．平成＿年度次世代育成支援対策交付金所要額調書（別表1）  

3・平成…年度次世代育成支援対策交付金の事業内容及び取組内容等調書（別表2）  

4，平成一年度次世代育成支援対策交付金事業計画書（別表3）  

－
一
N
∽
－
 
 

添付書類  

（1） 当該年度の歳入歳出予算（見込）書抄本  

（当該補助事業の支出予定額を備考欄に明記すること。）  

（2） その他参考となる資料  

※ それぞれの事業において、市町村が定める利用料の設定がある場合は、  

その基準額がわかる資料を添付すること。  

添付書類  

（1） 当該年度の歳入歳出予算（見込）書抄本  

（当該補助事業の支出予定額を備考欄に明記すること。）  

（2） その他参考となる資料  

※ それぞれの事業において、市町村が定める利用料の設定がある場合は、  

その基準額がわかる資料を添付すること。   



平成20年度   平成21年度   

別表1   
罰表1   

平成年度次世代育成支援対策交付金所要額調書  平成年度次世代育成支援対策交付金所要額調書  

都道府≠名 
市区町村名 l  

事案計亘：ニ掲げるl＋裏付金そ叫也レ）毒引開 国鷹補助厚生苓㈱大臣か国鷹補助  
E 分 事睾び）総事業モ収入靖 （A－B） 基本蘭 陀めた瀬 所要甘  払捌名化段） 師他〝J 厚≡が   

A  8  C  D  E  F   市区町村名「り削  
円  円  円  円  円  円  A  B  C  D  E  F  

円  円  円  円  円  円  
事業及びその他の事業（bを除   

0  0  0  

竺竺口㈹こ基づく脚t   
o  0  

0  0   0  

合計 O /I 0  O （】 0  

（注）1．クリーム色に色づけされたセルのみ記入する。それ以外び′セル【i式に上り自動計暮される 

2．利用者か与徴収Lた葵才相当積年をB雷Mに記入すること 

（ィ王）1．七倖藻内に皇牒拉■人力十る邑つ＝Lて．hるt′し亡1式にレJて∃鋤計壬さオtる出て入力（1丁要   3．D蘭は、Cの館に2分リjlを零して得た領力；自動入力される，．   

」利用者か㍉献爪∵二宰モ†〕当領等をB≠：こ記入十るニヒ   4．E蘭は内示佃を記入すること   

：1，D爛：ま、次にヒIJ人力十る二L  5．F†¶は、D†■の謂とE闇の甜とを比較していずjlか少／‘い方の確が自動入力される   

り＝障荏事業Rぴそレ）他J〕事業……・しり）謂：ニュ分〝）1を乗じて得た頂が∋勤計書さJtる  

（ご）祈祷師モ童セロ作戦こ基づこ保育箪〟）ニーズ調査……・交付等閑5（コ）慄1丹）区分ごと：こ革める基礎諏  

」E†■†ニ【内示書音1■記7＼十るニヒ  

5Ff■†．t、i欠：こじり∋動人力さJtる  

（1）♯吉事筆穐びその他臣事婆・・‥‥・D†■〟）頂ヒE闇〝）頂ヒ与・比折Lていずれか′少ない方〟）硬  

rコ）新帝焦し邑童ヤ可乍附こ基づく隈斉等ノに一文礪王・……C欄山頂±D爛〟）蘭±を比較していずれか少相打か）循  

－
一
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○
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n
〔
 
／
ノ
柑
 
 ≠「  ●い ■  1   



平成20年直   平成21年度  

別表2   

平成年度次世代育成支嗣策交付金の事莫内容及び取姻内容等調書   別表2  
平成21年度次牒代育成支援対策交付金の事業内容及び取組内容等講書   

市 町 村 コード   市 町 村 コード   
都 ユ 府 れ 名   
市 区 町 村 名   

勧 遭 府 れ 名  
市 区 町 村 名   

壬屋当部署（び至・係）  
担当創暮（江重・係）  

l■毛  E   社名  8   

4卓当看氏名  C   担当看氏名  
t詔書号（血逓又は代表（内規））  D   

C  

tl竜番号（1通又は代表（内線））  D   メールアドレス  ［   メールアドレス  E   

（記入上の注董事項）   

※太■枠の■（クリーム色に色づけさ九ひるセル〉■こた入し・それ以外の■には記入しないこと・   
※大書枠の■（クリーム色に色づけされているセル）に記入し、そ九以外の■には記入しないこと・   

※20年度実施暮夏の該当する射引二ついて・A■甑∃項目チェック■＝こ0を入力し・B■・C－に20年良美縫■（手たは■宇   
※2＝年度実施事羊の該当する項目について・A－（鼓ヨ項伯チェック■）に0を入力し・8一■・C■に之l年度案t■（重たは■亨   

の1）、■外上輝即忙千丁動引雪に位王づけた20年虚実－か新一及び21年度目■偽をそ九ぞれ入力すること－   
のl〉、■外上部枠内にキ1一計育に位王づけた21年度実施か所一員び之一年度目礫値をそ九ぞ九入力すること，   

（C櫛は生後4か月までの全戸訪問事兼のみ）  
※生後4か月までの全戸訪甘薯兼（こん■こちは赤ちゃん事業）については、8欄・C棚に平成20年虔の1年附こおける柁蛸廠散・家慶訪問脈・   （C嘲は乳児家庭全戸訪Ⅶ事1のみ）  

※乳児家庭全開隠事業（こんにちは赤ちやん事1）については・自嘲・C棚に平成21時の1年間二おける封書全家庭徴・縁戚訪間数を、   
育児支檀家歴訪問事業について†ま．B欄に家庭訪甘敷をそれぞれ入力すること，  

滋子どもを守る杷抑ソトワーク■醗化雷1のB棚については・蔓本暮‡は研■受講人数を・付加的事壬【よ数字の1を入力することG   
養育支ば訪問事1については・B欄に家庭訪問延べ件数をそれぞれ入力すること・  

※上記以外の事蔓で．ZO年度から新規に取り組むもので・事1醐桔が年度途中となるもの■＝ついては・5－8月開始の■合は   
※子どもを守る絶域ネットワーク■能強化事業のB欄については・基本事業は研離受嬢人数を・付加的事1は敵手の－を入力すること。  
※上記以外の事業で、ZO年度から新矧こ馴批もので・－1醐始が年度途中となるものについては・5－8月納のq含は   

0．75か所（書手■L9－12月開始で0．Sか所（事‡鋸、一月以耶8拾¶・25か所（事業■）として入力するものとする－   
0．75か所（薔先■L9～1之月錦絵一印・5か所（■‡■Ll月払一削でq・2Sか所（事兼■）として入力するものとする，   

￥B■の■凱ナきれているところは、A■に0を入力した壌舎・便宜上書手の1を入力すること・   

（記入上の二王i事項）  
※8■の■静けされているところは・A■に0を入力した場合・便宜上■亨の1を入力すること・   

く評価1〉   
く評価1〉   

●生後4か月までの全戸訪問事≡（こんにらは赤ちゃん手芸）   
●乳児家庭全戸訪問事業（こんにちは赤ちゃん事業）   

渡以下に掲げるⅠ摘n－勤こ仝†鶏彗†る且含は・相の注当ユi引こ○を入力し、糾軋二全戸訪問事其の摘となる全家庭数を・   
x以下lこ掲げる項目汀血こ今Ti当すも■－は、∧棚の騒当項目に○を入力L・鋸虹全戸訪閻■王の対象となる全家庭敬を・   

cl■に家血訪聞敵を入力丁ること．   

（口吻の1つでヰ．峯引血、■含は対t上ならないので引上 い上う淳★ナるこL）   
α価に宇胚訪問歓を入力ナること．  
1つ宰1．隻当lたい土合は 射曇′七人たいの一針トlたL、上ち辻t寸ムご ）   

′1珊（鱒晋〉を翼施する｛   

－2ノ菓縮王†画を策定する．   
乍、研♯を実施する．  

受実施五十面を策定する．   

項  目  t缶・l醐イント  中腑ント   …  項  目  （㌶尤Jl瀾認．をIp帽ポイント   申錮イント  （）  
（0を入力J  喜入力〉  入力〉   

＝）支援が必■な家瓜に対して．次のり及び′スノの対応をいで九も稟   
凱 （1）支援が必■な欝脛に対して、次の「1及び受〉の対応をいγ九も菓   

施している市町村  
00刷ント   川ポイント  

のうち∴以，に射る建軌  這㌫議誤監ち、以下に脚代援助をいす九も実施 F  G  OMホイント   ○・叫ポイント   
○育児■家事の撞財   
○膏児支援lこWTる技＃l的提軌   ○育児・家事l雲助  

○専門的稲説支は   

（2川）以外の柵村  】  083ポイント  川ボイント   
（Z川）以外の市町村  ■1   1  

003ポイント  岬ホイント   

ホイント鮒  」 ○・00ポイント   

ポイント数五十  」  0・00ポイント   
※「全戸訪問事夫の経となる全音加X机は・地方交付税で既に実施組ている緋ヰ児訪問指ヰとしての実施予定分として捺験する・   

けてに控険分については式が入っている∴   ※「全戸訪問事其の柏となる全寮朗X2仇此地方交付税で既に英誌さ九ている新生児訪剛一事としての実施予定分比て控除する・  

けでに控快分についてはまが入っている．）   

●育児支援家庭訪問季夏   
●蓋再支援訪問事薫   

※ 以下に掲げる項目d、助こ全て護ヨする欄Aは、川の該当碩目に○を人力し・抑こ家庭訪問熱を人力すること。   

川伽lつ下妻．i当■瓜、■含は対量上なちないの 上l丘い上う汗 るこ   
※ 以下に鳩Ifる鳩目 こ全て菖当ナも■Aは、州の該当額巨に○を入力し＝引≠こ訝血族間延べ件数を入力すること  

【（†助nlつ下t鶴当l力い■層旺L】射■とならなL、の トl上い⊥ろ真一十るご   
1榊iの収■．一定の措けに基づく訪問対生名の決定1支那一面の策定縄1ううための中楳機Ⅶを定めている。   

rl相和の収集、一定の相聞こ基づく訪問椎名の決定、支那1画の策定事を†ラうための中級醜聞を定めている・   
受支雄は繚虚を訪問することにより実施ナる・   

目  項  ：柑ポイント  柑ポイント   ㈲研樽を実施する．   
A棚  

（棚入力）  A棚  目  項  （青…忘莞蝕を入力〕 獅ポイント  柑ポイント   （0里人力  

育児・家事の泄  h  O・閃ポイント  川ポイント   忙佳人力）   

育児・有事援助  K  O朋ポイント  脚ホイント   
育児支捜に附する研闇肋  L  

川ポイント  川ポイント   
専門的相抜支捜  O04ポイント  叫0ポイント   

分娩にWわった帥医療機蘭の助産師事による訪阻撞＝J  O85ポイント  岬ポイント   
分娩に関わった産科医線楓間の助細事によも訪問支捜 M  O05ホイント  ∴○朋ホイント   

ホイント救封  ＝  0・00ホイント   

ポイント鮒  ＝  叩0ポイント   

－
一
∽
一
－
 
 
 



平成20年度  平成21年度   

●ファミリー・サポート・センター事箕  
●ファミリー・サポート・センター事業  

※以下に掲げる項目〔ト巧・（センケー描）に全て該当丁るq合は、A用の該当壌引こ○を入力し、副tに「，」又は数字を入力ナること  

川一助nlつ下t■義朝方L、月食佃ヒよは←おムたL、の下引トl血l上ミ汀tナるご▲l  
※以下に経ける項自について各事暮瑚ノー鋸センター暮滞）に全てな当する鳩舎は、川の該当鳩目に○を入力し、8爛にrl」又は数字を人力すること．   

甘壌■の募▲、量録その他の会員絨■舞瀾   1事事義（飢－ふの一つ下寸■逢うlなL、一合仕 お象′たらたl、の一斗トト力L、上ろ汁tナム丁′l   

々相互嬢肋話軸の妨t等   甘金一の嘉暮．暮録その他の嚢Å絶■1覇   

乃rさ1に対して相互援助に必暮な知丑引寸与丁る講瞥金の附催   厚相王援助活動の小量等   
句境農の交兼を護れ惰和交換の壌を提供ナるための交流会の聞俺   巧■禽1に対して相互雄助に必tな知1引寸与ナる蹟甘食の開儀   

ふ子すて支脚連細・事暮（丸服・良書敵地増子1て重雄鍵点－】・ホ児・痍墟鵬1事よ、手書て瑚支攫事纂、児暮輌ほの加鯛書   病児・■亀月戚牡化モデル事義【爪一触n一つ下 妻．i割丘l．、▲含仕鎗曇′七仁ないの手引■l方L、上与隷tナム丁′）  
灯堰■也加との連携   

項   目  
投機児・ホ鎗児零の預かりに対応した鋼管の菓施  

（） 仙丸加  晰イン 珊イント  ㈲儀月の受付・鯛さ体糾の強化   
（…）  

人  ＝   

（，  項  日  佃．入力，  折鶴ポイント l中計ポイント  

■＝■  

■■木事霊（会員数）   

ー．。00人－，．伯g人  
20…イント   川ポイント   100人相当－299人  0：：；  

■0卜   川ポイント   
軋8ポイント  セノこ0．伽ポイント   

1・5∞人－l・9g9人  
300人－5g9人  川．0ポイント  二0．00ポイント   

99人  
ら00人－9gg人  則ポイント   ∴√0．00ポイント  
1・000人‾1▼4gg人  仙）ポイント  0．00ポイント  

（王  

1・500人一丁・g99人  弧8ポイント   ．b．00ポイント   

10か削上  
乙000人一乙9gg人  

削ポイント  ○00ポイ・  
弧○ポイント  

叩  
3・000人以上  

0．00ポイント   

10か析瑚  か薪 5。ボイン．   
l則ポイント  ¢．∞ポイント   

…かりの実施（兄弼榊く・）   x‡二  5．。村ン 
（支割の改正オ軒数）  

ホイント敵王1  

10か所以上  ∨ ＝…‥  

10．00ポイント  
弧○ホイント   

10か所兼濱  

0．00ポイント  

岬  か所 5．0ポイント  ○00ポイント   

棚積カ、りの紬（兄弟姉妹を除く・）  入l二  5．0ポイント  0．00ポイント  

●子育て短期支援事董【ショートステイ・トワイライトステイ】  

詣芸Il   
※8用は，人。拙入力す軋軋細ホイントは…明示とる．（．児Ⅰ恥批，  

項  目  ・，  ．．を）   評研．ント   桐ポ．ント   

・ショヰ ステイ事▲の実経  2i未満児・慣性疾患児AA  人8 川ポイント  ○∝Iポイント   

280ポイント 、∴、0．00ポイント   

之遼以上児上嶋  人日 乙ユ5ポイント  ¢00ポイント   
300件－39綿  38．0ポイント  

400祥一59叫  
0，00ポイント   

緊急一時領Ⅷ‖一C  人日 0．岨ポイント  000ポイント  
52．0ポイント  ∴0．∞ポイント   

・トワイライトステイ暮▲の稿  基本分化  人日 0．45ポイント  ○，∞ポイント   
600♯以上  乃．0ポイントl＋l∵り（．伽ポイント   

宿泊分化  人日 0．一5ポイント  札00ポイント   
近嘱市町村曇■受入  5．0ポイント  

AG＝二  

1¢＿卯ポイント   

体8デイサービス分AF  人日 ■00ポイント  0．∞ポイント   初年姉別牡傭  刀一0ポイント   r0．00ポイント  

児暮の送迎を実篤∧G  か所0．80ポイント  川ポイント  ポイント数引  州  T0．00ホイント  

ボイン‖椚†   州q．∞ポイント  

●子育て短期支珪事業【ショートステイ・トワイライトステイ】  
●延長保育促進事某 上l 

※延…を，脚慄． 事織  刃 か所  
※糾■は1人日■也で入力ナること。また・辞価ポイントは－00人日■位の衰示となっている，（「児暮の送迎をよ施」を除く．）  

召謡Il   
項   目  剛．ボルト   

・■★分の実篤    ■Ⅷ  
．）  項  日  

000ポイ・ト  
（．‡，   紆鋸イント   申肘イント   

・延納聞  30分延長∧L  事 l．5ポイント  q00ポイント   
・ショートステイ事真の実施  2歳集蕩児・t性疾患班‖∧J  人日 1．∝－ポイント  ・0．00ポイント   

欄間延長仙  事  丁一0ポイント  吼00ポイント   
Z歳以上児棚  人8 2．ユ5ポイント  0．∞ポイント   

Z－3時間毎長州  事  ‖○ポイント  0．仙ポイント   
緊急一時良雄∧L  人日 0・閲ポイント   q．00ポイント   

4－5時間延長AO  事  23．0ホイント  吼00ホイント   
■トワイライトステイ事其の箕島  靂■分卜仙  人日 0．45ポイント  0．00ポイント   

61幕間以上延轟岬  事  27．0ポイント  0．00ポイント   
拓泊分舟一  人日 0．噸ポイント  ○＿00ホイント   

ポイント数王寸  相  札00ポイント   
休日デイサービス分10  人日 l．∝－ポイント  0．00ポイント   

児暮の送迎を純岬  か  0．刀ポイント   

※汀勘引用帽爛こは・生長層一事纂を鞘ナる保一仇敵を入力すること。例えば、同一良一所で関所紺踊炉l及ひ後ろで延長眉▼夏粟島している壌 舎・ポイントはそ九ぞ九付加ナるが、当該Ilでは】か所とカウンける，  
0．00ポイント  

ボイン‖椚†  ∧0  8．∞ポイント   

紬合一・ポイント［二重二］   ●延長保育促進事業 】   AP 摘 m ．抽  

※延長温tを稟馬丁も氏閑怯▼肋のか所数   
‾‾‾－－一一－－一一－－一一一－－一一一－＝－－－－一一－－一一－一一－－－一一一－－－－一一→＝－－－＝一－－－－－一一一－＝一一「▼－■■■■   

（｝  項  目  （．モ力，   細ポイント   申淋．ント  

・よ本分の実施  ∧T  か所 23．0ポイント  0．00ポイント  

▲延畏時間  30分猛畏仙  事糞 l．5ホイント   t′¢．00ポイント  

1晴間延長AV  事  丁．0ポイント  ・ご 0．00ホイント  

Z‾3時間延長AW  ■1 ‖0ポイント  ：0．00ポイント  

4－5時間延量AX  ■纂 23．0ポイント   ．0．00ポイント  

8時間以上程よAY  暮集 打0ポイント  ○∬ポイント  
ポイント数！ト  〟 ．0．00ボイント  

※2嗜度目積憤l■には・延長保雷事稟を実施する保書所数を人力すること・例えば、周一保†所で開所時間の前及び礁ろで延長保書を実施している欄 舎 
、ポイントはそ九ぞれ付加丁るが、当該欄では1か所とカウントする。  

粕一合…イント  ト。・卿ポイント1   

ー
一
∽
N
－
 
 

■」1卜宅定一■、ふ貨車巌 r・′jこ‾J∴宅妄＝▲ト、≡鰭l嵐 γ㌫聾ご舶【コE∵さ．′【   



平成21年度  平成20年度  

A 報   B肝  項  目  ．又は畿事チ入刀 亘〒■ポイント    申請ポイント   

●へき地保育手蔓  

l  美削、所鞍  l  

uへ か所      200ボイントl用j   8．ぬ ポイント   

●妻虞支緩縫保育事業  

l   異脆か軒数  l  【MJ  か所      】90ホイントIG【）   0．∝lホイント   

●次世代  育成支援人材壬成季薫  
コーディネーターの霊威  】F几  3．0 ホイント jljll・0．∝lホイント  
スタッフの暮成  じこ  30 ホイントIljH1  0．（めホイント   

●子どもを守る班ネットワーク撞鑑強化車重  

AIE  項  目  8嬬  
〔）t人力  

llキー人力 三千申ポイント  申譲ポイント   

基1事暮 

児暮福祉訂与甲■櫓取楕のための研♯：講晋会1の受講  
■己書11■が児■手i祉司の官界f轄を濃たしTい左い囁合 ［‖  人  0－1ホイント  BJ  0．ひ：lホイント  

モに児土成稗への専∩恨を向上させるための研騰の翼講  
■己■l■■が児■福祉jの任用f穂を；■たしている土豪含 巨K  人  01ホイント  8し  8．∝）ホイント   

A掘  r⊃を人力   項  目  B擢  」t入か  評■ポイント  申講ポイント   

付加的事1 
X†1加的1共については、暮本事1の実施が事件であること 

※菓施する取象引こつき、AIyの該当項目「こ○を入力し、Bヰ一にrりを入力すること．  

絶域ネットワークヰ集成員の書円仁向上を阿る敵船   Eト1  3．ユ ホイント  甜l  、8．∞ポイント  

地域ネットワークと訪問事■との連携を阿る取l旦   【10  36 ポイント  6P  ，0，（船ボイント  

1色域住民への周知を回る拠出   【〕0  3．～ ホイント  8R  0．∝）ホイント   

ホイントn三†  U5  ．0．（追ホイント   

群書Z舎引ポイント  0．∝lポイント   

A Ⅷ   ！  ≡  葛年債ポイント 申；†ポイント   

●へき嶋良育事業  

t   実施力、術数  l叫  l  

●零鑑支援推進保育事象  

更別、雑n  
l  

●絶域における仕事と生活の調和推進事案  

守る地域ネットワークせ離  

児暮福祉司与用真偽取締のための研犠主▲官舎ノの受江  
（妃モ】■Åが児t鳩†▲軒の仁隋1櫓を1r二」てい左し、壌含  

更に児i膚楕への亨M性を向上させるための研傭の受ヨ （t巳t■員が児t†iI▲石】の仁隋賓樽圭裏たしてし、る場合  

（付加的事1〕   

※付加的事暮については．基本書壬の箕島が要件であること．  

※芙施するセ附こつき．A棚の該当1月∈引＝（⊃を入力し、8劇二「1」を人力すもこと．  

く評価3〉 その他、踊重工天のある取組について冥施している場合のみ記入する。   
●その他、朝貢工夫のある取組について   

臥可 封 ∈ ∃人  煙人口（0乱辻上1場末満）  

※平成21年4月1日現在〔もしくは3月31日現j盲）  

－
一
∽
∽
－
 
 

〈評価3〉 その他∴嬬芭工夫のある取組について実施している場合のみ記入すん   

●その他、測量工夫のある取組について  

総人口l用l   児玉人口（。主以上18克夫蒲J  

※平成ZO年4月1日現在トもしくは3月31日現在〉  

ト 」ト1人  児t人口3（）∝）人夫扇の鳩舎は、石l¶に「3Jを入力して（ださい．  

児暮人口3D00人以上～1万人乗濡の場合は、右↓『に児t人口をそのまま入力してくだ～い．  

児義人□1万人以上の鳩舎は、右Ⅷに児暮人口をそのまま入力してください．  
児t人口ユ000人夫濃の鳩舎は、右Ⅷに「3Jを人力してください．  

児暮人口3D（対人以上－1天人ま粛の壌含は．右櫛に児土人白雲そのま未入力Lてくだきい．  

児主人口りラ人以上の鳩舎は、石1鉱に児1人口をその王ま入力してくだきい。  【評■3を中速する全市邑町村要回答I平成21年度中に要保護児量対策班協i会（倉持防止ネットワークを含む）が露■さ九n、るか．  

あてはまるほうに0をつける．  

【評価3を中話する全市区町村雲回贋】平成ZO年度中に芋保琵児婁対策絶域巳ま食（虔桔防止ネットワクを含む）が設iされているか．  

あてはまるほうに0をつける．  

【訝■3を申託する巾村のみ手l司答】福牡事務所を讃しているか．あてはまるほうに0をつける．  

【諦ず3を中漬する町村のみ王国苓】福祉事震所を詮王しているか．あてはまるほうに0をつける．  

楽市及び勅事裸所を設置する町村において、平成21年反中に饗壊辻児壬対策絶域1鎚t釜「■持鋲止ネソトワークを含む．）が設藍き九ていない鳩舎には、  

E雫価3のその他事＃1ニーナるすべての経★について．交何の対暮としないものと丁る．  

野市及び梅祉●薇所を罠1する帆抑二おいて、平成20年憧中に蔓堤は児■苅ヨり即童協欄H膚樗肪止ネソトワクを告ぐ  が設書きれていLい鶴告には  

1手傷3のその他事業l＝事すもすべての鰐■について、交付の荊■と」左し、ものとする．  
※ 以下に掲げる項目のうち、菓施丁る叡暮引こは．0をk入丁ること．  

※ 頑張る裡方応援プロゲラ⊥につし、ては、「平成20年11月Z8日t児先手l†28003号厚生労恥省t用句事・児王事虚局長通知「次世代書成支援対策交付金の交付ポ象事  
稟及び三才価基平について」の3こヱー」を参照  

交付金対1  
暮薫として  
実施  

iOを入力）   

・安心して子どもを生み群てることができる†1会について】を1■住民や財係暑が蓼加して共に考えるq会の檀惧  

・老若男女の地域性民の主任的仁子曹て玉津諸肌交流の促進  
筆保は児暮対策地域協社会（慮愕防止ネットワークを除く）の詮正・遷宮  

・子どもたち本人からの亀！吉相仏事への対応  

・靂青の推進  
・家庭内零における子どもの事故防止対策の推進  
・愚書期保健封乗手の推進  
・その他創tエ夫のある取舶   

BZ  8  0  CA   
講書3合引ボインりcBl 0．00ポイント】  

※以下に鳩けるⅠ貞巳のうち、実施すも取粕には、○を記入すること。  

X元貞弓lる地方応棟プログラムについては、「平成20年X月×8t児乗算※卑厚生労働一■書用均等・児書家鹿局長通知「次世代育成支ほ対策交り金の交り対書事業及び  

王事価蔓鵡について」の3（Z）」を参照  

交十寸士封1  

■tとして  実施  
（0を入力）   

・安むして子どもを生み育てることができる社会について地域住民や財係書がf加して共に考える機会の槽侠  

老若男女の絶域住民の主体的な子下て支援話鮎、交流の促虚  

≠保ヱl児1対策地域t広丘舎（虎掃防止ネットワークを隙く）の設雷・運営  

・子どもたち本人からのt王墓相泣専への対応  

食書の柁遭  
家艦内零における子どもの事故防止対策の推遼  
思書斯保償対策等の椎i暮  

・その他創意工夫のある取錮   
Eう（〕  0  D  flr   

平手3合計ポイントl日Ol q加ポイント」  



平成20年度  平成21年度   

● 予算措置状況確認表（必須入力項目J  
● 予算措置状況確認表（必須入力項目ノ   

実施する各事業の事業費、寄付金その他の1収入富岳を記入してくださしし。  し単位二手円ノ  実施する各事業の事業費、寄付金その他の収入額を記入してください。  （単位：千円）  

交付対ま事其の  寄付金その他の   交付封書事集の  
事業名  鼓■★▼  収入額  支出予定蛸  

（差引触A－8）  

生後4か月までの全戸訪問事業  
BS   βT   BU  

（こんにちは赤ちゃん事業）  ○千円  
BV   BVJ   BX  

育児支援費庖折田事案  一千円  
乎  BY   日二   CA  

価  

0千円  

Ce   CC   CD  

子育て短期支援手莫  ○千円  
C∈   CF   CG  

延長保育促進事業  ○干円  
CH   CI   CJ  

へき他保育事業  

0千円  

CK   Cし   CM  

口  
価  

8千円  

CN   CO   CP  

2  ○千円  
C〔】   CR   CS  

子どもを守る地域ネットワーク機能強化事案  ○干円  
安心して子どもを生み育てることができる社会について  CT   CU   CV  

地域住民や関係者が参加して共に考える機会の提供  ○千円  
老若男女の地域住民の主体的な子育て支援活動、  C＼～   Cメ   CY  

交読の促進  ○千円  
要保雄児童対策地域協櫨会（虐待防止ネットワークを除  C＝   DA   D巳  

〈）の設置・遅筈  山千円  
DC   DD   DE  

三雫  
†面  

○千円  
ロF   ロG   DH  

3  ○千円  
Dl   DJ   DK  

雲血内等における子どもの事故防止対策の推進  ○千円  
D」   DM   DN  

思春期保健対策等の推進  ○千円  

その他創意工夫のある取組 ／iい－ 
DO   DP   DC  

、j心爪ノ」・1二」工人のあ七揖ヒ：にコ、ひモーj．美津き台n  0干円  

DR   DS   DT  

合計  0千円   ○千円   0≠円  

※DR11の金線は千雷t（抄本）の交付金該当部分の合い割と一致しているは丁です．  

必ず確認してくださし1．  ※D剛lの金額は予事書（抄本）の交付金該当部分の合計楓と一致しているはすでナ．  

必ず確没してください．   

－
一
∽
阜
－
 
 

ーし；、∴  ．ム＿＿ ＿ ・＿一 t、＿．，＿   



「▼「  
平成20年度  平成21年度  

0年度内示額   平成20年度交付申夏雲額  平成21年度事前協措時   平成21年厚内示騒   平成21年度交付申賄額  
皇t立 円   染色：円 総合苫十ポイント   （単位：円）   （単位：円）   

2   つ  ユ   
〇＼～ 〇）  

つ   
L〔一   L11  

裳必須入刀  

● 最後に平成20年度事前協議蘭の状況等を記入して  

平成20年度事前協繕時  
給合計ポイント  

※け『l壬平成20笠置の事一丁て£三■時の（害毒価1）－（三千価3〉までの総合言1ホイントを！2入してください．   

Ⅱ成ZO生度の事j協濾の様式て輩出さ九た「蛙含…lホイント」lIのホイントをそのまま！ヨ入Lて〈ナ三さいユ  

ナ／′z和は平成20食11岸00日イ1内示書に三≡敲されている含嶺を言喜入して〈†ニさL＼．  

ギヨ叩はⅡ成7u吉度に山喜書する交イ1出≡手隙を邑己入して〈rごきい．  

×′り¶は中庄21年度の事軒協議時の（盲雫価1〉～（伊価3〉までの総合引ホイントを記入してく†ごさい．   

平成21年度の暮前協議の様式で算悪された．一揆含！†ポイント」＋¶のホイントをそのまま記入して（ださい．  

※ヱヰ¶は内示書「こ三己敲されてし、る会場を已己入してください．  

拭つ＋lは正成Zl年産に由岳Iする交1「申請額を記入してくナ三さい。  

チェック犀  
1戸棚に人力ありの場合はH材が空相になっているか…H柑人力ありの場合はF仰が空欄になっているか UY  OK  

2 G棚に言2入ありの場合は！棚が空肌こなってし、るか（】仰貢己人ありの場合はG棚が空欄になっているか⊂   DZ  OK  
1FヰFに入力  ありの場合は日原が空相になっているか．H擢人力ありの場合はFIEが空将になっているか。   ［」  OK  

3 F≧Gになっているか 〔∧  OK  
2 G将に記入  ありの場合はⅠ媒が空堀になっているか．1牒記入ありの場合はG将が空嬬になっているか．   〔J  OK  

4H≧‖こなっているかさ   L巳  OK  
3 F≧Gになっているか。  ［ト  OK  

5 F手間に入力ありの場合、Gl書、K欄及びし珊にも1笹以上の畔徹が入力さ九ているか．   しC  OK  
4 H≧lになっているか．  Lし  OK  

6 0榔－∪棚は、会員数に応じて、いす丸か1つの聯のみ人力する⊂実施しない場合は空欄「こなる。   Lじ  OK  
5「将に入力あL」の場合、G膵、K婿及びL将にも1件以上の件数が入力されているか。  〔M  OK  

7 v榔、W欄は支藍8が設重されている場合はいずれか1つの仰のみ入力するF支部が設壬されていない場合は空欄になる÷   ヒ仁  OK  
6 0楳一山露  は、会見致に応じて、いすれか1つの媒のみ入力する．実施しない場合は空婿になる．   LN  OK  

8 AJ仰が「0」以外の場合，A【棚に入力があるか   亡F  OK  
7 v膵川場  は支部が漬されている場合はいすれか1つの婿のみ入力する．支部が設正されていなし、場合は空堀になる．   ［0  OK  

9 AK櫛≦Al棚に烏っているか－   ［C  OK  
8 AS喘がro」以外の場合、AR将に入力があるか  ヒP  OK  

10 日8I断BD∬矧‖貯のし、す九かに三三入ありのは合（樗軌記正寸」あり＝土AX棚、AZ仰のどちらかに盲三正があるか．   い1  （X  
9 ∧丁擢≦A  R将になっているか．   〔0  OK  

11BB牒8D棚B「欄は「1か㌘棚のみ   ヒl  OK  
10BM棍、BOヰ『、BO棺のいすれかに記入ありの場合（棟数記載もあり）は、B】吼BK婿のどちらか又は両方に記蔽があるか。  ［l（  OK  

12 BK椰、8L棚はいすれか1つの棚のみ入力する。   ［J  OK  11B瞞訂、80  裸、BO婿は「りか空欄のみ   しS  OK  

13 日叫Ⅶ、Bトー棚はいすれか1つの棚のみ入力する。   ［ト  OK  】2BV梓、BW楳はいすれか1つの堀のみ入力する。  ［1  OK  

川 BL仰が「O」かつRMIWが「O」の疇含、BO肌ま必ず「000になっている ［」  OK  】3BXヰF、BY  ヰ馴まいすれか1つの橋のみ入力する．   〔∪  OK  

15J椰にポイントが入っていたら．BU棚が1干H以上か＝   EM  OK  14日ⅣばがrO」か二項XIEがIo」の場合、〔ヨ揮は必ず10．00」になっている．  LV  OK  

Ll」  OK  15」I軌こポイントが入っていたら．CF欄が1千円以上か．  L＼〈ノ  OK  

l  17 YⅧ†こポイントが入っていたら、CA瑚が1干円以上か÷   

16N棚にポイントが入っていたら、8X聯がげ円以上か÷  

［0  OK  16相軌こポイントが入っていたら、qキEが1千円以上か。  ヒX  OK  

18 AH椰にポイントが入っていたら、C［）ヰ断が1千ド】以上か；   OK  17Y確にポイントが入っていたら、m澤が1干円以上か．  し＼′  OK  

19 AC】柑にポイントが入っていたら、CG棚が1干H以上か ヒU  OK  18AQIEにポイントが入っていたら、CO牒が1干円以上か．  ヒノ  OK  

20 AS棚にポイントが入っていたら，CJ櫛が1千円以上か．   ［R  OK  19AZ将にポイントが入っていたら、CRぽがl千円以上か。  「∧  OK  

2】AU瑚にポイントが入っていたら、CM仰が1千H以上か。   しS  OK  20［iB梓lこポイントが入っていたら、CU甘がl干円以上か．  

22 A両断にポイントが入っていたら、CP仰がl千H以上か。  しR  OK  21BD矧ニポ  イントが入っていたら、CX将がt千円以上か．   「L  OK  

2こIAY又は8A棚にポイントが入っていたら、CS仰が1千H以上か＝   ヒU  OK  22♭F又はBH婿lこポイントが入っていたら．DA躍が一千円以上か．  OK  

2ヰ a郷かb聯に○が入力されていたら．cv仰が卜羊H以上か 【∨  OK  23日」又は8し郷にポイントが入っていたら、DD澤がl千円以上か．  ＝‡  OK  

25 c∬かd4蘭に○が入力されていたら．cYl蘭がけH以上か＿   Ll／J  OK  0が入力されていたら、DG悍が1千円以上か．   OK  

26 e櫛かf椰に○が入力されていたら、Dl】棚が1千円以上か＝   十十  ⊂ポ  ○が入力されていたら、DJ標廿り千門以上か．   rG  OK  

Z7 F椰かh櫛に○が入力されていたら、DE椰が1干円以上か 【Y  OK  ○が入力されていたら、DM嬬が1千円以上か。   OK  

28椰か」仰に○が人力さオLていたら、DH柑が1干H以上か。   し∠  OK  ○が入力されていたら．DP探が】千円以上か。   il OK 
Zgl欄か朋忙○が入力されていたら．DK柑がI干H以上か 「∧  OK  が入力されていたら、DS楳がl千円以上か。   †J  OK  

30「¶棚か「、櫛に○が入力さ九ていたら．DN棚が1千円以上か F日  OK  ○が人力されていたら．DV嬬がl干円以上か。   lK  OK  
3lD仰に○が入力されていたら、DO仰がl子H以上か FC  OK  30m輝か一輝に○が人力さ九ていたら、DY櫛が十干円以上か。  lし  OK  
32 必三月入力仰のDR、DS、OT，DV、DW．DX棚が全て人力さ九ているか   Fい  3lo矧こ○が入力されていたら．E郎『が1千円以上か。  「M  OK  

′′一二十訂二jJこ毛㌻で†L烹‾√ ⊥と；一三白き∴コ丁三と「こ卜」＝壬；つり烹才  32必須入力渥のEC．ED．E［、［ト［G、EF仔が全て入力されているか。         「卜J  

Å三32は入刀前は「NG」こ表示されます必蟄事項を入刀すると「DK」に変わります  

－
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平成20年度   平成21年度   

月l震3   別豪3   

平成  年度次世代千慮支援対策交付金事1‖十画暮   平成 年度次世代育成支線対策交付金事集計回書   

1．輪定事豪   1，特定事業   

（1）生後4か月までの全戸訪問事業（こんにちは赤ちゃん事業）   （1）乳児家庭全戸訪問事業（こんにちは赤ちゃん事業）   

市町村名  事纂開始年月日  実施方法（正吉・≠托の桝）   市町村名  事幕開始年月日  集線方法（址t・委託の別〉   

中上tのql苫【＝中三t策   
ー∫▼■nl■lyll■lI■   

平成 年月 日  ＝■婁氏  平成 年 月 日  ＝’姜托  

生後4か月までの全ての家愈を訪問ナるための実篤l十盃（平成21年度l†画）  妨間■異人鼠   
嚢慮訪問対生全書愈触（■）   

電離師、  ¢子▲t椎▲■、  
助産師． 保t士 タ★班■．手書て蛙1快毒 その他  合I十  

乳児家庭全戸訪問事纂による章腐踊徴（b〉  t脚  よ生（児暮）糾   

うち、新生児∽問指■▼と同時に実施（再掲）（G）   

〔件）  （b力）（・）  （件〉  （亡ル）（一．〉    （人）   （人）  （人）   （人）   （人）  （人）  

■DlV′8！  のlV／℃！  0  

雷優は児暮詞t絶叫協濾音叉は■掃肪止ネットワークの益■状況  育児支丑書應訪問暮暮のうち、▼児・食事の檀助とT児支檀に聞ナる技術的丑軌をいす九も実施  以下の（1）－（3）について．鶴当ナる太枠内に○を記入  

（1畑傭  （2け－ス対応会欄  （3）霊1支援抗間■真のうち．t児■雫事l一助と書M的相鼠王攫をい丁九も鵜   
絶l雷仏三l会右投t ・ ■精紡止ネットり－クき拉■ ・ いf九も設tなL  翼慮あり ・ 軍艦なし   

l貢糾リ  隋附リ  実糾り   

弘問責絶暑（鋼鼠愴師、手書て掃鳥書など） 払間者の区分挿町村■■、■R・■瞬■■．隻■．婁托（個人））など  濫用蛙象蜜臨・加、壇仝は土1tの納抽Lた・、  開催軋  実篤軋  

〔注1）「暮盛況朋対暮全★立■山）は、当』年度の出生児数など力ち，全戸訪問事薫の対暮となり礪るナベての義盛tをl†上ナること．  

（注2）－い問書真人牡」は．暮事暮の訪問を棄慮する人■を計上すること．   

覇儀（講習）【あ三l事壌】 ケース対応会濾 広報の方法  
回魚 回干支 綱≠の書■ 綱檀あり・隋tなL 実篤の雷■ 実施あり・実施なL   

回数 四千定  
W書l汁t）内寧  

全はメンバー  
広欄の方法  

実施Ⅰ十iの王定の曹え方  妨間できなかった壌倉の対応  

くEモ霊■＞  

1r生書●か月手での全てのTせをu憫ナるための実篤鮒事」れは、1終年度（平成2†年度）のカバー事↓対■書鳳＝対する訪問辛11】が】00，もとなるようにl†iTること．  

2rt山伏闇討暮全書■tJ■は∴乱址年度の出生児■などから，全戸妨聞事1の対1となり縛るナベてのt血七をH上ナること．  
3尊慮20年生から事義手H始丁る市町抑こおいては．「生吐●か月手での全ての★摩を坊間丁るための彙鳥針i」■の平成t9年魔のすべての■について、ト」とナること．  

4r責ヰl†■の■重の舞え方」■は、どのように書釘山側七（跳朋事）事の裏篤1†手書千定したのかをた述すること．  

5「l川でさなかった疇倉の対応」■は、薫魔のか含や仏間の拒否事によリ肋間でさなかった場合に、その後、どのような対応を行うこととしているのかを配慮丁ること．  
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平成20年度  平成21年度   

（2）育児支援家庭訪問事業  
（2）養育支援訪問事業  

市町村名  訪問実家虚数  三方開廷件数  
市町村名   主管課  訪問実家度数  

育児・家事 援助      合音十  育児・吉事 提助      合書十  
中核機関名  

児童柑祉    その他  委託の場合は委託先  

r垂tモの場合は垂托先  
詮  【  F   G   

（か削（か斬’（か酬 l  〕  lo1  t 8l  
llし＋‘’‘－レ▼′’′‾－－‘’■、■‾′‾ 

l  】  】  

l  1  1  1  1  l   

〔  〕  

訪問支緩着美人数               以下の（1）（2）について駿当する太枠内に○を記入  

訪問支顔考案人数  育事  訪問廷件数  専門的相談支援  （1）中核酬  柏餅リ  
分娩に関わった産叛医  

支 合計  
〈忘錯士等 芸設計‡認諾王室産慧諾の   （2）珊  実施削  

舗   
舗 保育≒   】  ⊥J  K  G  H  

（人）   （人）   （人）   （人）   （人）   （人）※卓抜機Ⅶ妄蕾めない≠含乃Tf研佐多蜜繍l一ない嬢   

し（＝） nR‘＝…）  含は太王暮の 
0   対t柏ら机＼－  

（件，（イ，（ （， （， （） （， （人） 
t注1り－Cにつし、ては、訪問の対生と判断さ九た家慶数を記入ナる．仁お、訪問支埋を算絶し′二瞳の喜用により、一般子†て支援サービスを紹介することで対応できると判断さ九た後・再び▲事  

0  0  真に基づく訪問文壇の対象と与ったヰ合は．上すしてカウント丁ること。  

（注之〉D－Fについては、訪問支狸の延件やを！t上すること。   
注3）G－Kについては、訪問支控を実施ナる人位を耳勤換暮せγに王1上すること．  

く記載要領〉  注4）Kについては分娩に関わった産科医捜機関の助産紡事（良書臥助産臥看護臥匿■ソーシヤノしっーカー事〉が子ラう訪問支埋を計上すること・  
謹5）「中枝機関」とは、惰和の収1やそれに基づき訪問対生葛及び支撞内容の決定事を亨弓うナニめの虚根となる札Mのことをいう・   

l、邑、C該当箇所に「0」を；2入する。なお、「C」につし、ては、「▲」、「8」以外である場合だけてなく、両者が統合された絶叫てある場合も誌当0  
D「中核機関」とほ∴1一書の収生やそhに基づき訪問田1手及び支媛内管の決定等を行うための中接となる機関のことをいう。  
〔、F、G＝訪問の封■と判即さhた京丘麹を三己入する。なお、訪問支媛を夏場した後の評価に上り、－1隻手育て支援サービスそ紹介することで対応てきると判断された  

は、再び本事重に基づく訪問支順の対■となった鳩舎は、壬†l」てカウントする。王た、「H」におし、ては＼分娩に閑わった左手斗医療穐間の助産師等（保健軋  
動産鏑、羊濾椚、医療ソーーシ十ルワカー等）か行う訪問支援を計上ナる○  

、人l訪問支援の廷件艶を：己入する。  
ト○訪問王様そ莫絶している支援者鯉を貫か換すせすに：十上する。   
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平成20年度   平成21年度   

（3）ファミリー・サポートセンター事業  

○ファミリー・サポートセンターの概要   （3）ファミリー・サポート・センター事業   

⑥本年度末会員数（見込み）※注2  運営方法（刃  ヰ■西己萱（0）  

支部数（B）  センター開設時蘭（C）  
会員数（E）（本年度末）  

① 直営・委託・補助  アト●ハーィす◆一 けリークーー   提供会員l依頼会員 両方会A   合計  

（雪穴・事■軌先）  （か所）  （  時間）  （人）  （人）   （人） （人） （人）  （人）  

② 直営・委託・補助   

⑤サブ・リーダーの配置人数（本部＋支部）人 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー■■■■一－■■－－一■■  

一－－－－－－－一－－－－－－－－一一－－一－－－－－－－－－－－－－－－－－－－一一－－－－－－－－－一一一一一一一－－－－－－－－■－一一－－－－－－■■■■■－－－一■■■  

（支部数 か所）  】臨当一腋所に（1妄l戸入する＜  

○事業内容  ①基本事業  ②病児・緊急対応弓削ヒモデル事業  
チェック編（太線の枠内に○を入れて〈ださい。）  センター業務  センター業務   

【センター菓訊こついて】  ①会員の募集、登録その他の全員組織兼務  ①病児・病後児の輝かり嶋に必要な知兄を付与する講習会の開催   
②相互援助者勤の切妻等  ②医療機関との連携体糾の守備（堰欄アド′くイザー・協力医療欄順の選定）   

（参会員に対して相互緩助に必要な知三蔵を付与する講習会の開催  ③会員に対して相互堤助活動に必要な知蘭を付与する講習会の開催  ③依頼の受付・調整体制の謎化   
⑤子眉て支線関連施設ヰ某（乳児院、保育所、地域子育て支援拠点事手、病児・病後児保育事業、子育て短期支援事兼、児童髭等）との連絡Ⅵ整  【依頼受付時間（ 時剛  】※1   

【当該センターで取り扱う相互堤助活動の取趨内容について】  
一手保育施設の保育開始時や保育綽了後の子どもの預かり  保有施設までの送迎  活動内容  活動内容   
13）放課後児童クラブ終了後の子どもの預かり  動学絞の放課後の子どもの預かり  人   ①保育施放の保育開始時や保育絶7後の子どもの預かリ  ①病児・病後児の削、り   l利用件鋸見込）  

（ぎ冠婚葬祭や他の子どもの学校行事の際の子どもの預かり  6貢し、物等外出の際の子どもの預かリ  ②保育施毀までの送迎  ②宿泊を伴う預かリ   
※その他にあれば．下記欄に記載して〈ださい。  ③紋様後児壬クラブ終7後の子どもの預かリ  ③その他（早朝・夜間等の緊急時の預かりなど）  

④学校の放課後の子どもの預かリ  ④上紀に伴う保育施乳病児・病後児保育施設、自宅等の問の送迎  

⑤冠婚葬祭や他の子どもの学校行事の際の子どもの預かリ  
複数預かりの実施（兄弟嫡妹を除く．）  （彰買い物等外出の際の子どもの預かリ  

※ただし、媒軌を行いたい看と堤軌を受けたい肴との何で合意があり、かつ、アド′くイザーが調整を行う際に安全な削、りの実矧こ腎暮するなどの取組がある場合．  ⑦複数預かりの実施（兄弟姉妹を除〈） ※2  

※注1該当するものを○で囲み、委託・補助の場合は至托・補助先を記入すること。  

注2本部と支部の合計の会員数を妃入すること。  合計数を記鼓すること。  

2．②の事業を実施する事務所等は、澤）支部数には含まない。  

と。  
を行う附こ安全な預かりの実施に留意するなどの取組がある場合。  
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セ  入所生活ほ助（ショートステイ）事暮  

■’  、  利用予定児暮■（人8）  

施設名 「響静簾、   2象束▲児  2▲以上児  t■■■かt   儀 雫  施設欄照  所 在 地  
笹下±・里1一事の  

書け人丑   
3  人   

旭  l華人汗笠屋應即‖シヨ‾トスティノ手蔓  

美 東 施 設  利用予定児童数（人日）  

経誌名  〈■考  
施設1量男‖  「至三モ策1   

臨書±・重層零の   

璧縫人F  

2 3 4  
人  5  曇縫暮のf糟内訳                      毘t± 人  

5  
7  

隻線名の責轄内訳 良書士人 重用人 その他人   し注1）鳩投網川馴＝は．児暮暮は集注，母子蔓二重支ほ廃設・辛L児院、怪事所、里糠・伐▼士零をt己ゼナること。  

〔注2）t委託先〕は、市町村が事霊を委託する壌含に虻駄ナること．  

B  注3）「所毛地J鳩には、施設の任所をl己粧すること．  

【ユ4）上棟や椚1苓が実臨終詮から委托を受けて事霊を実施する場合は、鳩投機別」欄＝＝は「里机や鳩†士」亨と記入するとともに・鳩芸名」、悌在牲J≠rこげ委託元の実施施設絹を旋入丁ること・  
三1手蔓を委託してし、る鳩舎、その壬三宅先を施設璽の下宣告：二に言己正すること⊂  
i2里視・保萄士零に委託し事蔓を芙挺する鳩舎ま・覿追Itか棚に・竪打保雪士苔」と芸己入し、隠退名一所石化棚の記入は不事である・  

イ年間暮已t暮【トワイライトステイ）事暮  

実  施  降  注  利用予定児1敬（人臥  

施設脚   師在唯  一野暮撃 イ   白 
美  袴  羅  設  利用予定児1敷（人即  古・景 保官士呈上難事の  

傭 零   2  義・策 …人柱  
3  

有 ・ 華  
日  侵奪士・里親苓の  

之  宣縫人飽  5  

毛・無  
6  

7  

・禦   
I浅1）憧設犠打り欄にーま、児1暮は掩乱仕手生活王膿施設・9L児伎・保育臥雲根、保育士辱を記載すること・  

し注2）【委託先〕は．市町村が事薫を隻託する場合に妃戯すること・  右・策  （注3〉「所在地」欄には∴臨設の住所をi己鼓すること．  

■1■  

（謹4）星蹟や保育士事が粟島踪設から委託き受けて雷霊を実施する場合は、憧設権別」欄には「里虎」や唱一士」事と記入するととも∫∴鳩謹名」・礪在噂」鳩［は李三ほの実施鵬名寄沌入すること・   

＝主1）事業を委託している鳩舎、その委託先を範課名の下三塁〔〕に芸己屯することで  
ロ  

1
一
∽
∽
－
 
 
 



平成20年度   平成21年度   

（5）証よ偉才促進事壬  

（5）延景保雷促進事業  

■民間保育所のみ  
延曇を醐 の配 

望ま実別所 定Å 事；晋憑   （獅っく，平均対象児‡数脚推進榊1   

A 8 c D 

・1  埼 
（， （ 

2 私  時 一 時  昭 一 時 前  時間前  人  
‘一剛 r 人 

…  
い鴫扇）   

時瞬 時一 
（ 時間） 撞  時間後  人  人後  

4私  喝 一 時l時 一 時 前  略間前   人  
（＝鴫同） 

前   
（時間）捜  時間後   人   人後   

5私  時 一 時 滴 一 時 前  時間前   人  
い‖島斥l 

前   豪【事専】事象め書÷・E嬢何の名分と■■の考え方  
（臨W－ 経  路闇柵   ▲   人柵   il優書鼠暮●暮（義本分）・・・‖ヰ■の■剛■の■■、義■に鼻青士壬血艦   

＜合一†養＞   

tl丘★事■（わ算分）‥・‖疇僧旭■腋｛■の■暮に、御仁上のi虞書★をi▲   

実施か所故  事暮数   「■jr暮」モれfれ一事暮とカウントナる   
J  lく   ・30分1■   30分以上のil一つ事鞠＃暮鸞暮■が1人見上   

30分廷■  事羊   ・l■員■1  1ヰ■以上の1▲かつ事々討暮鷺▲■が七人以上   

1時間猛鳥  事業   ・2疇巾以上のtll擁■婁■たし、小つ平均欄暮鷺暮■が七人以上   

（  ）か所   2時間延1  事壬   （■1〉 犠暮1ポー■斗で寧鶴間■尤▲が3人」の■含＿30分11   

3時間延1  事兼   （■2）「棄暮1ポ之ヰ■で平均対■鸞1が2人」という■合   
一1疇間の事件壷■たすか、又は80分に▲ヨ   

事ま   

事暮   
事王   ＜紀人上の注t＞  

†Dl■は・延長俣書岬側室含めない．1本州斬埼¶を2一時間よ妃で記入丁ること．  
2E鼎土、証左侵書時間を含めた総洲新崎間を2▲畔間曇蛇で記入丁ること．  
3F馴士、「交付金■壬の柚i暮鵡について」の1の（5）のL⊇）のアに■づく旺よ瞬間を塩入すること．  

＜妃入上の注意＞  4G■はtr交付童暮定の絆価■鶏について」の1の15）の－‡）のアlこ■づく平均劉暮児暮■をE人ナること．  
5H■は、交付金暮定の押価▲畢についてノの－の（5）の！）のアを貴慮した上設のみ・千の■件である■低よ増血びその他の補¶重亨のEt基準に  

1B柑土、保育所の定員（一時保育の定点ではない）をた入すること．  
鶴定ナる偽書士のほ削＝加Eした饅書士■吉紀入ナること．（あーl人以上）  

61廿ま・「交付金暮定の押価■事について」の1の（5）の√i）のイのためにEtされた俣丁士■書紀入すること．（めr2人以山  
2Dqは・延長保育時間を含めない．基本開所時間を24時間さ記で！己人ナること．  7J■はノ交付重算定の紳疇基準l＝ついて」の1の（5）の「封のイに基づく旺よ慢T■霊を実施した篤畏■を記入すること．  

3E■は・延長保書瞬間を含めたお関所埼朋を24時間裁記で記入すること。  8K■は、それfれの延長時Ⅶごとに、荊及び瞳の■を足Lた総tをた入ナること．  

1F＃は・r交付金暮夏の■■墓孝についてjの－の（5）の②の7に基づく葺暮哺をモ入すること．  
5G■は・「交付金芋定のl帽i攣について」の1の（5）の②のアに基づく平均対象児暮数を記入ナること．  
8H繍吼「交付金文王の絆価主動こついて」の1の（5）のぶのアを中津する掩設のれその事件である1ほ基斗且びその他の補助金等の印基利こ  

規定する保育土のほかに加配ナる保育土敬を紀入すること，  
7Ⅰ■は、「交付金算定の1用益攣について畑1の（5）のののイのためlこ配置さ九る保1士数を記入すること 
． 8J欄は・「封寸金井定の絆優主筆について」のtの（5）の償明｝■＝基づく廷景保書事兼を実施する施設数を記入すること。 9K 

機は、それぞ九の延よ時間ごとに．析及び鵠の血を足した総数を記入ナること，  

－
一
個
○
－
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平成20年度   平成21年度   

2その他の事業   2．その他の事業   

（1）へき地保育   （1）へき地保育   

ー帥たり  叫t■ ■■■  
† 脈   一事  

晶定員完票 晶定1冒烹 品芸浪批 
．慧＝慧析土・   ▲ 

月 人   人人人 人人人  
R  

幸紅毛  
［  1   モロ先  

毒托葦  
「  1   

［  〕   

筆托先  D  

毒Jt鞋  

「  1   

【  】  

モ托先  D   

「   1   

毒託先  
「 1  

甜）か所 ooooo  

く記入上の；主上＞  

寺！t究   

1「t托東上■土ノ00達人○〔〉象Jのように、蒙Rた団一事事のも■モR人丁ること．   

「  1   

2r蛙■■周り■は平成2dこI一月刀自t鷺彙事11ヱ皿■■生井■書t用『鶉見tⅦ■1鮒「よ憬代■成1壇罰■交付奮の交州村■■■員び騨q▲」こついて」2の川むっ（イ肌■－■のうちⅡ生する  

記サ書記人Tもこと．   

合  計  力・所   ヨ・√18ムたり平均人称責t■」■は．平良Il書から中級抑キの小ずれ・b（111人山上でt点心■E▼もこと．   

上・「■▲■J■1，Aが1以上、Cカー2u＿上と七っているかt圧すること．   

（注l「指優牒府吊れシ平成20年●月●●日雇児駕篭……●号厚生省砺首嘔用均等・児童貫庖局長通知「i七せ代官屯支援ナナ笥交付金（ノ）受付対琶事業及ひ  
評値墓華1こ／ノいてj山∠り）え㌻ウ州リ）J、d山うtノ持当する記号を記入1るニセ  

－
一
♪
一
I
 
 
 



平成20年度   平成21年度   

（2）家庭支援推進保育事業  
（2）家庭支援推進保育事業  

設置主体  ほ蒐】  事敬  隈散  脈  
投置主体  保育所名  

月   人  対象児手  加配  年間  備考  
【公又は私】  【委託又は捕助先〕  入所串  良雷士数  事某月数   

寺引二・†那力i  〕   
％  人  月  

毒托・補助「   】  1  公・私  
委託t補助〔  ］   

3  毒1托・情動「             j  2   公・私   
委託・補助〔  

4  

〕   

毒批・簡明「  〕  
3  公・私  

委託・補助t  】  

萎れ・補助「 1                 4  公・私   
委託・補助【  

か  
〕  

合計 か所 民  
（／モノ1悍盲計二十÷二妃敲小二ヒ   

5   八・私  

∵一言竿置主体」Ⅶ：t．施設い陀置主体ノ1・市町付〝，増合‡1「公」、托妻篭む法人等い楕冶烏「廿．」王妃入十るニセ   
委託・補助【   】   

1「加計保育士艶J欄い．古事草直写件て．hろ最低基準Rひモノ他〝1補助金〝】配置基準に増車十ろl異音士〝）他に加配十る保育士数を記♯十るこ七  
1「†十号児童7、所＝jWい、当汽県有所島二ニ古事筆山村t児i敬を入所児童数〝－絵畿て賭した数字を小数卓以下篭1位圭で記♯十ろこと   6   公・私  

委託・補助（  】  
公  会計－  

＜記入上の注意＞  

1．保育所ごとにl己載のこと。  

2．設置主体【公又は払】棺は、どちらかに○をつけること。  

3．保育所名【委託又は補助先】欄は、保有所名を記鼓の上、委託・補助どちらかに○をつけ、「00法人00会」のように、委託先団体嶋の名称を記入すること。  

4．「対i児童入所卒」欄は、当譲保育所毎に本書稟の対ま児童数を入所児童数の総数で隣した数字を小数点以下某1拉まで紀鼓すること。（必ず現職以上）  

5．「加配保層士数J欄は、本事稟の要件である最低基準及びその他の補助金の配置基準に規定する保育士の他に加配した保育士数を記粧すること。（必ずl人以上）   

－
一
♪
N
－
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平成20年度   平成21年度   

（3）地域における仕事と生活の調和推進事業   （3）次世代育成支援人材養成事業   

都道府県名   都道府県名   
市町村名   市町村名   

（弘達携の壌の設置・協働   （Dコーディネーター養成研修   

連携の場の設置有無  連携している主体名（全て記載）   

※実施っける 実輌期 研修棚鋸棚） 抽人数 配置先   
○   

（訂取細の企酉・検討・実施  月日一月日  
事項  内容  

②スタッフ養成研修  
（勤惰報収集・発信等  

事項  内容  ※実施っける 実施醐  研修開削時間） 養成人数  配置先   

ア情報収集体制の整備  

月日一月日   

イ収集情報の内容  

【シンポジウム等の開催による情報発信等】  

ウ情報発信・PR 
【印刷物の配布による情報発信等】  

－
一
阜
∽
－
 
 
 



平成20年度   平成21年度   

（4）子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業  （4）子どもを守る地域ネットワーク機能削ヒ事業  

市町村名：  
高■rf†貞 

○享保檀児壬対攣綱聾櫨餌の雌▲配置状況  坤成Z細別一帥   

冊彗班莞冴標記の■腫t状況  

②基本事暮  
・平成之0年4月1日王l有       ・平成21毎3月31【∃霜雪   甥浩詳ぎ 左記以外 合一十    現況認㌢ 左鮎外 食書十   ▲  B  C  

難の有無    研■人最（人〉  研■の名称、稟簸■蘭   

q）基本事象  
∧   臼  C  

児暮福仕司任用責楕取縛のための研儀（講甘曇）の受川  
名称）  

■ （紀正▲■が児暮福祉『の雇用★穐を1たしていなし増合）  
実施の有無 研鯵人払（人】  研♯の名幕．実施書軋研鯵内容  

稟▲■肌  
名称）   

丁児て芸諾豊富諾諾夏雲澄認諾 
王に児霊■稗への■∩性喜向上させるための00   b（E正－1が児Ⅰ融司の任棚橋を1たしてしヰ場合）  

鵬，  菓k■蘭）  

③付加的事暮く纂本事稟の実施が事件）  
ィ吏‘謹書三芳宗買主蓑語意誌毘i諾苦 人  B  

いる鵬，  菓臨の有れ  取 撼 内 書   

（Z）付加的事霊（基本事真の実施が要件）  ▼l地増摩ットワーク欄庇▲の書M性向上を恥取娼  
A  B  

実脆の有無  神城内容  
イ 地墳ネットワークと訪問事纂との連携を図る梱  

丁‖隠壌ネットワーク陣痛■のレベルアップを遜る取錮  

ウ 地域性艮への周知を虜lる敵錮  

イ絶域ネットワークと訪問■暮との連携を遜る取組  
（注1；七月を菓た丁も■含には、〟■にU管つけること   （謹2：暮本書暮（任））は、用量櫨聞lこ＋1を配1（仰）してしセけれは対義になちないこと・  
（注3：付加的事集（侍りは、i本事暮く②）の実施がf件であること．   

ウ地域住民への周知を遡る咄  

（記入上の留意点）  
】：取組を実施ナる場合には，▲廿こ0壬つけること，  
！：仰の盛本的事1は、専任のt■を配tしていなけ九ば対動こならないこと．  
3：②の付加的事1は．G■加重★的事霊を寛脆が筆陣であること．  

I
一
－
－
－
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3．その他の事業（地域の特性や創意工夫を活かした子育て支援サービスの提供等を行うための取組）  

（紀最上の注意点）  

※（1〉－（7）について、実施する取絶についてA櫛に○をつけて〈ださい。手た」乳棒省の「頑張る地方応援プログラムJにおいて策定するプロジェクトで、（1）～（7）の  
取組を実施する場合はB棚lこも○をつけてください。  

※ 事折協は暮の提出時に射寸していただく市町棚ラ動計画には∴以下の取組が記載されている箇所にマーカーを引き、さらに（1）－（7）のどの取繕に漣当するのか  
分かるよう、書号もあわせて記載してください。  

3．その他の事業（地域の特性や創意工夫を活かした子育て支援サービスの提供等を行うための取越）  

（記載上の注意点）  

（1）－（7）について．実施する取組についてA櫛に0をつけてください。また．総幾雀の「頑張る地方応援プログラム」において策定するプロジェクトで、〔1）－（7）の取  
組を実施する場合はβ掘にも○をつけてください。  

（1）安心して子どもを生み育てることができる社会について地域住民や関係者が参加して共に考える煉会の提供  

（2）老若男女の地域住民の主体的な子育て支援着払交流の促進  

l（1）安心して子どもを生み育てることができる社会について地域性民や蘭係者が参加して共に考える機会の提供  （3）要保雄児童対策地域協班会（虐待防止ネットワークを除く）の臣事・運営  

（4）子どもたち本人からの電結相談等への対応  （2）老若男女の地域住民の主体的な子育て支援活臥交流の促進  

（5）食育の推進  （3）要保護児童対策地域協譲会（■待妨止ネットワークを砕く）の設置・運営  

（6）幸庭内零における子どもの事故防止対策の推進  （4）子どもたち本人からの電括相法等への対応  

（7）思春期保健対策等の推進  （5）食育の推進  

（6）家庭内等における子どもの事故防止対策の推進  

以下は、上記（1）－（7）以外のその他の地域の特性や割意工夫を活かした子育て支援サービスの提供を行うための事業名について記載して〈ださい。  
く7）愚書斯保健対策等の推進  

淡交付申ほを行うもの（交付金の対まとする事業）、すべてについて．それぞれ記載してください。  

※櫛が不足しているヰ含lこは、行を追加して記入してください。  以下l             、上記（1）－（7）以外のその他の地域の特性や割意工夫を活かした子育て支援サービスの提供を行うための事実名につし、て記載してください．  

卜可【事業名】  ※交付中綿を行うもの（交付金の対象とする事案）、すべてについて、それぞれ記載してください。  

（l事実名】  
※棚が不足している場合には、行を追加して記入して〈ださい。  

①【事♯名】  

②【事業名】  －
一
個
∽
－
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平成21年度  平成20年度  

別紙様式苓コ  

平成  年度 次世代育成支援対策交イ寸金調書  
平成  年度 次世イヒ育斤支支手愛対策交イ寸金調音  

市区町村も   
市区町刊1  

「‾‾  地方ユー♯団体   方土ヒ♯ 
園  園  

入  場出  ＝  績 横 ‥ 

． 

穐 出 千 葺†I目  と縄   れ 出 テi椚 8  電軒．モモ 刊   E 干耳疇＝R】れ∵＼痛雷l巨1  日 千ipl榊rlう．盟義欄I吉日 一斉闊 ）と′四▲1  

匝  岬主情菖輝   れ皇相当爛  ノノ   ＃  岬主用当1  職主用塞■   

∈ 
】 

。 円。 。円円円   円 円 円 円R 円 円  

丘 l丘）   

1一千i鱒汀jL、縄T、二シ－こ当打干王輝，蠣ほ千耳闊響いEl■し∴慮出∵1十∴「t、当市千暮1・＃正干書繹・干■t雪出且・魔用岬■闊嘗山正行早明’Jト∵して蝕十ろこ二‥   

ご r★号」H．モ乍と／〔ろ■－き暮¶を■工だサ寸て二．ヒ  

【  

1「干1t♯」H∴■い、∴tへ／．て】i、当初千暮H．補正干ヰ汀事直E与†を、爬出に．ケ．一▲て【i、当印子羊打、★正干暮1、干■書言出汀▲魔閤¶＃縞事山庄叶を覇L∴L〈二してE脆十て】二上   

」＋■モ」くt，モモ二ご．－子′、1暮叩■′ヒ′■El己セ1てノニ上  
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l  L土     イ   l ㌧■一■  l墨∵∵縄  】巾7、汀  

B   

円   
D   E   

円   円   円   
F   H   

円   円   q   

B   D   E   F   H   

円   円  円   円   円   円   円   円   ロ1   P］   

【梢定事1】  

円  
＝雫定事■】  

主八いR！てい室戸挿間暮■  
n  ′L児Tl荘皇戸l薦†椚事■  仲  

訂長吉1摩す克挿間事ヰ  n   

和   仙   Ⅳ  
t育三操M間事事  

n   型   
n  

′り一・丹 ■一卜しリー暮■  以  喫   和  
n   

円  
－・け ㌧－トt■ニ々事■  

手言∵虻叩HI締■■  
以   Ⅳ   H   和   仙   和  

以  H  
H   

こ育て電∬ミ拶暮t  n   

遽暮悍冒曜，1暮雫  円   和   仙   和   和   〃  
l千の他の事暮I  川   〟   円   建具躍育促】l暮■  

0  和   Ⅳ   H   Ⅳ   円  
さ地降盲ノ龍Il  肴  【その他の事暮】  

千毎号掬Ib一件育小職，■  
n  〃   以   円   〃   以  き】せ曝青ノ′惟】l  l  0   H   和   和   和   

地埠∴力に仕事二生．左ノ■l何穐11事t  h  
H  

n   〃   H   和  0   H  T竃三振穐】l曝首ノイl】鳥  

子一二子．l守立札tす′トワ一月打紐強化事● 】  
n   円  山   〃   円   山  

仙   和   H   円   

／  ／  

た世†1こ甘虔三振上けt種事暮  h  0   

・  H  和   仙   以  
＝ ＝  〔   

子ヒ1．そ苛も他増子′トローウ職能強化事書 】  
0   Ⅳ  和   和   和  

4、   計  上   ∩   ∩  n  他増山特性べノl岬き工吏ケ舌1・∴一二手音丁ミ  
抜け・二1しり燥供峯！行1ノゝ〆刷れ帽  q   

折縄也児暮ゼロ作戦に基づく侵書讐のニーズ明董】  ∩  ／  ／  
合   l†  L   り   0   0   0  

合    計   
0  n  

r．王Jlクリーム色に色ノjりしてあろセルに金■を】巳入すろ．三ノ他Jrしルrl自わ肘i、1j亡く  
L丘〉ユ タリーム色に色一角ナしてあるセル1√金一lをE入する．そ山地り㌻t八rl自動肘耳二・れろ  

コ 卓【用サム・L．償爪し′′‾手書相当傭零ヤB■∴た，、守乙二L 

1D■1‥k【上り自わ、カ」小～  

ご 個1用書7ノ“っ潜忙し上手▼相当打率モ■B■；二E－、づろこ！  

りノ糟有■♯、そノ′牡ノ∫事■＝・・・   巨〃叶■ご守ノ」lケ◆し二≠ノ・滞り円も｛ニ1切り枯て1  ●      J              ‘  ■‘       ■    ： ■  

川毒■鵠払l■■1∠り作払二暮jノl零iエソ▲ニー‥1■t・・・・‥・lJ〉l書  

1E■．1rう丁打～E＼十ろ∵  

lEllrl巾〒llをE7、十ろ二 

，1F■ご1‥Dl▲ゾは■－‘F■ノ′仙〔く′H●h丁しlJLんノLノごい★J′lTl白山▼、力て～】′．（十円楽t二1切「欄て）  う F■rl，Dれノ′縞ヒ三■ノノ汀ヒを杜nしていでJ【乙ノ⊥′ごし、セノノ縛′′・自動丁＼ヤ封こ〔干円空欄＝出川絶て  

」うl：■rl、て什モ電通和事山爛々ET、1ち二l  

γH剛：1，モl芥そりJl∴打ケE7、Jろニー  
h（うI■ご1、モ什薫モj勇知暮し／欄吐I己＼十て．二て  

7日■1．羊蹄∴竜：イ7JLr二繹乍・だ7、」1ニヒ   
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平成20年度   平成21年度   

1．特定手稟   1，特定事手   

（1）生後4か月までの全戸訪問事業（こんにちは赤ちゃん事業）   （1）乳児家庭全戸訪問事業（こんにちは赤ちゃん事業）   

l  

市町村名  l  事■㈲始年月日  l  要港方法ー鷹才・要托の別）  市町村名  ▼t蘭鎧年月日  実施方法（さ若・委託の別）   

平成年月日 正蕾・… 馨itの】■苫【エ響it先  

平成  年  月  日  眞 掌・ 委 托  

生後4か月までの全ての家庭を訪問するための実施！十面（平成21年虚実欄）  訪甥香異人数   

零應訪問対象全寮虚数（■）   

保せ師．  母子快書檜1▲．  
助産乱  保事士   書腋腋■ 子育て綬頬看  その他    合音†  

乳児家庖全戸読切事釘こよる家庭訪間数（b）  柑師  

劇∨／α  仙∨′‘α  ■）lVル  のtV／ひ  ■）lV／ひ   
うち、新生児訪問指導零と同書引こ実施（再拙（⊂）  

蠣コ∨′′0・  

作り  （b／．）（・．）  （件） （6ん）（ヽ）  （人）  （人）  （人）  （人）  （人）  （人）   

和Ⅳ／0！  ＃qV／q  O   

事侵は児暮封実地壌協il会又は■掃防止ネットワークの渡鷹状況  ▼児文壇義正払聞事義のうち、書児・雷事の檀助と▼児支壇に出する枝幣的は肋をいすれも≠庵  

地域協d舎を詮t・■稗肪止ネワトワークを設t ■ し、す九も投書なし  実施あり・実施なし   以下の（1）－（3）について．該当する太枠内に○を記入   

（1）研修  （2）ケース対応会濾  （3）義書三雄訪問事業のうち、育児・弄暮嬢肋と事門的相談支檀をいすれも実施  
∽間実施書（例軸臥手書て経験者など）  脚書の区分怖町村■■・那モ▲■時■■・婁■・隻託（t人）lなど  

綿糾  靴馴  篤削   
凝研♯を実施しu、場合は本事1の対象上なら仁い  軌礼  耕し   

【め譲事項】 研す（淡晋）  ケース対応会議  広報の方法  
回 数  回  開tの★無  関≠あり・叫≠なし  実施の薔無  実庵あり ■実施なし   

対 象 綬 t   
回 ■  回   傭   考   

弼（鱒Y）蛸  
壷丑メン／ト  

組の方法   案文出組  寄付金その他の収入楓  差引美文出舗  （nl一せ】）＝α  

円  円  円   
訪問できなかった場合の対応 平成之0年鷹の実施状況（辞価）及び次年度以鶴の読切実施計画について  0  

（注1）「家庇訪問対生全章血熱心）は，当技年度の出生児数などから．全戸挟間場裏の対象となり得る丁べての寧血熱をⅠ†上すること．  

（注之）「訪問古臭人魚」は、本事1の訪問喜美施する人数を引上すること．   

対象経書   
■書  

巽支出欄， 寄付金その他の収畑 き、差引案文浩乏〕）＝， 
円 円 R   

0  

◆ゞ●▼寸サ  

lr生醜4か月手での全ての手広を訪問丁るための実施l十i」■は、■終年覆l平成21年度）の加一軍（対1書瓜に対ナる妨W≠暮I）が100ヽとなるように針iすること．  

2r手心訪蘭対象全1瓜■川は、当び年度の出生児■などから、全戸訪問事暮の対■となり得る丁べての賃血■を計上すること．  

3平成20年廉から事■應剛川した市町抑＝おいてはノ生瞳4か月までの全ての音源を訪問するための実施lナ■」■の平成Ig年度の全ての■についてトーJとだ人ナること．  

ヰ「班問できなかった場合の対応ノ■は．青瓜の都合や訪問の権否讐により訪問でさなかった場合に．その撞、どのような対応を行ったかをE述すること．  

5叫庄20年虎の異袴状況（王事書）及び次年度以韓の訪問実施量†iについてJ■は．平成20年丘の実施計iと比較Lて書鷹妨仰の東尾丑（訪問奉）が日dをヰ成Lたか・改書点は何かなどのII価を行うこと・  

また、この王††■を靂に、次年度の納冊実施のt†面を記述すること．  
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育児支援に閑   分娩に闇わった  

児童福言止  
合計             ‖  

の援助  ‖   
言方間支援  

C   D  
G  P（＝〔＋トG）  （か所）   （か所）  ‖午）  （件）  

（か所）   （か所）   （か所）   （か所）  

0   〔  〕  
0  0  

訪問支援者英人敷  以下の（1）（2）について抜  
i那日廷件数  訪問支緩着美人数  

育事  分娩に朋わった産一斗医  専門的舶支援  育児・家事等    育児支援に関する技術的援助      震微朋の助産師等が行  
（1）中核機間  指定有リ  

育児支援  
育児・案   の援助  う訪問支堰  口舌†  

合計  
手写の獲 肋  ヘルパー、子 てOB等   

師、手渡師等   （2）研修  実施有リ  
助  ヘルパー、子 育てDβ等   育   

J  K  G   H  

l   H  O  P  Rr＝】－】十∩＋P十Dl  一人）   （人）  t人）  （人）  めない掛合 ない  
（件）  （件）  （件）  （人）  （人）  （人）  （人）  （人）  （人）  ※由緒機蘭を定＿及び、研條を実施し 揚含は太暮1の対生′ならない∩                              （人）   （人） 0  

0  
0  

対象経費  

編考  実支出額 寄付金その他の収入額差引実支出額  備考   
美支出害貞即金収入額差引芙支出雄  

L   M （L－M）＝N  
S  T （S一丁）＝〕   

円  円  円  円  
円 円 

0  
0  

（謹1）A－Cについては．訪即）対象と判断された家庭敷を記入する，なお．訪問支檀を実施した彼の評価により、一般子育て支援サービスを紹介することで対応できると判断された後・再び本事  
く記銘要領〉  薫に基づく訪Ⅶ支げの対象となった場合は、1複してカウントすること。  

▲～R …己入に当たっては、別表3（1（2）育児支嬉亮艦訪問事業交付郎It）の（記銘要雪月〉に従ってく′ごさい0  （注2）D－Fについては、訪問支援の廷件数を！十上すること。  
（注3）G－Kについては訪甥支嬢を実施する人数を常勤換算せすに吉寸土することコ  

s－〕：別表1は世代育成支頒夕碓交付金精井t）の該当する各Wの某曜となる全額を記入し＼その空合矧こは注意をしてくださし＼む  （注4）Kについては、分娩にWわった産科匿瞼機関の助産師等（保健臥助産臥書は師、医嬢ソーシャルワーカー零）が行う訪問支援を！十上すること＝  

T  机用I篭乏1麹服すろ場合や机用着から徴収した美嚢相当分がある場合は、本棚へ：十上してく′ごさい0  
（注5）「中核機闇とは甘粕の収井やそれに基づ舌訪問対生舌及び支棟内容の決定等を1iうための中桟となる儀蘭のことをいう・                        正  

（注6）利用料を徴収する壌合や利用者から徴収した実景相当分がある場合は．川棚へ三1上することb   
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平成20年度   平成21年度   

（3）ファミリー・・・・サポートセンター事業（音訳料含めナー謄）F挿入十八一ケ）  

【事業巾剖   （3）ファミリー，サポート・センター事業   

りJも締〔t言い  

（2J所在地（t孔  
‘ 

支部数馴センダー開設時W（C） 
）） 

叫運営方法は耶正喜・封〔・補助偉…■Lくど上欄助先 ）   

①直営榊  ，卜提捌合計   

（1Jま試畿  か所   （委託・補助先）  （か所）（  時Ⅶ） （人） （人） （人） （人） （人）   （人）   

開日センケ晰7 ② 直営・委託・補助  
「・ミリ酬乙 】  

（蚤託・補助尤〉   

：i妾■－ハ暮1、董織モノ他ゾ填■服毒樗  ・講習如）間鴨  

一相互技師舌鋤の■盛事  回数  回  紘当箇所に∩多貯入する∩   
ルき■：：甘して相互御机二・ヒ■／ご如■そ付与ナろ正雪秦′）間Ⅷ  人   

年 月 日  ノ＼  
ノ、芸大‾ く‘几｝■t’ノ川【XM〉’■▼エW■「■J一一川‘珊ま冊  愛撫曹畿 ル、  

①基本事♯  ②病児・緊急対応謝ヒモデル事業  
，交流象の…   センター業務  
回象  

センター集務   
う′子育て電探間違権殺・事葦（打凡院、曝首市、他職子育て貢佼鞄  

腑■脚暮雫’子音湖支脈脚苓トと  ’‘、 回  ①■児・■後光の環力、り嶋に必雷な知穐を付与ナる講曹会の開催  

‡ ②相互援助活勤の明整琴  ②医療■屑との連憐体■の靂傭（医■アド′くイザー・協力区橿離間の選定）  
（Ji・代数市川ノ）雫補√兄事坤惰そ除こ一  件  ③依頼の受付・調整体qの削ヒ  

は鋤榊】  t吋鴨削   【依頼受付時向（ 時間）  】※1   

当机ンヤーーて肘′穐1相互絹助括蜘）取組西富に′ノいて 指摘桐【 l④近隕市町村金員の受け入れ   

前年厚  活動実績  
1舶捕の件盲輌吟べ鳩首甚丁律の手ヤー1JJ）裾r▲  

活動実績  
件  

ごl絹確持主でり埴埋  
①保育施設の保書開始時や保書絶7後の子どもの預かり  件①病児・点線児の預かり  

捧き計   ム計  
件   

・＝津川購児童ゲ7il・丁偉の子ヤh川一川  津  n ノ、  」ニー細削一月熱   雲吉川 寄付金そ〝他 毒引篭支出蘭         手年度       J′収入清澄・（ざJ－r≧、）；3                                           R  円  円  ②保書施設までの送迎  件②有泊を伴う預かり  
件  

件   
■j■隼佗〟）軟麟iキ山手ヒI・レ〉恥－■J  

・鳩咋彗新地ノヰY‡・r／〉対2行事び′障レヰ－プレハ請わり   

③放課後児童クラブ終7後の子どもの環カ、り  件③その他（早朝卜夜間等の来急場の潔かりなど）  件  
件・・〉L相隣塞■，・〉ら樺穐去■  

り∫▼い拍手′外出ゾ偏ノヰ1′hハ精力り  件   ④学校の放繰後の子どもの清かり  件④上記に伴う保事施軋病児・栂児侵書施軋自宅讐の間の送迎  ノ＼ ／、  
件   

一7そ山地け■：二■作虻片1已入す1ニナニー  ーl件 うら反輝兵■   うし依■壷■   ⑤冠婚葬祭や他の子どもの学校朽事の障の子どもの環力、り  件  合計活動件数  
√ 附  ノ、   

件  
ノ、  

l 件l‘■I阜一爾★兵■ ・1上ノ両方奈■   

⑥買い物篭外出の際の子どもの輝かり  件   

l    件I  人  人   ⑦その他  
（ 陣I  合計話勤件数  

合 計 は 動 体 軟  n件  

複数預かりの実施（兄摘蜂を除く）※2  件 

2・②の事辛を実施する事務所等は、（8）支部数には含まない，  

l  件             対書経責  
（剋1①、②再事井を実施する場合は．（C）は、①について、（D）－（［）は①、②の合計数を記載すること。  

3・※2 依頼の受付・綱整を行う1日当たりの時間数と時間帯を記入すること。  
4・※2 提供会且と依類会員の何で合意があり、かつ、アド′くイザーが調整を行う犀に安全な預かりの実施に腎壬するなどの取組がある場合。   
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平成20年度   平成21年度   

（4）子育て支援短期利用事業費   （4）子育て短期支援事実   

1、短期入所生活提助tショートステイ）事集  

封1はt   1垣顛入所隻語援助（ショートステイ）事暮   

損沌別 経姓名 所在地  匡分 臥■猛8一 葉蟻  託先法人名  
人 自  円 円 円   施設脚 線設名 委託先法人名 紺地   区 分 真人■耶一 翼q 

，   

2上兼1児  0   人    巳  円  円  円   

1  

2塵以上児  8   
2■ま鳶児  0   

1  2▲以上児  0   

」    嘉†    0    0  0  0  ロ   
2歳ま薫児  0   

2丘以上児  D   

2  

Rl明けの臨書  D   

■■鴨虞比の屯■  0   

I     i†    8    0  0  D  D   含  OI  D 

含  量十  
o D  

8    0  0  0  D   （注1〉「施設■凱」欄には、児▲事iI施設、増子生着丈娃施設．IL児扶、採▼断、里鼠、良書土手をEゼナること．   

（注1）ー集注は謬rJ4■には，児1擁護絶乱母子生活支岨瞳詮＿軋児隋、優書斬、里憬、保★土葬を誼鮭すること．   
（注2）「筆托先法人名J■は、ホ¶何が事暮を婁托ナる場合に記粧丁ること．  

（注2）一委託先法人名J■に】i、事其を≠托する場合（皇麟・慄書士事に委託している場合を除く．）に虻敲ナること．   
く注3〉「所在地」■には露詮の住所を紀正丁ること  

しユ3）†所在地」l■には、俺旗の住所を比丘すること．   
（注■）里鼠や保★士■が雫掩篤毀から婁託を隻けて暮暮を実篤する壌含は＿鳩詮Ⅶ別」Ⅶにはご里鞭Jや鳩t士」事と塩入するとともに・鳩詮毛」t「李托先法人J「所在地」欄には委託元の実騒羅設名苓を  

〔淫4）史観▲保▼士雷に婁託して雷▲を実施丁る壌舎は．「羅詮檀別」欄に「里揖・保書士零」と妃入L＿絶技毛▲断在地棚の巨人は不■である．   
記入すること．  

≧楼蘭事は雫【トワイライトステイト事1   

2」夜間tは等（トワイライトステイ）事1  
兜1の遇ロの事た  討■線量  

児1の遠道の■鹿  討女軽■  終訓別   舶名  手託先以名   所金地   巨 分 更人■ 駐日蝕  寅支 
…別  施設名   所在地   巨 分 異人■ 廷日敬  軍支 ， 

妻王毛先法人名  
． 

人    自  円  R  円   
0   人    目  円  円  夜間暮雉蓋1分  円  

夜間t墟基本分  
宿泊分  ■・饅  D   

l  

宿泊分  有・無  D   

休日預かリ  0   

休日精力」  D   

ll† O D一′・一一一‾′  o   D   O  コ  Eヨ 事・無  0   

D   

l基本分  轟・鶉  
0   

合  計  I  Dl  Ol＿＿一一一′l  
2  

叫  8  

体8精かリ  0   【注1）「施詮疇机■には、児1暮護庵技．母子生話支援施設、†L児睨．保★汎重機、俣1士亭を紀覿すること．  

，   t十   8   0 一一一一一′  
「           と  

D  O  
O   †迂3〕「所在地l疇には．絡妓の住掃を巨麒丁ること，   

合  i十  0   0一一一一′  0  0  0   t注4）1観や保書土響が実施策詮から隻Rを！けて事纂を実線丁る場合は、鳩設檀別州には†王聯」や一保下士」事とE入するとともに＿憾設名」、「隻託先法人古「所在地」欄には車託元の実線給E名筆を   

†迂1）一施設檀別」偶には、児1沈は簸乳母子生諾支彙上施設、乳児戌．保育所、王捜、俣書土手を紀厳すること．  
l亡人丁一bこと．   

【注2）J委託先法人名」■＝＝は、暮■を手技Tも場合1里槻一侵書士事に豪托している鳩舎を験〈．〉に紀鮭丁ること．  

（注3ノー滞在地」I■lこは、篤姓の住所を紀畦すること．  

（注4‖lM・像甘土筆に委托して事暮を害鳥する壌含は．「電設檀馴」l■に†里牧・保▼士事」と記入し、轄拉名・所在地欄の紀人は不霊である．  

－
一
∽
∽
－
 
 
 



平成20年度   平成21年度   

（5）延長保眉促進手業  
（5）延長良書促進事業  

設置三体緋商 対－ 
事敵仰川王Iっく， 廷… 稟支出1 の他＃引責支出－  

推進事業  
A  sC D E  F  GH 硯轟す▼ 庄■憐▼事さヱノ  の il十卜Li－   

摘 一礼  人 
（（聞， 人霊宝 P1 P1 
で蒜㌔（拍忘間）時豊詣豊主人霊  PI Opl 

2払  （ R PI 円 o 

札   埼一宿昭一昭前 
（1「時剛（醐）t  鰐間前人 師人   円   円   円  O 

4 私  時一昭 昭一 時節j 時間厭l 人  静l人   
（11即れ（時間）蕾  時間櫨  円   円   
昭一暗 闘一時前 哨間貞； 人  爪 人   

円 8日  
5 礼  （，，醐）（ 円  R  円   。 

矧  O O D O 

＜含引喪＞   

某【●専】雷■の榊・i暴珊の区分と細の考え方   
） 
． 

rl≒」r■Jそれぞれl事彙とカウントする．  
・80分E長30分以上のtlかつ平均綱■児1暮が1人以上   
・11柑E■1疇闊以上のtlかつ平均＃1兇暮■が6人以上  
・2疇間以上のE鼻見よ哺を濃たし、かつ平均対t兜▲書が3人見上  

（■1）一案E暮が】鴫同で平均ガ■兄暮が3人」の■合→30分資長  
（■2）「実E長が2ヰ何で平均対■児1が2人Jというt合   

－1峠何の事件を斗た丁カ＼又は30分によ∃   

＜記入上の三三壬＞  
＜正人上の謹書＞  

1．叫■は．延長侵削‡間を含めない、纂本間所時間を之4時間表たで妃入すること．  
1（叫■土．延長保書時間を含めない、基本開所時佃を24時Ⅷ蓋紀で記入ナること．  

乙【欄ほ、延長保育時間を含めた鮭間所時間を24時間表妃で記入すること．  
2E欄は＿廷よ俣書q間を含めた総開所時WをZ一喝州義臣で記入ナること．  

3．Fl≠ユ．「交付金井定の押価曇平について」の1の（5）の危の丁に基づく延長時間を記入すること。   
3F欄は，「交付金暮定の抒価1聾について」の1の（5〉の21乃アに書づく正長時間を賢人すること  

4，引lは、r交付金暮定の辞価重利こついてjの1の（引のヱ〕の丁に基づく諷喝対象児暮蝕を記入すること．   
4 く欄は．「交付金事定の！事跡墓場について」の1の（5）の－乏）の丁に■づく平均封■児土徽を記入すること  

5．叫1はノ交付金暮夏の王手価基三一について」の1の（5）の「tJのアを実施した施設のれその事件でぁる1性轟準及びその他の補助金等の配正基利こ   
5 H≠ま．r交付金事定のl事磁場についてノの1の（5）のr盲）のアを実施した施設のみ、その王件であるt低主事及びその他の補助金専のE正基準に  

規定する保書士のほかに加正した侃▼土敵を記入すること．（あす1人以上）   
規定する保育士のほ如こ加配した保t士数を誕入丁ること．   61欄は、r交付金暮定のII価主動二ついて」のlの（5）のi鳩イのためにEtさ九た保▼士■をE入すること．（必ず2人以上）   

6．＝tは、r交付金算定の津値墓利こついて」のlの（5）のrlのイのために配正された保書士最を記入すること．   7J■は、r交付金算定の紳価基準について」の1の（5）のLl皿イに基づく正長臨書事霊を鵜した慮詮■を記入すること．   
7JItはノ交付金井定の三軍価基準についてJの1の（5）の′1のイl；基づく延景保曹事纂を耕した施後難を正人すること．   8 K欄は、それf九の又よ時間ごとに．前及び徽の■を足した比丘を妃入すること．   
8K欄は、それぞ九の延郁聞ごとに．＃l及び址の数を足した無血を記入ナること．  9利用料をt収ナる鳩舎や利用書から愴収した稟■相当分がある場合は．叫l及び∋欄こ正人ナること．   
9．利用料を徴収する鳩舎や利用葛から徹収した菓t相当分がある4含は、鵬■及びrl欄こ記入丁ること．  

－
一
∽
阜
－
 
 

丁－■－・・－・G司・，・・み・甜一－「岬長阜叩r ■椚 一一一－－，爛・rナ血亡－r 岬－－‘－ －1′‥＿了≡」」一」▼間†－ －  －－㌧ －鼻＿F r柚－〔こ寧rrr  よ、  ／－一二＝＝＝＝一て仙′仙▲「  ▲ －．ごこ て  L・   



平成20年度  平成21年度   

2＿その他の事業  2．その他の事業  

（1）へき地保育  
（1）へき地保育  

1日あtリ  

強員数   対象種壬  民需所名  平均入所児暮敵  政員数  き寸象経費  
平均入所児1熟  手芸晋数  定．  応考  

∴  

L‾き「■り‾ 〔委話先〕   

C   D   E   F   

l 】〔委細   月  人  人  人  人      人  円   円   円  

】  l  

一議益   l平成 2†年度  ■銅士そ㈹   】！† （A十B）   l 一  
〔委託先〕  ∧   

月  人  人  人  人  人  人  人  

委託え  0  

t  J   

0  

2  0  0  

委託え  
r  ］   

3  委託先  D  0  

4  0  

委託先  
0  

1  1   

S  
0  

委託先  
0  

合計  （  ）か所  0  0  D  0  0  0   0   0   

－
一
∽
∽
－
 
 

＜‡己入上の注意＞  

1F曇爪先J欄は、r00法人00会Jのように、委託先団体事の名称書紀入す毛こと．  

2嘔暮壌所川は＿平成70年＝月28日t児乗算＝28003電圧生芳■‡■用均等児↑貢厄局長通知「次世代育成支膿対策交付金の交付封書■集及びl雫lホ蔓墾について」2の（1）2り仰の■－dのうちは当ナる   

i己号を記入すること．   

3・「18あたり平均入所児玉蝕ノ亜は、平成相生から平成そ0年のいす九かが18人以上であるか檜盟すること．  

4・「闊■蝕」欄は、Aが1以上、Cが2以上となっているか柵控すること．   

＜妃入上の注意＞  

l「委託先」繹情L「00ノ上人00会」のょうに、委託先歴住専の名称をE己入すること一  

2∫設置壌恥欄は、平成20年●●月●●日t児棄簸＝…号雁生労加‡t用均雫児暮夜直馬具遇虹次世代育成玉堤対策交付金の交付対暮事業及び王事価蔓狙二ついて」の   
2【1）2ウ（イノの■－dのうち猛当丁るie号をi己入すること  

3・「＝∃あたり蓮均入所児1散」Ⅷは、平成†8年から正成20年のいすれかがID人以上であるか柵泣すること。  

4・「怜負わ＝珊は、Aがl以上、Cが2以上となっているか廿諾すること．  



平成20年度   平成21年度   

（2）家庭支援推進保育事業   （2）家庭支援推進保育事業  

翫置主体  保育所名  対象軽震   設置主体  保育所名  対象経★   

対象児童加】配年間  綿  隅  
〔公ヌは私｝〔純又は補助先】 【公文は私】〔鮒又は棚先】  

入榊研矧事…精出嶺専一篭詣他の蓋ミ禁習饅  入所率．．保育士…… 菓支出額 鮒霊三富他の蓋㌍習績          対象児童 加配 年間  
A       B        C   

％  人  月  
A  B  C  

円  円  円   ％  人  円  円   

1公・私  0  】 公・私  0  

委託・補助【   〕  垂托・補助〔  】   

2  公・ 私  0   2  公・私  0   

妻託・補助（  1   

委託・補助〔  ）   

3  公・私  0   3  公・私  0   

委託・補助〔  〕   委託・補助〔  〕   

4  公・私  0   

委託・神助〔  〕   委託・補助〔  〕   

5  公・私  0   5  公・私  0   

委託・神助〔  〕   委託・補助〔  】   

8  公・私  0   6  公・私  0   

委托・補助（  】   委託・補助〔  】   

甜 O O O O D 

甜公  
0  0   0   0   0   

私   

＜記入上の注意＞   ＜妃入上の注意＞   
1．保有所ごとに記載のこと．   1，保才所ごとに記載のこと。   
2．設王主体［公又は私】欄は、どちらかに○をつけること．   2．散1主体〔公又は私〕欄は、どちらかに○をつけること。   
3保育所名【委託又は紳助先】欄は、保胃所名を記載の上、垂託・補助どちらかに○をつけ、r00法人00会」のように、委託先8体等の名称を記入すること。   3保有所名［委託又は神助先】欄は、保育所名を記載の上、委託・補助どちらかに○をつけ、「00法人00会」のように、委託先団体等の名称を記入すること。   

4，「対象児童入所率」欄は、当該保書所毎にネ事靂の対象児i数を入所児i数の総数で険した数事を小数点以下第1位手で記載すること。（必ず00明以上）   4．「対象児童入所辛J肌ま、当職保書所毒に本事業の粥儀児童数を入所児童数の総数で険した数字を小数点以下第1位までた漉すること。（必ず40％以上）   

5．「加配保有士数」欄は．本事■の要件である最低基準及びその他の補助金の配覆基準に規定する保育士の他に加配した保育士数を記載すること。（必ず一人以上  5．「加配保育士数」欄は、本事業の要件である急性基準及びその他の補助金の配置基準に規定する保育士の他に加配した保▼士数を記載すること■（必ず】人以上   

－
一
∽
の
－
 
 

‾ ー年男F斬 て－・き ▼  一√t洩r㍗良書㌻や「∵T■‾ふ▲ 一■▲十1」 一か憩‡も轟 r jこ1J華衰∴斬 1－モ衰㌣ご癒甲だ琴平？す－・ノ「∴  



平成21年度  平成20年度  

（3）次世代育成支援人材養成事業  （3）地域における仕事と生活の調和推進事業   

都道府県名  

庄）連携の場の設置・協働   

速決の場の設置有無 連携している主体名（全て記厳）  ①コーディネター養成研せ   

。 実施糊 弼脚数（時間） 養成人数  配置先   
絹施。ける  

（計取細の企画・検討・実施  

事項 内容  月日一月日  

（勤惰報収集・発信等  ②スタッフ養成研修  
事項 内容  

※実施っける 実輌期 弼時間数（時間） 養臥数 配置先   
ア情報収集体制の整備  

イ収集情報の内容  
月日一月日  

【シンポジウム等の開催による情報発信等】  

ウ情報覚悟・PR 【印刷物の配布による情報発信等】   

対象経費   実支出鎖  付会その他の収入  差引（慧戸板   A            B                 C   0  

対象桂子   
実支出諸寄付会その他の収入嶺 差引顔   

A 日 C   

0   

－
一
∽
」
－
 
 



平成20年度   平成21年度   

（4）子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業   

市町村名 
（4）子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業   

市田7村名   

○享保濾児童対策調整機関の職員配置状況  
・平成2】年3月31日の状況   

も睾保護児童対策調整機関の随員配正状況  
篭監禁警左記以外 ・中産22年3月31日の状況  

。。⊇   

人  人  人  ・平成21年4月1日の状況                                 笠誤￥浣同 左以外  含 喜・    等誤認 左記以外  含 引   人         人         人                               人         人   0                                     0  

事任複l  o  

・平成20年4月1日の状況  兼任韓1  8  

†′県木手業  
②幾本事業  

A  B  C  

A  B  C  

実施の有無研修人数（人） 
実施の有無   研♯人数（人〉  

研庫の名札実施横臥研修内容  
研修の名称、実施機関  

児i福祉司任用賓櫓醐のための研修（講習会）の受講  
（名称）  

ア児軍謹 ユ 雁正轍肘児暮福掴の錮‡格を配していない舶）  
鵬）  （実施機関）  

更に児雷虐待への専門性を向上させるたわの研修  （名和  

イ真一〒岩屠蒜吾宝玉 （配正戴1力甥主福桐の借月”引各を適正している場合）  
いる齢，  （美馬酬）   

ヨノイ寸加的事業（幾本軍手の実施が要件）  

乙 付加的事業（最本手稟の実施が要件）  

A  B   

8  

実旅の有無  
取 ‡］ 内 春  

取軸内容  
ア 地域ネットワーク構成員の書Fl性向上を図る取臼  

ア地域ネットワーク碩成員のレベルアフプを図る取組  

イ 地域ネットワークと訪聞事業との遠横を図る取裏  
イ地域ネ7トワークと訪問事蔓との連携を司る取拍  

ウl州ほ封ま民への周知を阿る飯島］  

ウ1屯域住民への周知を遡る取舶  

一  翼  給  電  
寸象推文 実支出額   軒尋会その他の収入親 善引実支出朝   備  考  

（注り取l∃を美廃する鳩舎には、AIlに○をつけること。  

（記入上の留意点）  
（注2）基本事1（′i）は・錘堅け肌こ職員を配正（－）Lていなけ九ば対象にならないこと。  

美文出嶺寄付金その他の収入額差引美支出鰯備考 卜取組を実施する場合には、A楳に○をつけること。   2  トト！り≡）  （謹3）付加的事其（烏）は、基本書糞佗）の実施が事件であること．   

（L＿之り＝∃   2二①の墓相事菓は、専任の舶を配軋ていなければ対象にならないこと凸  
3＝祝付加印紙伽基本相集を実施が要件であること。   0   

0  

－
一
∽
0
0
－
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平成20年度   平成21年度   

3′その他の事業（地域の特性や創意工夫を活かした子育て支援サービスの提供等を行うための取掛  
3．その他の事集（地域の特性や創意工夫を活かした子育て支援サーヒスの提供等を打つための取組）  

（紀載上の注意点）  

（葛己載上の；主意点）  （1ト（7）について、実施する取附こついて嬬に○をつけてください。また・総粍省が頑張る地方応援プログラム」において策定するプロジⅠクトで・（1）－（7）の取組を実施する場合は  
＝）→リノにつし、て、実射る掴■こついて側に○をつけてください〇また・鑑別の「頑張る地方応緩プログラム」において策定7るフロジニクトで・＝巨（7）の恕旭を実施する場合は         白将にも○をつけて〈ださい．   

B椰にも○をつけて〈ださい 
「呵盲有1  

A櫛B欄  荊 1 綽 ■  対■織■  
（1）安心して子どもを生み軒ることができる社会について也鮒民や耶看が如して共に考える機会の提供蔓支出uil慧㌫漂l…支出岨】  （1，安心して子どもを生み育てることができる社会について地域住民や関係者が鬱血して共に考える鵬の提供‡支郵l誓認諾い引‡如膿さ  

o  

苅 1 鰐 t  
対■幡t  

蜘㍊捌）   （2）老若男女の地脚主体的庵子育て支軌交桝促進  算出瑚コ讐  
澗男女の地脚主醐て支緩鋸蕊の促進  

H暮d■  苅 ■ 義I t  

榔㍊〔支出qヨ   （3欄児蔓対醐舶（虐待防止ネットワークを除く〉の没相  即j還讐 
〔3）要鵬冊鵬鵠会（虐待防止ネットワークを除く）の設摘  

珂■月t  詞 ■ 頂 t  

蜘簑竺 （4〉子どもたち本人からの儲酬対応  細諜榔  
（4）子どもたち本人からの電醐への対応  

十●岬■  申 ■ 叶 t   

卿還竺   （5）食…進  掴l諜霹酬3 
（5脚醍  

封■械■  苅 井 拷 t  

（6）醐こおける子どもの緋止対策の棍  ■支出－1慧㌘酬 （6酬・こおける子どもの弼止対策の推進  冥支出恥認諾竺阻   

封 書 搾 ■   苅 ■ 鱈 t   

〔7〕思春脚対糊推進  蜘讐   （7）思春卿附進  榔諜根城3J 

－
一
∽
∽
－
 
 
 



平成20年度  平成21年度  

以下は、上；己（1）－（7）以外のその他の例の特性や創意工夫を着かした手書て支蹟サービスの提供をわうための事薫名について  
書己粧してください。  

※突付申廿を†了うもの（交付金の対象とする事霊）、ナべてについて、それぞれ冨己鼓してください．   

※仰が不足している場合には、行を追加して苫己人してください．  

以下は．上苫己（1）－（7）以外のその他の地域の筒惟や‡鴫工夫を活かした子書て支橿サービスの控供を†Jうための■糞名について  
盲己鼓してください，  

潔文相中三萬をI】うもの（交付含の対象とする事集）．すべてについて．それぞれき己載してください⊃   

※欄が不足してし1る場合には．†1を追加して菖己入してください。  

弼 1 杜 1  

「1j  【車重名】  稟支出■1－′  事何■その僧 －■・  1引井支出1Lユ 

舅 ▲ 鯉 t  

（Z」  【事業名】  雷支畑† 1でまたミ㌘だ   ■引事支出qlj 

I  

対 暮 I雪 t  

①  【事業名】  真夏出♯1・  書付曇その他 の申＿入叶之′  ■引暮支出鑓彰  

銅 暮 輝 暮  
②  【事美名】  稟支出Ilふ  ・瓜 の」甘入暮＝∫  ＃引★支出緋∋ 

l  
l  o   

－
一
の
○
－
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平成21年度  平成20年度  

4．その他の事業（新待機児童ゼロ作戦に基づく保育等のニーズ調査）  

具体的な内容  

実支出織   寄付金その他の収入額  差引実支出額  
（A－B）  

対象経費  A  B  C  

円   円   円  
0   

（記載上の注意点）  

・具体的な取組内容欄には、調査目的・効果、調査事項、調査の手段、調査件数、回収見込み数等できるだけ詳細に記入すること。  

・「対象軽費（差引実支出額）CJ爛は式で自動計箕されるので記入は不要。   
I
一
の
一
－
 
 



平成20年度   平成21年度   

別表3   
別表3   

平成年度次世代育成支援対策交付金設備整備実績報告書  平成年度次世代育成支援対策交付金設備整備実績報告書  

品名 数il…l金額卜間…〔香芝最㌫冨先〕 傷考  品名 数il単価l金額l司〔章票晶‰冨先〕 備考   

円  円   円  円   

※次により必ず記入のこと。   ※次により必ず記入のこと。   

正l市町村が直接事業を実施した場合   直拝町村が直接事業を実施した場合   

間卜市町村が民間が実施する事業に補助した場合  間珊村が帥掛る粧軌た齢  

‖  

l  

‖ l   

【   

l  

‖  
【  

l  

‖   ‖   

l  

‖   l   

（注）この報告書は、以下の場合に作成、提出するものとする。   （注）この報告書は、以下の場合に作成、提出するものとする。   
1，市町村が事業を実施したとき、単価50万円以上の機械又は器具を購入した場合   1．市町村が事業を実施したとき、単価50万円以上の機械又は器具を購入した場合   

2．市町村が民間が実施する事業に補助したとき、民間事業者が単価30万円以上の機械又は器具を購入した場合   2．市町村が民間が実施する事業に補助したとき、民間事業者が単価30万円以上の機械又は器具を購入した場合   

－
一
の
N
－
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平成21年度  平成20年度  

別紙様式第4  別紙様式第4  

番  号  

平成  年  月  日  

番  号  

平成  年  月  日  

市 町 村 長  

特 別 区 区 長  

市 町 村 長  

特 別 区 区 長  

殿  殿  

法 人 名  法 人 名  

代 表 者 名  代 表 者 名  

平成＿年度消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書  

平成  年  月  日厚生労働省発雇児第  号により交付決定があった  

平成＿年度次世代育成支援対策交付金について、次世代育成支援対策交付金交付要綱6  

（2）イ（オ）の規定に基づき、下記のとおり報告する。  

1補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第15条に基づく額の確定額   

又は事業実績報告額  

平成＿年度消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書  

平成  年  月  日厚生労働省発雇児第  号により交付決定があっ  

た平成三＿旦年度次世代育成支援対策交付金について、次世代育成支援対策交付金交付要  

綱6（2）イ（オ）の規定に基づき、下記のとおり報告する。   

1補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第15条に基づく額の確定額   

又は事業実績報告額  

－
一
の
∽
－
 
 

金  金  

2 消費税額及び地方消費税額の申告により確定した消費税及び地方消費税に係る   

仕入控除税額（要交付金返還相当額）  

2 消費税額及び地方消費税額の申告により確定した消費税及び地方消費税に係る   

什入控除税額（要交付金返還相当額）  

金  金  

注：別添参考となる書類（2の金額の積算内訳等）   注：別添参考となる書類（2の金額の積算内訳等）  
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資料5 「次世代育成支援対策交付金の交付対象事業及び  

評価基準について」新旧対照表（案）・  

－165－   
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「次世代育成支援対策交付金の交付対象事業及び評価基準について」新旧対照表（案）  
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平成21年度  平成20年度  

1平成20年11月28日厚生労働省発雇児第1128002号厚生労働事  

務次官通知「次世代育成支援対策交付金の国庫補助について」の別紙「次世   

代育成支援対策交付金交付要綱」（以下、「交付要綱」という。）の3の（1）  

特定事業については、次に掲げる要件を備える取組内容であるものについて  

評価をし、基準点数表の評価1に定める基準点数を交付金算定の基礎とする。  

（1）生後4か月までの全戸訪問事業（こんにちは赤ちやん事業）  （1）乳児家庭全戸訪問事業（こんにちは赤ちやん事業）   

① 事業内容  

すべての乳児のいる家庭を訪問することにより、子叩情報  

の提供並びに乳児及びその保護者の心身の状況及び養育環境の把握を行  

うほか、帥（児  

蔓福祉法第6条の2第4項に規定される事業）。  

ア （略）  

イ （略）   

（む 事業内容   

すべての乳児がいる家庭を訪問し、様々な不安や悩みを聞き、子育て重   

援に関する情幸蹄こ、親子の心身の状況や養育環境等   

の把握や助言を行い、支援が必要な家庭lこ対しては適切なサービス提供  

ド結びつけることを目的とする事業。   

ア 対象者  

生後4か月までの乳児のいるすべての家庭   

イ 訪問の時期  

対象乳児が生後4か月を迎えるまでの間に1回訪問することを原則  

とする。  

ただし、生後4か月までの間に、健康診査等により親子の状況が確  

認できており、対象家庭の都合等により生後4か月を経過して訪問せ  

ざるを得ない場合は対象とする。この場合も、少なくとも経過後1か  

月以内に訪問することが望ましい。   

り 訪問者  

訪問者については、特に資格要件は問わない。  

保健師、助産師、看護師の他、保育士、母子保健推進員、愛育班員、  

児童委員、母親クラブ、子育て経験者等から幅広く人材を発掘し、訪  

問者として登用して差し支えない。  

ただし、訪問に先立って、訪問の目的や内容、留意事項等について  

必要な研修（講習しを行うものとする。  

② 実施内容   

ア 育児に関する不安や悩みの堕＿堅、相談   

イ 子育て支援に関する情報提供  

り 要支援家庭に対する提供サービスの検討、関係機関との連絡調整  

－
一
の
0
0
－
 
 

ウ 訪問者  

訪問者については、保健師、助産師、看護師の他、保育士、母子   

保健推進員、愛育班員、児童委員、母親クラブ、子育て経験者等か  

ら幅広く人材を発掘し、訪問者として登用して差し支えない。  

ただし、訪問に先立って、訪問の目的や内容、留意事項等につい  

て必要な研修を行うものとする。  

② 実施内容   

ア 育児に関する不安や悩みの坦墜、相談   

イ （略）   

り 乳児及びその保護者の心身の様子及び養育環境の手巴握   

主 支援が必要な家庭に対する提供サービスの検討、関係機関との連  

絡調整  

． ．ち  仁  ㌧√ L？軋 －■一丁 



⊥墓掛こ当た？ての留意事項   

家庭訪問卿  

ヱ遡舌用して、本事業の周知を図  

るとともに事前に訪問日時の同意を得るよう、訪問を受けやすい環  

堕ゴ｛旦を進める辻 

1■ 訪問計押個甘職員以タ、の毒の甥今には、訪問活動によって知り得  

た情報については、守秘義務を課し、個人情報の保護に万全を期す  

こと。  

り 主ノ潤の葦は、身分証を提示すそなとして市町隼からの訪問者てある  

三とき＿蟄確に‾i‾与こと  

エ 訪問の際は、親子の状態を最優先に考慮しながら置を進めるととも  1；ユ躯等lこよっては  
畳込間も考慮すること。  

オ 訪問の原は、地域子育て支援拠点事業の実施場所一覧表を持参する  

なと、子育て綬子か必要とすそ身近な地域ての様々な子育て支援l；  

関する情報互提イ共すること。  

力働こ基づき、市  

墜杜旦坦首瓢署こ鞄草すること。  

捌ン卜し、支援  

が必要な家庭か否かを判断すること。  

－
一
の
∽
－
 
 

塵 研修  

訪問者に対して、必ず研修を実施すること。   

研修はし査卿実施するものとし、実施に   

当たっては、家庭訪問の同行や援助場面を想定した実技指導等を組み込   

み、訪問の内容及び質が一定に保てるよう努めること。あわせて、個人  

堕 研修」選里⊥   

細工実施するもの   

とし、実施に当たっては、③の留意事項を踏まえるとともに、家庭訪問   

の同行や援助場面を想定した実技指導（口ルイング等）などを   

組み込み、訪問の内容及び貢が一定に保てるよう努めること。  

情報の適切な管理や守秘義務等についても研修を行うこと。   

なお、専門資格を有する者については、各自の専門領域に関する部分   

については省略しても差し支えないものとする。  

金 ケース対応会議  

訪問により支援が必要な家庭に対しては、必要に応じて、個別ケース   

ごとに具体的なサービスの種類や内容等について、訪問者、市町村担当   

者、医療関係者等によるケース対応会議を開催し、その結果を踏まえ、   

養育支援訪問事業等による支援やその他の支援に適切に結びつけるこ   

と。   

⑤ ケース対応会議   

訪問により支援が必要な家庭に対しては、必要に応じて、個別ケース   

ごとに具体的なサービスの種類や内容等について、訪問者、市町村担当  

者、医療関係者等によるケース対応会議を開催し、その結果を踏まえ葺  

盟互選 

ととすること。  



塵 新生児訪問指導等との関係  

既に、母子保健法に基づく新生児訪問指導等や独自の訪問活動を実施  

している市町村畔を実施  

至る場合、本事業の②の内容を満たす場合は、本事業として取り扱って  

董⊥支ネないこL   

塁 実施計画  

本事業は、卿こと  

を目的としているが、卿でき  

る体制整嘩が困難な場合車軸と  

も認めら岬（対象家庭Iこ  
対する訪問実績）100％に向けた実施計画を作成する蔓ととし、その  

計画期間は平成21年産までとする。  

左塵⊥＿作成に当たっては、既に実施している新生児訪問指導や独自の  

訪問活動の役割分担や活用策について検討し、実効的な計画とすること。   

（2）育児支援家庭訪問事業   

① 事業内容  

市町村の中核機関において、関嘩機関等からの情報収集等によ吐把握  

した養育支援の必要性があると判断した家庭に対し、子育て経験者等lこ  

よる育児・家事の腰助又は保健師等による具体的な育児支援に関する技  

術的援助を訪問により実施する事業。  

⑤ 新生児訪問指導等との関係   

児童福祉法第21条岬封こ基づく新生   
児訪問指導等と併せて本草業を実施することができるが、その場合、②   

の実施内容を満たす必要があるので十分留意すること。  

塵 実施計画   

事業を行う年度の実施計画を作成すること。実施計画の作成に当たっ   

ては、既に実施している新生児訪問指導や独自の訪問活動の役割分担や   

活用策について検討し、実効的な計画とすること。  

なお、㈲童福祉   

法第21条の10の2第1項により、市町村に対し、その実施について努  

力義務が課されていることから、できる限り早期の実施に努めること。  

（2）華育支援訪問事業  

（D 事業内容  

乳児家庭全戸訪問事業等により把握した保護者の養育を支援すること  

が特に必要と認められる児童若しくは保護者に監護させることが不適当  

であると認められる児童及びその保護者又は出産後の養育について出産  

－
一
可
○
－
 
 

前において支援を行うことが特に必要と認められる妊婦に対し、その養  

育が適切に行われるよう、閲、手旨導、  

助言その他必要な支援を行う事業（児童福祉法第6条の2第5項に規定  

される事業）。  

② 実施方法   

ア 支援の対象  

この事業の支援対象は、生後4か月までの全戸訪問事業の実施その  

他により市町村長が訪問による養育支援が必要であると認めた、次に  

掲げるような一般の子育て支援サービスを利用することが難しい家  

庭を対象とする。  

② 実施方法   

ア 支援の対象  

この事業の支援対象は、乳児家庭全戸訪問事業の実施その他により  

市町村長が訪問による養育支援が必要であると認めた、次に掲げるよ  

うな一般の子育て支援サービスを利用することが難しい家庭を対象と  

する。  

（ア）若年の妊婦、妊婦健康診査未受診及び望まない妊娠等、妊娠期   

からの継続的な支援を特に必要とする家庭。  

吐 出産後間もない時期（概ね1年程度）の養育者が、育児ストレ   

ス、産後うつ状態、育児ノイローゼ等の問題によって、子育てに  

旺⊥ 出産後間もない時期（概ね1年程度）の養育者が、育児ストレ  

ス、産後うつ病、育児ノイローゼ等の問題によって、子育てに対  
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対して強い不安や孤立感等を抱える家庭。  して不安や孤立感等を抱える家庭、又は虐待のおそれや、そのリ  

スクを抱える家庭。  

摘要とする家庭も対象とする。  

（イ） ひきこもり等家庭養育上の問題を抱える家庭や、児  （ウ）働舌訝断割こついて、不適切な養育状態lこあ畳屋   

直筆、碑割こ支獲が必要と認め   

られる家庭。  

童が児童養護施設等を退所又は里親委託終了後の家  
庭復帰等のため、自立に向けたアフターケアが必要な   

塞旦  

（ウ） 児童の心身の発達が正常範囲にはなく、又は出生の  （爛こより、児童が復帰   

した後の家庭。  状況等から心身の正常な発達に関して諸問題を有し  

ており、将来、精神・運動・発達面等において障害を  

招来するおそれのある児童のいる家庭  

イ 支援内容   

（ア）妊娠期からの継続的な支援を特に必要とする家庭等に対する安   

イ 支援内容  

（ア） 家庭内での育児に関する具体的な援助  

定した妊振御支援  

イ・坦産後間もなし 

児不安の解消や養育技術の提供等のための相談■支援  

（ウ）不適切な養育状態にある家庭など、虐待のおそれやそのリスク   

a  産裾期の母子に対する育児支援や簡単な家事等  

膵助  

b 未熟児や多胎児等に対する育児支援・栄養指導  －
一
」
一
－
 
 

c 養育者に対する身体的・精神的不調状態に対する   

を抱える家庭に対する養育環境の維持・改善や子の発達保障等の   

ための相談・支援  

凋こより児童が復埋上   

た後の家庭に対して家庭復帰が適切に行われるための相談・支援  

相談t粗星  d牒・手旨導  
e  児童が児童養護施設等を退所後にアフターケア  

を必要とする家庭等に対する養育相談・支援  

発達相談・訓練指導  

家庭における指導が必要な場合には、理学療法士  

等を派遣して、家庭の状況等に即した発達指導を行  

1 」  

り 支援の対象者、支援内容の決定方法   ウ 支援内容の決定方法  

この事業の中核となる機関（中核機関）を定め、中核機関において   

関係機関からの情報提供や状況把握のための訪問の実施により養育支   

援の必要の可能性があると思われる家庭に関する情報の収集を行う。  

中核機関は、これらの把握した情報から支援の内容を判断するため   

の一定の指標に基づき、本事業による訪問支援の対象者及び支援の内   

容を決定する。  

なお、この中核機関は、子どもを守る地域ネットワーク（要保護児   

童対策地域協議会）の調整機関がその機能を担うことが望ましい。   

この事業の中核となる機関（中核機関）を定め、中核  

機関において関係機関からの情報提供や状況把握のた  

めの訪問の実施により養育支援の必要の可能性がある  

と思われる家庭に関する情報の収集を行う。   

中核機関は、これらの把握した情報から支援の内容を  

判断するための一定の指標に基づき、本事業による訪問  

支援の対象者及び支援の内容を決定する。   

なお、この中核機関は、要保護児童対策地域協議会（子  



どもを守る地域ネットワーク）の調整機関がその機能を   

担うことが望ましい。  

エ 訪問支援¢実施者  

訪問支援の実施者は、中核機関において立案された支   

援内容、方法、スケジュール等に基づき訪問支援を実施   

する。  

（ア）養育支援の必要の可能性があると思われる家庭に対  

エ 訪問支援者  

（ア）訪問支援者  

訪問支援の実施者は、中核機関において立案された支援内容、方   

法、スケジュール等に基づき訪問支援を実施する。  

訪問支援者については、専門的相談支援は、保健師、助産師、看   

護師、保育士、爛・家事援助   
については、二珊  

なお、複数の訪問支援者が適切な役割分担の下に支援を実施する  

する育児、家事の援助については、子育てOB（経験者）、  

ヘルパ瀾痕‾㌻一ぁく，  

（イ）産後うつ病、育てにくい子ども等複雑な問題を背景  

に抱えている家庭に対する具体的な育児支援に関す  など、効果的な支援を行うこと。  

る技術指導については、保健師、助産師、看護師、保  （イ）研修   

訪問支援者に対して、訪問支援の月的、駆引こつ   

いて、必ず研修を行うこと。  

研修は、瑚こより実施するものとし、実   

施に当たっては、家庭訪問の同行や援助場面を想定した実技指導等   

を組み込み、訪問の内容及び質が一定に保てるよう努めること。あ  

育士、児童指導員等が実施する  

－
一
」
N
－
 
 

わせて、個人情報の適切な管理や守秘義務等についても研修を行う  

ことL  

なお、専門資格を有する者については、各自の専門領域に関する  

部分については省略しても差し支えないものとする。  

（3）ファミリー・サポート・センター事業   

① 基本事業  

Z 

＿  

ファミリー・サポート ■ センター（地域において子ど  

もの預かり等の援助を行いたい者と援助を受けたい着  

からなる会員組織をいう。以下同じ。）を設立して行う  

以下に掲げる事業。（ただし、以下の（ア）～（ウ）全ての事  

業を実施し、会員数100人相当以上のファミリー・ サ  

ポート・センターを対象とする。・）  

（ア）（略）  

（イ）（略）  

（3）ファミリー・サポート ■ センター事業  

堕＿ 事業内容  

ア ブアミリー・サポートーセンター事業は、ファミリー  

サポート・センター（地域において子どもの預かり・等の  

援助を行いたい者と援助を受けたい着からなる会員組  

織をいう。以下同じ。）を設立して行う以下に掲げる事  

業。（ただし、以下の（ア）～（ウ）全ての事業を実施し、会  

員数100人相当以上のファミリー■サポート ーセンタ  

ーを対象とする。）  

（ア） 会員の募集、登録その他の会員組織業務  

（イ） 相互援助活動の調整等  
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（ウ）（略）  

（エ）（略）   

（オ）子育て支援関連施設一事業（保育所、児童館、乳児院、地域子  

育て支援拠点事業、病児巨病後児保育事業、子育て短期支援事業  

量Lとの連絡調整  

イ 相互援助活動の内容  

（ア）（略）  

（イ）（略）  

（ウ）（略）  

（エ）（略）  

（オ）（略）  

（力）（略）   

旦 ファミリー・サポート・センターの設置について  

1ヱ⊥（略）  

（イ）（略）  

（ウ）会員に対して相互援助に必要な知識を付与する講   

習会の開催  

（エ） 会員の交流を深め、情報交換の場を提供するための   

交流会の開催  

事業（乳児院、保育所、  （オ） 子育て支援関連施設  
後児保育  事業、子  病児・病  育て支援セ  ンタ一事業  

王 

イ 相互援牒＝舌動は、   

（ア） 保育施設の保育開始時や保育終了後の子どもの預  
かり   

（イ） 保育施設までの送迎   

（ウ） 放課後児童クラブ終了後の子どもの預かり   

（工） 学校の放課後の子どもの預かり   

（オ） 冠婚葬祭や他の子どもの学校行事の際の子どもの  

預かり   

（力） 買い物等外出の際の子どもの預かり  

等の活動とする。  
墾 

ヱ 本部の設置について  

各市町村1か所設置できること。   

4 一  

政令指定都市については区ごとに1か所、本部のほ  

かに支部を設置することができること。  

ただし、合併した市町村において、合併前の旧市町  

村単位で支部を設置する場合については、事業の規模  

にかかわらず特例として支部を設置することができ  

るものとする。   

③一 アドバイザーの配置について  

ファミリー・サポート・センターには、アドバイザー  

（相互援助活動の調整等の事務を行う者をいう。以下同  

じ。）を配置すること。  
また、ファミリー・サポート・センターの事業規模に  

応じて、会員の中からサブ・リーダー を配置することも  

－
一
」
∽
－
 
 

エ 実施方法  

（ア）（略）   



差し支えないこと。  

畔トーの運営lこ・ついて   
乙 会則の制定  

市町村は、あらかじめ相互援助事業の実施に必要な  
事項を規定したファミリー・サポート・センターの会  

則を制定すること。   

イ アドバイ‾ザーーー及び－サニブ・リーーダーーの業務   

（ア） アドバイザーの業務は、次の■とお●りであること。  

（イ）（略）  

削除   

サポート・センターの事業内容の周   a  ファ ミリー  

知、啓発  

b 会貞＝い募集、登録  

c 会員の統括  
d サブ・リーダーの選任  

e サブ∴リーーダーーの毒害成1旨導  

f  会員の相互援助の調整  g即実施   
h潮目功‘言   i㈱等と  

の連絡調整   

j  ファミリーー・－サボーート・・・セニンターーの…降車那㌢務＝等の  

業務運営  

（イ）ルあ一るここと。   

aル統括   
b グループ会員の募集  

－
一
一
－
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c アドバイザーとの連絡調整  d瀬各調整  
e アドバイザーの指示を受け、会員の相互援助の調  

堂 －  

f  各グループのサブ・リーダーとの連絡調整  

皇＿ 会員の登録  

会員の登録に関しては、1年ごとに更新・整理する  

ことが望ましいこと。  

茎 

＿  

会員間で行う相互援助活動は、子どもの預かり等の  

辺⊥（略）  

（エ）（略）   
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援助を行いたい者と援助を受けたい者との請負又は  

準委任契約に基づく ものであること。  

宣＿ 保険の加入  

会員が行う相互援助活動中の子どもの事故に備え、  

補償保険に加入するものとすること。  

史 

＿  

子どもを預かる場所は、原則と して援助を提供する  

会員の自宅とすること。  

ただし、子どもの預かり等の援助を行いたい者と援  

助を受けたい者との間で合意がある場合は、この限り  

でないこと。  

圭 

＿  

相互援助活動の実施に当たっては、子どもの預かり  

等の援助を行いたい者は1人又は複数の援助を受け  

たい者の子どもを預かることができること。  

なお、小学校就学の始期に達するまでの子どもを預  

かる場合には、原則と して5人以下とし、6人以上を  

預かる場合には児童福祉法（昭和2 2年法律第16 4  

号）第5■9条の2に定める届け出を行わなければなら  

ない。  

乞 援助活動に対する報酬  

援助活動に対する報酬は、原則としてその会員相互  

間で決定するものであるが、報酬の目安として制度の  

趣旨、地域の実情等を反映した適正と認められる額を  

会則等で定めることができるものとすること。  

（オ）（略）  

（力）（略）  

臼⊥複数預かりの実施  

相互援助活動の実施に当たっては、子どもの預か   

り等の援助を行いたい者は1人又は複数の援助を受   

けたい者の子どもを預かることができること。  

なお、小学校就学の始期に達するまでの子どもを   

複凰預かる場合には、原則として5人以下とし、6   

人以上を預かる場合には児童福祉法（昭和2 2年法   

律第16 4号）第59条の2に定める届け出を行わ   
なければならない。  

（ク）（略）  

－
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②御業  

ア 事業内容   

病児・卿  

かり、卿、り  

等」という。以下同じ。）をファミリーー サポート・  

センターにおいて行う事業。（ただし、  アの（ア）～  

（ウ）に加えて以下の事業を実施することとし、会員数  

は問わない。）   



（7㈱已・病後児の預力、り等の相互援   
助に必要な知識を付与する講習会の開催  

（イ）灘舌動が実施できるよう医療機   
関との連携体制の整凰  

り）早朝・夜間等の急な相互援助の依頼lこも対応で  
きる体制の整備  

イ凋   

ミ7・ 

（イ）潮力、り  

（ウ）早朝・夜間等の緊急時の子どもの預力、り   

…高児・病後児保育  

施設等 

り 実施方温   

①エ（ア）～（ク）に加えて、1岬よること。  

（ア）会員への講習の実艶  

病児・病蜘よう、別途  

示す項目、時間を概ね満たした講習を実施し、これ  

を修了した会員が活動を行うこと。 

また、フォローーアップ研修等の実施lこより、テ舌動  

の質の維持、向上に努めるこL  

（イ）医療機関との連携体制の整備  a瀬町会等Iこ  
対し、㈱との  

連携体制を十珊   

b倒し、保・健医療面での助言が随時  

受けられるよう、斬引師を  

あらかじめ選定するこL   

朝子どもを受け入れても  

与う協瑚トるここと。  

（ウ）依頼の受付体制につし、て  

病児・榊め、   

ファミリー‥叫臥長、   

携帯電話による受付、転送電話による受付などによ  

り、1日8時間を超えて依頼の受け仰相  

－
一
」
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－
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の調整がで皇姐  互援助活動  

王宇・j甑寸阜こと・   

b（℃エ（キ）にか吐血⊥茎  
ること  1人までとす   

病児・痘後退剋＿皇j亘  c アドバイザニ量」皇   

二 

：＿‥壬、  
こと。  をとる   

才近隣市町村土民の利明について   

・ 

〒こ．‡二 
璽亨るよう努めろこと  

J・寧毒突他の体制整備について  

卓蕗2 
jのア了～うの黒輔みを≒憧評斬、濾とすそ   

（4）（略）   
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（4）子育て短期支援事業   

① 事業の種類及び内容  
保護者の疾病その他の理由により家庭において児童  

を養育することが一時的に困難となった場合及び経済  

的な理由により緊急一時的に母子を保護することが必  

要な場合等に、児童養護施設その他の保護を適切に行う  
ことのできる施設（以下「実施施設」という。）において一定期  
間、養育・保護を行うことにより、これらの児童及びその家庭の福祉  
の向上を図ることを目的とする事業0  

ァ 短期入所生活援助（ショートステイ）事業  

（7）事業内容  

市町村は、保護者が疾病、疲労その他の身体上若  
しくは精神上又は環境上の理由により家庭におい  

て児童を養育することが一時的に困難になった場  

母子を保護  緊急一時的に   済的な理由により  合や経  



す
育
対
 
 

）
 
 

イ
 
 

（
 
 

る
 

ことが必要な場合等に実施施設  

保護を行うものとする。  
において養  

象者  

この事業において対象となる者は、次に掲げる事  

由に該当する家庭の児童又は母子等とする。  

a 児童の保護者の疾病  

b 育児疲れ、慢性疾患児の看病疲れ、育児不安など  

身体上又は精神上の事由  

C 出産、看護、事故、災害、失踪など家庭養育上の  

事由  

d 冠婚葬祭、転勤、出張や学校等の公的行事への参  

加など社会的な事由  

e 経済的問題等により緊急一時的に母子保護を必要  

とする場合  

（ウ）利用期間  

養育・保護の期間は7日以内とする。ただし、市  
町村が必要があると認めた場合には、必要最小限  

の範囲内でその期間を延長することができる。   

イ 夜間養護等（トワイライトステイ）事業   

（7）事業内容  

市町村は、保護者が、仕事その他の理由により平  

日の夜間又は休日に不在となり家庭において児童  

を養育することが困難となった場合その他の緊急  

の場合において、その児童を実施施設において保護  

し、生活指導、食事の提供等を行うものとする。   

（イ）対象者  

この事業において対象となる者は、保護者の仕事  

等の理由により、平日の夜間又は休日に不在となる  

家庭の児童とする。  

② 実施場所  
この事業は、児童衰護施設、母子生活支援施設、乳児  

院、保育所等住民に身近であって、適切に保護すること  

ができる施設で実施するものとする。  

③ 実施方法  

－
一
｝
む
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ア 児童等の近隣に実施施設がないこと等により必要な  

養育・保護を行うことが困難である場合には、実施施設  

は、あらかじめ登録している保育士、里親等（市町村が  

適当と認めた者。以下「里親等」という。）に委託する  

ことができるものとする。  

イ 実施施設において、保育士、里親等に委託する場合に  

は、委託された者の居宅において又は当該児童の居宅に  

派遣して養育・保護を行うものとする。  

ウ 実施施設は、児童の養育に経験を有する保育士、里親  

等を複数登録しておく こと。  

エ 夜間養護等（トワイライトステイ）事業の実施施設は、  

児童等の安全性の確保等のため、保育所や学校、居宅等  

への児童の送迎に努めること。  

（5）延長保育促進事業   

（D 事業の種類及び内容  

就労形態の多様化等に伴う延長保育の需要に対応するため、児童福祉法  

第3 9条に規定する、市町村以外の者の設置する保育所（以  

下「民間保育所」という。）の開所時間を超えた保育を行  

う事業。  

ア 延長保育推進事業（基本分）  

イの事業を実施する民間保育所における保育士配  

置の充実を図ることにより、11時間の開所時間の始  

期及び終期前後の保育需要への対応の推進を図るも  

の。  

イ 延長保育事業（加算分）  

民間保育所の11時間の開所時間の前後の時間に  

おいて、さらに3 0分以上の延長保育を実施するも  

の。   

② 実施方法  

ア 延長時間の定義  

延長時間の定義は次のとおりとすること。  

なお、同一保育所又は送迎保育ステーションにおい  

て開所時間の前及び後ろで延長保育を実施する場合  

（5）延長保育促進事業   

（丑 （略）  －
一
】
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② （略）   



は、前後の延長保育時間及び対象児童数を合算するこ  

とはせず、前及び後ろそれぞれで延長時間を定めるこ  

と。  

なお、   

（7）1時間延長とは、開所時間を超えて1時間以上の延  

長保育を実施しており、当該延長時間内の1日当たり  

平均 

が6人以上いることをいう。  

（イ）2時間延長とは、開所時間を超えて2時間以上の延  

長保育を実施しており、当該延長時間内の平均対象児  
童数が3人以上いることをいう。   

（ウ）3時間以上の延長については、（イ）と同様1時間毎  

に区分した延長時間以上の延長保育を実施しており、  

当該延長時間内の平均対象児童数が3人以上いるこ  

ととする。   

（エ）30分延長とは、上記（7）～（ウ）に該当しないもの  

で、開所時間を超えて30分以上の延長保育を実施し  

ており、当該延長時間内の平均対象児童数が1人以上  

いることをいう。  

なお、（エ）を除き、複数の延長時間区分に該当する  

場合は、最も長い延長時間の区分となること。  

また、平均対象児童数とは、年間の上記の延長時間  

区分における各過ごとの最も多い利用児童数をもっ  

て平均し、小数点以下第一位を四捨五入して得た数と  

すること。   

イ 対象児童  

実際に延長保育を利用した保育所入所児童とする。  

なお、事業に支障のない範囲内で市町村が適当と認  

めた児童を対象とできること。   

り 給食等  

対象児童に対し、適宜、間食又は給食等を提供する  

こと。  

③ 実施場所  

事業の実施場所に当たっては、保育所の他、公共的施  

－
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③ （略）  
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設の空き部屋など適切に事業が実施できる場所を確保  

すること。  

④ 職員配置  

（Dのアの事業を実施するに当たっては、11時間の開  

所時間内に児童福祉施設最低基準（昭和23年厚生省令  

第6 3号）第3 3条第2項及びその他の補助金等の配置  

基準に規定する保育士のほか、保育士を1名以上加配す  

ること。  

また、①のイの事業を実施するに当たっては、延長時  

間帯に、対象児童数の多さ等に応じて常時2名以上の保  

④ 職員配置  

①のアの事業を実施するに当たっては、11時間の開  

所時閣内に児童福祉施設最低基準（昭和23年厚生省令  

第63号）第33条第2項及びその他の補助金等の配置  

基準に規定する保育士のほか、保育士を1名以上加配す  

ること。  

また、①のイの事業を実施するに当たっては、延長時  

間帯に、対象児童岬憂  

世でき  

ない。  

育士を配置すること  

⑤ 保護者負担額  

①のイの事業を実施するに当たっては、あらかじめ保  

護者負担額を設定すること。   

2 交付要綱の3の（2）その他の事業のうち、次に掲げる要件   

を備える取組内容であるものについて評価をし、別表（評価に   

対する基準点数表）の評価2に定める基準点数を交付金算定の   

基礎とする。  

（1）へき地保育の推進  

① 趣旨  

交通条件及び自然的、経済的、文化的諸条件に恵まれ  

ない山間地、開拓地、離島等のへき地における保育を要  

する児童に対し、必要な保護を行ない、もってこれらの  

児童の福祉の増進を図ることを目的とすること。  

② 実施要件  

ア へき地保育所の定義  

児童福祉法第3 9条に規定する保育所を設置するこ  

とが著しく困難であると  

認められる地域に設置される児童を保育するための  

施設であって、市町村長が（aのり及びエの基準に適合  

すると認め指定したものをいう。  

イ 入所決定  

⑤ （略）  
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2 （略）  

（1）（略）   



へき地保育所への入所の決定は、市町村長がその地  

域内における保育を要する児童又は、特に必要がある  

ときはその他の児童につき、行なうものとする。  
ウ 設置基準  

（ア） 設置主体  

へき地保育所の設置主体は、市町村とする。  

（イ） 設置場所  

へき地保育所を設置する場所は、次のいずれかで  

なければならない。  

a  へき地教育振興法（昭和29年法律第14 3号）  

第5条の2の規定によるへき地手当（以下「へき地  

手当」という。）の支給の指定をうけているへき地  

学校の通学区域内であること。  

b 一般職の職員の給与に関する法律（昭和2 5年法  

律第9 5号）第13条の2第1項又は地方自治法  

（昭和22年法律第6 7号）第2 04条第2項の規  

定による特地勤務手当（以下「特地勤務手当」とい  

う。）の支給の指定を受けている国又は地方公共団  

体の公官署の4キロメートル以内にあること。  

c へき地手当又は特地勤務手当の支給の指定を受  

けることとなる地域内にあること。  

d aからcまでのいずれかに準ずるものと して市  

町村長が認める地域内にあること。  

エ 設備及び運営の基準  

へき地保育所の設備及び運営については、次に掲げ  

る基準によるもののほか、児童福祉施設最低基準（昭  

和23年厚生省令第63号）の精神を尊重して行なう  

ものとする。  
（ア）1日当たり平均入所児童数が10人以上いること。  

ただし、10人を下回っても、2年間は経過的に対  

象となること。  

なお、1日当たり平均入所児童数とは、年間延べ利  

用児童数を年間開所日数で除して得た数とすること。  

（イ） 公民館、学校、集会所、共同作業所、婦人ホーム、   
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寺院等の既設建物の一部を用いてへき地保育所を設  

置する場合においては、その設備をそのへき地保育所  

のために常時使用することができるものでなければ  

ならないこと。  

（ナ） 保育室、便所及び屋■外遊戯場（その附近にあるこれ  
にかわるべき場を含む。）その他必要な設備を設け 

それらの規模は適正な保育ができるように定めるこ  

と。  

（エ） 必要な医療器具、医薬品、ほう帯材料等を備えるほ  

か、必要に応じて楽器、黒板、机、椅子、積木、絵本、  

砂場、すべり台、ぶらんこ等を備えること。  

（オ） 保育士を2人以上置〈 こと。  

ただし、所定の資格を有する者がいない等やむを得  

ない事情があるときは、うち1人に限り児童の保育に  

熱意を有し、かつ、心身ともに健全な者をもってこれ  

に代えることができること。  

（力） 保育時間、保育の内容、保護者との連絡方法等につ  

いては入所児童が健やかに育成されるようその地方  

の実情に応じて定めること。  

（2）家庭支援推進保育の推進   

① 趣  

日常生活における基本的な習慣や態度のかん養等につ  

いて、家庭環境に対する配慮など保育を行う上で特に配慮  

が必要とされる児童が多数入所している保育所に対し、保  

育士の加配を行うことにより入所児童の処遇の向上を図  

ることを目的とする。   

② 実施要件  

本事業の対象となる保育所は、次のア～エの要件を満  

たすものであること。  

ア 対象児童  

日常生活における基本的な習慣や態度のかん養等に  

ついて、家庭環境に対する配慮など保育を行う上で特に  

配慮が必要とされる保育所入所児童。  

－
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（2）（略）   



イ 受入れ状況  

②のアに該当する児童が入所児童の40％以上で  

あること。  

なお、②のアに該当する児童であるかについては、  

市町村が児童の状況や家庭環境について保育所長等  

の意見を参考としながら、総合的な観点から判断する  

こ と、  

ウ 保育士の配置  

対象保育所に対し、児童福祉施設最低基準（昭和2  

3年厚生省令第63号）第33条第2項及びその他の  
補助金等の配置基準に規定する職員のほか本事業の  
実施のために必要な保育士を配置すること。  

エ 実施内容  

②のウにより配置された保育士は、②のアに該当す  

る児童に対する指導計画を作成し、計画的に保育に当  

たるとともに、定期的に家庭訪問をするなど家庭に対  

する指導を行うこと。   

・旦 叩域l；おlナろイ＝事と竺若の翠程 

子 

宣鱒頚、子育て支援団体、子育て当事者のみな室生   

企業も含めて連携閻   

壬る地域ぐ墜  

みの子育て意識を醸成する㌧  

② 事業内容量   

凄のア～ウl三ついて、酢モ溝ヒし全て実塗した歩合にホ±ン上昇宣対象ヒチ  

・る  

て．．連準の碍の設茸∴†品位与  

次世代育成支媒対華†碍会軍を活用するなと、塵筆圭貴重行軋・遷長句  

体等との連携噸  

」要件】  

迩嘩場lこ村いて連携・協働すること⊥  
・市町村  
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企業（笹薮団体含む）  

子育て支援団体（NPO法人など）  

子育て当事者（サークル団体など）  

・その他関係機関（都道府県労働局など、市町村が必要と判断  

主星後置L   

イ㈱一横言寸・実   

施   

意識の醸成を目的と址地域lこおけるイベントの企画や、企業の両立支   

援に向けた取組の検討など、地域における仕事と生活の調和に資する具   

体的な取組を企画・検討し実施する。  

【要件】  

連携の場において年間を通じて検討を行い実施に移すこL  

＜取組の例＞  

・子育て支援団体や企業等と協働したイベント（例えば、事業主行動  

計画策定を啓発するためのシンポジウム、研修会等）の実施  

・企嘗、㈱蔓（両立支援）lこインセンティブを与える   

ための行政のバックアップのあり方（企業のイメージアップに資す   

るため、行政が企業の取組をPRする等）など   

り働  

仕事と生活の調和に取り組む企業の好事例や自治体の取組等を収  

集し、地域の子育て支援情報と併せて、坤紺欄」物等lこお  

いて情報発信・PRを行い、輝（子育て支援団体   

等を積極的に活用）  

（ア）御簾・収集  
【要件】  

都道府県（労働局が事務局）に設置される「仕事と生活の調  

和推進会議」との連携や、二岬働し地域企業  

の取組情報を取材する体制を整えるなど、仕事と生活の調和に  

取サ組む企業の好事例の収集体制を整えるこL   

（イ）収集した情報の内容  

1
一
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【要件】   

都道府県との連携や、子育て支援団体等による取材、協議会   



の場における検討の結果実現された取組など、仕事と生活の調  

和推進に資する取組の情報であること。その他、一般的に知ら  

れていないと考えられる子育て支援に資する地域の情報（イン  

フォーマルな情報）なども含むこと。  

＜情報の例＞   

○両立支援   

・両立支援関係の施策情報   

・ファミリー・フレンドリー企業（地域）の紹介   

○インフォーマルな情報   

・子育て支援団体・M）0法人の取組内容  

■子育てサークル等自主グループの内容  
・相談窓口  

ト情報  フリーマーケッ   

・託児付き講習会、研修会 など  

○その他地域における必要な情報  

（ウ）情報発信・PR   

aシンポジウム等の開催lこよる情報発信等   

【要件】  

子育て支援団体や経済団体（商工会議所等）等と連携し、  

シンポジウム■フォーラ瑚舌動へ  

の参加などにより、酬青報の発信や企業の取組のPR  

等を年間を通じて行い、地域における仕事と生活の調和推進  

のための意識啓発等を図る。   

b印刷物の配布等による情報発信等  

－
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【要件】  

情報発信等にあたっては、特に乳幼児のいる子育て家庭が   

情報の入手をしやすい方策をとること。例えば、母子手帳交   

付時や乳幼児検診、こんにちは赤ちゃん事業を活用した印刷   

物の配布や、子育て情報に関するHPの活用など。  

（3）次世代育成支援人材養成事業   

の 趣  

核家族化等lこより子育てlこ不安を持つ世帯の増加や地土或・家族におけ  

る子育て力の低下が認められることから、子育て支援サービスの充実を  

璃さてざここ一こ  －－こ≒ ＿ ＿ 一〔㌧い†一 ・「－ －【－ヰ ⊥・岬T－ ▼＿．＋ 」 －“  」 、 一  
‾  －r    ■▼ －て－   



図っていく必暑がある中上担域力を活用した子育て支援の充実は重要で   

あり、㈱  

塵 事業内容等  

次のア及びイのいずれか又は両方とも実施した場合にポイント算定対   

象とすk  

ア 地域の様々な次世代育成支援の取組を把握し、親の子育てを支援す  

るコーディネーター的役割を果たす者の養成   

J ア）子育て中の親のニーズの多様化と支援の意義  

け）子育て支援lこ関わる各施設との連携のあり方   

（ウ）リスクマネジメント・ぐ虐待対応（つなぎ）など）  

などを中心として、コーディネーターとして必要な理解や知識をど  

を得るための研修を行う。  

イ 地域で行われる子育て支援事業lこ参画する者の養成   

（ア）地域lこおける子育て支援の必要性への理解  

（イ）保育の理解と援助  

などを中心として、子育て支援lこ関する基本的な理解や知識などを  

得るための研修を行う。  

（子育て支援事業の例）  

地域子育て支援拠点事業、一時預かり事業など  
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（4）子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業   

①趣  旨  

市町村において、子どもを守る地域ネットワーク（要保護児童対策地  

域協議会）（以下「地域ネットワーク」という。）の要保護児童対策調  

整機関（以下「調整機関」という。）の職員や地域ネットワークを構成  

する関係機関等（以下「地域ネットワーク構成員」という。）の専門性  

強化を図るとともに、地域ネットワークと訪問事業が連携を図り、児童  

虐待の発生予防、早期発見・早期対応に資することを目的とする。   

②事業内容  

ヱ 基本事業  

調整機関に職員を配置する市町村に対し、専門性の向上を図る取組を  

行う場合に交付する。  

（4）   

①  

② 基本事業  

Z 職員の配置  

調整機関に、職員（非常勤職員等を含む）を配置すること。   

」旦職員の配置  

調整機関に、専任職鼻（非常勤職員等を含む）を原則として配置  



するこL  

なお、j引壬職員（非常勤職員を含む）は、調整機関が行う業務   

に影響のない範囲内において、業務量lこ力、かわりなく調整機関の   

業務以外の母子、保育、障害児等を含む児童福祉分野の業務に携  

7岬（非常勤職員を含む）は、調整機関が行う業  

務に影響のない範囲内において兼務職員であっても差し支えない  

が、母子、保育、障卿こ従事する考  

とする。  

わっている看であっても差し支えないものとする。  

（イ）取組内容   

上旦の職員の専門性の向上のため、次の取組を行う。  

a 配置職員が児童福祉司の任用資格を満たしでいない場合  

次の「児童福祉司任用資格取得のための研修（講習会）」を  

受講させる。  

・児童福祉第13条第2項第1号の厚生労働大臣が指定す  

る講習会（社会福祉法人全国社会福祉協議会中央福祉学  

院が実施する「児童福祉司資格認定通信課程」）  

・児童福祉法施行規則第6条第6号から第10号及び同条  

第13号に規定する厚生労働大臣が定める講習会  

（都道府県が実施する「児童福祉司任用資格取得のため  

の研修（講習会）」）  

b 配置職員が児童福祉司の任用資格を満たしている場合  

更に児童虐待への専門性を向上させるため、次の研修を受講  

させる。  

・子どもの虹情報研修センター（日本虐待t思春期問題情  

報研修センター）が実施する研修  

・都道府県や研修機関等が実施する児童虐待対応研修  

土 付加的事業  

アの基本事業に加えて、次の（ア）～（ウ）の取組を行う市町村に対して  

イ 取組内容   

－ヱの職員の専門性の向上のため、次の取組を行う。  

a （略）   

児童福祉違算13条第2項第1号の厚生労働大臣が指定  

する講習会（社会福祉法人全国社会福祉協議会中央福祉学院  
が実施する「児童福祉司資格認定通信課程」）   

（略）  
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b （略）  

塗 付加的事業   

②の基本事業を実施することを要件に、次のア～りについて事業を実   

施する場合、それぞれポイント算定の対象とする。  

ア 地域ネットワーク構成員の専門性向上を図る取組  

地域ネットワーク構成員の専門性向上のため、学識経験者等の専  

門家を招へいし、児童虐待対応についての共有認識と運営手法につ  

いての研修会・講習会などを開催する取組や、個別ケースについて  

交付する。  

（ア）地域ネットワーク構成員のレベルアップを図る取組  

地域ネットワーク構成員に対L  

a アドバイザーとして学識経験者等の専門家を措暗し、児童虐待   

対応についての共有認識と役割分担等の効果的な運営手法につ   

いての研修会・講習会などを開催する。  

b 地域ネットワークの個別ケース検討会譲又は実務者会議に、ア  

の具体的な支援方法及び進行管理等についての助言・‡旨導を受ける  

取組。  

ドパイザーとして学識経験者等を招き、個別ケースについての具  

体的な支援方法及び進行管理等についての助言・指導を受ける。  
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、                                 】  」吐車型担¢控些杢ヱ上2ニクと彊鰻重換会等を開脚星担  
な運営手法や個別ケースについて旦真昼互連星び進行管理等lこ  

⊇し1王室塞退化皇国旦旦  

出L地域ネットワークと訪問事業との連携を図る取組  

地域ネッヒユニ 【膚 

（こんにちは赤ちやん事業）及び育児支援家喪誼野事巣並びこ母子  

土 地域ネットワークと訪問事業との連携を図る取組   

地域ネットワークの調整機関が養育支援訪問事業の中核機関と  

なり、必要に応じて行う地域ネットワークによる支援内容の協議の  

結果に基づき、養育支援訪問事業の実碓のための進行管理やその他  

の支援に係る連絡調整を行う取組や、乳児家庭全戸訪問事業（こん  

保健法に基づく訪問事業をいう。）が、次旦と良風た里狙萱  

行う。  

・地域ネットワ〝クの調整機関が育児支援家  又は母子保健法に基づく訪問事業等により把  にちは赤ちやん事業）  庭訪問事業の中核機関と  

堕された支援対象者の中で、特に地域ネットワ即  

応が必要な家庭に対して、地域ネットワークは訪問者と協力して支  

援を行う取組。  

内容の協議  なり、必要に応じて行う地域ネットワークに  

の  の結果に基づき、育児支援家庭訪問事業  

やその他の支援に係る連絡調整を亘う且  

に   の全戸訪問事業（こん   生後4か  

子保健法に基づく訪問事業等により把握された支援対象者の中で、特  

に地域ネットワークによるケ憫ス対応が必要な家庭に対して、地嘩杢   

ットワークは訪問者と協力して支援を行う。  
吐L地域住民への周知を図る取組   

地域ネットワーク活動や訪問事業活動についての地域住民への  
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生 地域住民への周知を図る取組   

地域ネ、佃旦   

周知を図るため、地域の子育て支援関係者や関係機関等を対象とし   

て、碑舌動や   

訪問事業活動についての情幸反発信を行う取組やマニュアル、援助事   

例集、又は社会資源名簿（社会資源集）を作成・配布し、周知を図   

る取組。   

星型堅組互宣亘j  周知を図るため、   

a 地域の子育て支援関係者や関係機関等を対象として、講演会  

嬰 開催を行い、地域ネットワニク三吉動や訪問事  やシン塑妻「皇室   

業享舌動につし雌五重丘i且＿  

問事業活動につ  b 地域ネットワーク活動や訪   いてのマニュアル  



②のイの（ア）のa～C岬こ、1市町村あた   

りのポイントを交付する。  

（イ）地域ネットワークと訪問事業との連携強化を図る取組  

②のイの（イ）をいずれも実施する場合に、1市町村あたりのポイン   

トを交付する。  

（ウ）地域住民への周知を図る取組  

②のイの（ウ）のa、bのいずれかを実施する場合lこ、1市町村あた   

りのポイントを交付する。  

3 交付要綱の3の（2）その他の事業については、次に掲げる   

要件を備える事業計画である場合は評価をし、別表（評価に対   

する基準点数表）の評価3に定める基準点数を交付金算定の基   

礎とする。ただし、市及び福祉事務所を設置する町村において、平成旦ユ   

年度に要保護児童対策地域協議会（虐待防止ネットワークを含む。）が設置さ   

れていない場合には、次に掲げる要件を備える事業に要するすべての経費につ   

いて、交付の対象としない。  

（1）（略）  

（2）以下に掲げる7つの取組のうち3つ以上取り組む場合又は  

総務省が実施する「頑張る地方応援プログラム（※）」にお  

いて策定するプロジェクトで以下に掲げる7つの取組のい  

3 交付要綱の3の（2）その他の事業については、次に掲げる   

要件を備える事業計画である場合は評価をし、別表（評価に対   

する基準点数表）の評価3に定める基準点数を交付金算定の基   

礎とする。ただし、市及び福祉事務所を設置する町村において、平成旦旦   

年度中に要保護児童対策地域協議会（虐待防止ネットワークを含む。）が設置   

されていない場合には、次に掲げる要件を備える事業に要するすべての経費に   

ついて、交付の対象としない。  

（1）地域の特性や創意工夫を活かした子育て支援サービスの提  

供等を行うための取組が事業計画に記載されている。  

（2）以下に掲げる7つの取組のうち3つ以上取り組む場合又は  

「平成2 0年6月3 0日総官企第2 7 0号総務省大臣官房  
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企画課長通知「頑張る地方応援プログラム」に係るプロジェ  

ずれかを実施する場合、基準点数表の評価3に定める基準点  

数について加算する。  

※平成20年度は「平成20年6月3 0日総官企第27 0号  

クトの卿工ク  

上＿で以下に掲げる7つの取組のいずれかを実施する場合等、  

基準点数表の評価3に定める基準点数について加算する。  

総務省大臣官房企画課長通知「頑張る地方応援プログラム」  

に係るプ岬実施  

①（略）  ① 安心して子どもを生み育てることができる社会につい   

て地域住民や関係者が参加して共に考える機会の提供  

子育てや子育て支援に関する各種のフォーラム、ワーク   

ショップの開催や子ども参加型のイベントを実施し、子  

どもと大人が交流し会える機会の提供などにより、子ど  

もを生み、育てることを社会全体で応援する意識の醸成  

を図る取組  

② 老若男女の地域住民の主体的な子育て支援活動、交流の  

一句し＿＿ 一   ＿  ぺこ ＿ ．、 ＿  



②（略）  男性、中・高校生などを  促進地域の高齢者や子育て   

含め、老若男女の地域住民が子育て支援活動に主体的に  

関われるようにし、多世代の交流を促進するため、保育   

所、児童館、自治会等で地域に開かれた各種子育てに関  

わる行事等を開催するなどの取組  

③ 要保護児童対策地域協議会（虐待防止ネットワークを除く。）の設置・  

運営  

地域における保健・医療・福祉の行政機関、教育委員会、警察、弁護  

士、ボランティア団体等の関係機関等から構成する要保護児童対策地域  

協議会（虐待防止ネットワークを除く。）を設置し、定期的な連絡検討  

会議等の開催など関係機関が連携しながら、地域における児童虐待の発  

生予防、早期発見、早期対応及び保護・支援・アフターケアを図るため  

の連携した活動を実施する取組   

④ 子どもたち本人からの電話相談等への対応  

児童虐待やいじめ等で思い悩む子ども達に対し、NPO法人等の民  

間団体と連携し、子どもたち本人からの電話相談等への対応を行う取  

組   

⑤ 食育の推進  

子どもの健やかな食習慣を培い、豊かな人間性を育む  

ため、食育推進連絡会を設置するなど保健センター、保  

育所、学校等関係機関の連携による取組   

⑥ 家庭内等における子どもの事故防止対策の推進  

乳幼児が家庭の浴槽で溺死する事故なども多いことか  

ら、家庭内における子どもの事故防止のための取組   

⑦ 思春期保健対策等の推進  

住民に身近な市町村において、地域の実情に応じた妊  

娠、出産、育児、母子の栄養、思春期等に関する各種母  

子保健事業を効果的・効率的に実施することにより、地  

域ぐるみで、健やかに子どもを生み育てるための施策を  

自主的に進めることを目的と した取組   

4 交付要綱の3の（2）の新待機児童ゼロ作戦に基づく保育等のニーズ調査  

③（略）  

④（略）  
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⑤（略）  

⑥（略）  

⑦（略）   

削除  

については、市町村が下記の取組を実施する場合に、交付要綱の5の（2）  

に基づき交付額を算定する。  
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平成21年度  平成20年度  

評価に対する基準点数表  
【特定事業】  

評価に対する基準点数表  
【特定事業】   

菓（こんにちは赤ちゃん事業）  庭全戸訪問   支一員が必要な家庭に対して、次の、ラー及び妻の対応をいずれも実施してし  
る市町村  

＝ 〉のうち、以下に削る醐  
○育児・家事の揉助  
○育児支腺に関する技術的I呈勒  

児 

家庭全戸  
聞手葉によ  
家庭訪問赦  

4
全
に
肪
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ト
 
 

戸妨聞手薫  ま
閏
 
 

月
肪
 
 

か
戸
 
 

（2）（＝以外の市町‡寸  
よる雲  
間数   

（2）（1）以外の市町村  

DO3ポイント  
1妨問あたリ  に関する技術的I  

分娩に関わった産村医僚機闇の助産師等による訪問支援  

003ポイント  育児・家事援助   －
一
∽
∽
－
 
 

専門的相談支援  1三方問あたリ  0．04ポイント  

分娩に関わった産科医療機関の助産  等による訪問支援  005ポイント  

■ 300人－ 599人  
・600人－ 999人  ○ファミリー・サホ○－ト・センター事業  

・t．000人～1499人   1市町村あたリ  の基本事業（会員数）  
・1．500人－1．999人   60，0ポイント  ・100人相当～299人  

800ポイント  
川0ポイント  

2000人～2．999人  

1000ポイント  ・300人－ 599人  140ポイント  
・3000人以上  

（21支部の舘暦箇所勤  ・600人～ 999人  200ポイント  

・10か所以上   500ポイント  ■1．000人～1，499人  400ポイント 1市町村あたり  

・10か所兼；為   1支部あたり  999人   60．0ポイント  

巧〕檜粒預かりの手膝（甲義妨はを除く【）   〔加豊）  ・2、000人～2，999人  80．0ポイント  

・3．000人以上  100．0ポイント  
○子育て短期支援事業  支部の設置箇所数  爪ショートステイ壬彙の実妹  

・2歳兼滋児＿愕作痛泉児  ・10か所以上  50，0ポイント  

・10か所未満  ・2歳以上児  5．0ポイント1支部あたリ  

・緊急一時保は  複数預かりの実施（兄弟姉妹を除く。）  5．0ポイント（加算）  
〔乏1トワイライトステイ事業の実施  控）病児・緊急対応強化モデル事案（病児・病後児預かりの利用件  

・基本分  ・～59件  ○、ト  
・宿泊分  ・60件～119件  120ポイント  ・休日デイサービス  
・悍香の送迎の実施   1か所あたリ  ・120件～199件  190ポイント  

・200件－299件  

・300件－399件  380ポイント   1市町村あたリ  

朴延長時間  ・400件～599件  520ポイ、ト  
・30分  ・600件以上  72．0ポイント  
・1時間  

≡iど．・  t近隣市町  村会鼻受入   5．0ポイント  
・2・〉31持W  

整備   
・4′・・51持W  

20．0ポイント  

・6【侍Ⅶ以上  
r′乏1慈恵分  23■0ポイント 伽監）  



平成20年度  平成21年度   

【その他の事業】  ○子育て短期支援事業   
のショートス丁イ事業の実施  

・2歳未満児、慢性疾患児  4．30ポイント  

・2歳以上児  2．35ポイント  

・緊急一時保護  
（卦トワイライトステイ事業の実施  

■基本分  0．45ポイント  

・宿泊分  0．45ポイント  

・休日デイサービス  l．∞ポイント  

一児真の送迎の実施  

1，5ポイント  

7．0ポイント  

0・60ポイント】00人日あたリ  

0．30ポイント1か所あたリ  

0延長保育促進事業  
の延長時間  

・30分  

・1時間  

・2～3時間  1l，0ポイント 1雷♯あたリ  

・4～5暗lⅦ  23．0ポイント  

・6時間以上  27．0ポイント  

②基本分  23．0ポイント（加工）  

【その他の事業】  

基 準 点 数  

評  

○へき地保育所   20．0ポイント 1か所あたリ  

○家庭支援推進保育事業   19．0ポイント 1か所あたり  

○次世代育成支援人材養成事業  

・コーディネーター養成研修   3ポイント1市町村あたリ  

・スタッフ養成研修   3ポイント 1市町刊あたリ  

※両方雪施のil含は6ポイント  

0子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業  
の基本事業  

・児童福祉司任用資格取得のための研修（講習会）の受講   

・雪に児童虐待への寺門性を向上させるための研修の受講   
（卦付加的事業  

・地域ネットワーク構成長の専門性向上を図る取組   
一地域ネットワークと訪問手業との連携を図る取組  
・地域住民への周知を図る取組  

評  

●その他、創意工夫のある取細について  
一文付金井定の脾価基準」  

児童人口3000人未満  3ポイント  の3の（2）に掲げる7車乗  

当ロ ボイント   
贈人。。。。。人以上～1万人未満   

当該塀nnnn人 
－OP＋ ポイント   

児童人。1万人以上   

－
一
¢
－
－
 
 
 




